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 委員名簿 

１ 会 長   宝塚市長                 山 﨑 晴 恵 

 

２ 委 員 

 (1) 第３条第５項第１号に基づく委員 

  委 員 職 名 氏  名 備 考 

農林水産省近畿農政局兵庫県拠点地方参事官（兵庫県担当） 三 浦  晃 外部 

国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所長 光 永 健 男 外部 

神戸地方気象台次長 川 上 幸 則 外部 

 

 (2) 第３条第５項第２号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

兵庫県阪神北県民局長 坂 本 哲 也 外部 

 

 (3) 第３条第５項第３号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

兵庫県宝塚警察署長 岡 本  修 外部 

 

 (4) 第３条第５項第４号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市副市長 井 上 輝 俊 内部 

宝塚市企画経営部長 吉 田 康 彦 内部 

宝塚市行財政改革担当部長 古 家 健 志 内部 

宝塚市市民交流部長 上 田  健 内部 

宝塚市総務部長 近 成 克 広 内部 

宝塚市都市安全部長 簗 田 敏 弘 内部 

宝塚市危機管理監 石 橋  豊 内部 

宝塚市都市整備部長 尾 崎 和 之 内部 

宝塚市健康福祉部長 赤 井  稔 内部 

宝塚市子ども未来部長 土 屋 智 子 内部 

宝塚市環境部長 立 花  誠 内部 

宝塚市産業文化部長 福 永 孝 雄 内部 

 

 (5) 第３条第５項第５号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市教育長                  森  恵 実 子 内部 

 

 (6) 第３条第５項第６号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市消防長                  山 中  毅 内部 

宝塚市消防団長                 辰 家 宏 弥 外部 

（敬称略） 
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 (7) 第３条第５項第７号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

ＮＴＴフィールドテクノ関西支店兵庫営業所  

フィールド総括部門災害対策担当課長 
平 井 達 也 

外部 

大阪ｶﾞｽ株式会社兵庫導管部導管計画ﾁｰﾑﾏﾈ-ｼﾞｬｰ 川 邊 亮 介 外部 

関西電力送配電株式会社 阪神配電営業所所長 中 村 和 弘 外部 

西日本旅客鉄道株式会社宝塚駅長 立和名 成 利 外部 

阪急電鉄株式会社川西能勢口駅管区統括駅長 赤 澤 正 輝 外部 

 

 (8) 第３条第５項第８号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究所教授        馬 場 美智子 外部 

 

(9) 第３条第５項第９号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市自治会ネットワーク会議議長 竹 谷 泰 二 外部 

一般社団法人宝塚市医師会会長 栗 田 義 博 外部 

陸上自衛隊第３６普通科連隊第１中隊長 島 内 裕太郎 外部 

一般社団法人宝塚市薬剤師会理事 近 山  透 外部 

社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会理事長 福 本 芳 博 外部 

一般社団法人兵庫県建設業協会宝塚支部長 宇都宮 秀 市 外部 

宝塚市民生委員・児童委員連合会会長 福 住 美 壽 外部 

肢体障碍者 榎 本 匡 笑 外部 

宝塚どないしょネット代表 檜 垣 彰 子 外部 

宝塚市上下水道事業管理者 森  増 夫 内部 

宝塚市議会事務局長 酒 井 勝 宏 内部 

宝塚市教育委員会事務局管理部長 村 上 真 二 内部 

宝塚市立病院経営統括部長 島 廣 弘 二 内部 
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議 題 
 

Ⅰ 宝塚市地域防災計画（令和３年度(2021年度)）見直しについて（決議事項） 
１ 計画の改正経過、見直し趣旨・目的 
宝塚市は、平成 7 年（1995 年）1 月に発生した阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、平成 9

年度（1997年度）に、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に市域の防

災アセスメントを実施し、地域防災計画を全面改定するとともに、その後も毎年部分的な改

定を行い、防災体制の充実に努めてきました。 

平成 23年（2011年）3月 11日に発生した東日本大震災を教訓として、災害関連法令の改

正、国の防災基本計画及び兵庫県の地域防災計画の見直しなどが行われ、これを受けて、平

成 25 年度（2013 年度）の本市の地域防災計画についても、宝塚市における災害の規模及び

形態並びに市内の都市基盤、社会情勢、生活環境及び市民ニーズの変化を考慮し、前述した

国及び県の計画との整合を図るとともに、近い将来に発生が確実視されている南海トラフの

巨大地震や、頻発する自然災害に備えるため、地域防災計画の全体的な見直しを行いました。 

平成 26年度（2014年度）から平成 28年度（2016年度）にかけては、全国各地で発生した

自然災害による甚大な被害発生を受けて、災害対策基本法、水防法、河川法、気象業務法な

ど災害関連法が相次いで改正されるとともに、兵庫県においては県管理河川の基準水位の見

直しが行われ、これに伴い水防警報等の発令基準が変更となったこと、気象庁において流域

雨量指数による洪水警報等の取り扱いが更新されたことなどにより、本市においても災害対

策本部の設置基準や避難勧告等の発令基準及び水害危険予想箇所等を順次見直しました。 

さらに、平成 30 年度（2018 年度）は、度重なる改正により膨大となった計画の簡潔化を

図るため、従前の全５編編成の計画の構成を、法定計画としての「本編」と関連図書として

の「マニュアル編」及び「資料・様式編」に抜本的に見直しました。 

今年度は、関連法令の改正、各種災害対策情報の更新等を踏まえるとともに、本市の災害

対策体制のさらなる向上を目指し、①災害対策基本法の改正に伴う「避難情報」に関連する

基準、制度等の見直し、②今年度を初年度とする第６次宝塚市総合計画との関係及び新型コ

ロナウイルス感染症対策との関係の更新・追記、③災害予防計画において新たに導入する「防

災情報システム」関連計画をはじめ一部計画内容の追記・見直し、④大規模地震発生時の避

難所の自動開設基準（震度６弱以上）の明記、⑤気象庁が提供する災害対策関連気象情報の

内容の見直し、⑥新たに提案のあった「地区防災計画」１地区の追加及び既存の地区防災計

画１地区の変更、などについて「本編」に追加・削除・更新等を行うとともに、「災害対応

マニュアル編」及び「資料・様式編」については、本編の見直しに関連して災害予防対策及

び応急復旧対策に関する事項の追加・削除・更新等を行います。 

 

２ 見直し（案）の主な項目・内容等 

今回の宝塚市地域防災計画の見直しに当たっては、次の視点を基本に項目・施策・事業等

を追加、削除又は内容の更新を行うこととしました。（人事異動等に基づく経年的な担当者等

の更新、関係機関・団体の名称・所在地等、各所統計データの更新、記載方法等は省略） 

別添 資料２ 令和３年度(2021年度)宝塚市地域防災計画変更前後対照表（案）参照 

＊ 変更前後対照表における修正箇所はアンダーライン・太字表示しています。 



 

４ 

 

 

【本 編】（法定図書） 

（１）災害対策基本法の改正関係（変更前後対照表Ｐ１） 

・改正災害対策基本法が本年５月２０日に施行され、水害等の警戒レベルに応じた避難情

報の発令内容が「避難準備・高齢者避難開始」、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」から「高

齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」に改正されたことを受け、本市地域防災計

画内の関連計画項目においてこの基準及び表記に見直します。 

（２）第１部 総則 

１）第１章 計画の策定方針 第３節 他の計画との関係 第 1 宝塚市総合計画及び  

第６ 宝塚市インフルエンザ等対策行動計画との関係 

ア）両計画との関係内容の見直し（変更前後対照表Ｐ１） 

・関連する計画として、第 1の「宝塚市総合計画との関係」の項において、現計画の第５

次宝塚市総合計画との関係から今年度新たにスタートする第６次宝塚市総合計画との関

係に更新し、また、第６の「宝塚市新型インフルエンザ等対策行動計画」の項において、

新型コロナウイルス感染症対策との関係を追記します。 

（３）第２部 災害予防計画 

１）第１章 非常時活動体制に関する備えの充実 第 1 節 市における応急活動体制の整

備・強化（１）迅速な初動体制確立のための環境整備 

ア）災害対応業務マニュアルの作成（変更前後対照表Ｐ２） 

２）同第２節 情報の収集・伝達体制の整備強化（１）市における通信・連絡手段の多ルー

ト化 

ア）防災情報システムの構築・運用（変更前後対照表Ｐ２） 

・上記２項目において、新たに導入した「防災情報システム」を活用するための当該シス

テムのマニュアル作成及びこの円滑な運用に向けた取り組み等を追加規定します。 

３）第２章 安全で人にやさしいまちづくりの推進 第１節 災害時の広報体制の整備・強

化 第１ 総合治水対策の推進 （４）森林整備の促進 

ア）緑地保全地区の指定等の推進（変更前後対照表Ｐ２） 

・「計画のあらまし」の４項目のうち、現在対象のない「長尾山系の民間開発残存緑地の公

有化」の項目を削除します。 

４）第２章 第１節 第２ 燃えにくい市街地の整備 （１）まちの「防災ブロック化」の

推進 

ア）たからづか都市計画マスタープランの推進（変更前後対照表Ｐ３） 

・同マスタープランは都市計画の基本的な方針として策定しており、この項では、市街地

全般の整備に関連した計画項目とすることがふさわしいことから、「（２）市街地の整備」

に移動します。 

５）第２章 第２節 都市公共施設の災害対応能力の強化 第１ 市の施設及びその他の公

共公益施設 （１）災害に強い防災拠点機能の整備・強化 

ア）新庁舎への移設準備（変更前後対照表Ｐ３） 



 

５ 

 

・現在取り組んでいる新庁舎建設の進捗に合わせて、同庁舎内に設置する防災拠点施設へ

の円滑な機能移転を目指して準備を進めます。 

６）第２章 第２節 第２ライフライン施設 （１）災害に強いライフライン施設の整備・

強化 

ア）下水道施設の耐震化（変更前後対照表Ｐ３） 

・下水道施設の耐震化を含めた現施設の機能の強化・更新計画の名称について、下水道施

設の「長寿命化計画」から、現在定めている「ストックマネージメント計画」に見直しま

す。 

７）第６章 地区防災計画 第２節 各地区における地区防災計画 

 ３ 各地区における地区防災計画  

ア）（１）「中山台コミュニティ地区」地区防災計画（変更前後対照表Ｐ４） 

・当該地区防災計画については、平成２８年度（2016年度）に本市域で初めての地区防災

計画として本市地域防災計画に規定しました。 

・今般、これまでの活動を踏まえ、地元から以下の項目について計画内容を変更する旨の

提案がなされていることから、これを付議します。 

 ①項目イ：活動の基本方針及び目標 

  ・現文の「大規模災害が発生し孤立し・・」から「孤立し」を削除します。 

 ②項目ウ：計画の対象範囲（範域） 

  ・現施設名の「中山五月台中学校」を「宝塚市立中山五月台中学校」と改めます。 

 ③項目エ：活動主体及び活動団体 

  ・現計画の上記項目を「活動主体」と「活動団体」に分離し、現計画では「中山台コ

ミュニティ災害対策委員会」として各自治会をはじめ関係団体等名称を列記されて

いましたが、今回の提案では「活動主体」を「中山台コミュニティ」、「活動団体」

を「自治会を中心に中山台コミュニティ運営委員会活動部会や様々な住民団体で構

成する。」とされています。 

 ④項目オ：地区の特性（新提案では項目カ） 

  ・当該地区では新たに「土砂災害特別警戒区域」が指定されたことから、これを明記

されています。 

 ⑤項目キ：主な活動計画（新提案では項目ク） 

  ・「災害時の取組」、「災害時要配慮者（避難行動要支援者）の支援の取組」及び「その

他」の項目内の一部が見直しされています。 

 

イ）（７）「コミュニティ末広地区」地区防災計画（変更前後対照表Ｐ５） 

・宝塚市立末広小学校区内で活動される、コミュニティ組織及び各自治会においては、令

和 2年(2020年)3月に「コミュニティ末広避難所運営マニュアル」を作成するとともに、

地区住民を主体とした防災組織を構築し、地区のみんなで助け合いながら災害にも強い

地区づくりを進めるため、今般、標記の地区防災計画の地元案を作成して、本市の地域

防災計画に規定するよう計画提案がなされていることから、これを付議します。 

 

（４）第３部 災害応急対策計画 

１）第１章 非常時活動体制に関する基本指針 第１節 風水害の警戒及び非常時活動体制 



 

６ 

 

第１ 災害警戒対策 

ア）７土砂災害警戒情報発表時の対応（変更前後対照表Ｐ６） 

・前述しました改正災害対策基本法に基づく「避難情報」を更新するとともに、気象庁が

発表する災害関連気象情報について「土砂災害警戒判定メッシュ情報」を新たな「大雨

警報（土砂災害）の危険度分布（土砂キキクル）」の表現に更新します。 

・あわせて、図示しています【土砂災害判定メッシュ情報】の説明図を、【大雨警報（土砂

災害）の危険度分布（土砂キキクル）】の説明図に更新します。 

 

２）第４章 被災者救済及び生活再建支援に関する対策 第３節 避難対策 ２ 対策実施

上の基本指針 

ア）（１）避難所等の開設・運営・閉鎖（変更前後対照表Ｐ７） 

・平成 30 年度（2018 年度）に本市地域防災計画の構成を５編成から３編成に見直した際

に、大規模地震発生時において避難所等を自動的に開設するための基準が不明瞭な内容

となっていたことから、「震度６弱以上の地震発生時に開設する。」旨の項目を追加し

ます。 

 

【マニュアル編】（関連図書） 

（１）災害対策基本法の改正関係（変更前後対照表Ｐ８） 

・本編と同様、「避難準備・高齢者避難開始」、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」から「高

齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」に改正されたことを受け、本市地域防災計

画内の関連計画項目においてこの基準及び表記に見直します。 

（２）第１部 非常時活動体制に関するマニュアル 

１）２ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

ア）※１ 地震臨時情報発表等の伝達経路（変更前後対照表Ｐ８） 

・表内の国の機関、臨時情報の周知の表記について更新します。 

 

２）３ 応援要請 

ア）※４ 自衛隊への応援要請（変更前後対照表Ｐ８～９） 

・（１）自衛隊への派遣要請基準、（２）派遣要請の手続き等、（３）自衛隊災害派遣部隊の

活動内容、において、現在の基準等の内容に更新します。 

第４部 被災者救援及び生活再建支援に関するマニュアル 

１）４ 生活活動支援対策 （５）罹災証明発行のための調査活動及び発行 

ア）※４ 証明の範囲（変更前後対照表Ｐ１０） 

・関係基準の見直しに基づき、項目アの「住家被害」から「流出」を削除し「中規模半壊」

を追加します。 

２）宝塚市災害対策本部設置要綱、宝塚市災害警戒本部設置要綱の改正関係 

ア）一部本部員及び事務分掌の見直し（変更前後対照表Ｐ１１） 

・本年４月１日付人事異動等に基づき両要綱に規定する関係職員、事務分掌を見直します。 

 



 

７ 

 

 

【資料・様式編】（関連図書） 

（１）災害対策基本法の改正関係（変更前後対照表Ｐ８） 

・本編と同様、「避難準備・高齢者避難開始」、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」から「高

齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」に改正されたことを受け、本市地域防災計

画内の関連計画項目においてこの基準及び表記に見直します。 

（２）第１部 地域としての災害危険性 

１）１-２-１ 水防区域（変更前後対照表Ｐ１３） 

・兵庫県水防計画との整合を図るため、一部河川の水防区域について、延長、区域（区間）、

危険理由を見直します。 

 

２）１-２-６ 宅地危険箇所（変更前後対照表Ｐ１３） 

・令和２年度（2020年度）中に防災工事を完了した宅地危険箇所１か所を、対象箇所から

除外します。 

 

３）１-２-６ 特に警戒を要するため池（変更前後対照表Ｐ１４） 

・令和２年度（2020年度）中に防災工事を完了したため池１か所を、対象箇所から除外し

ます。 

 

４）１－４ 土砂災害警戒区域及び武庫川浸水想定区域内の要配慮者施設等（変更前後対照

表Ｐ１４～１５） 

・両区域内に所在する病院、幼稚園、各種福祉施設等について最新の情報に更新します。 

 

５）１－８ 水害危険区域想定図（変更前後対照表Ｐ１６～１８） 

・本市域の水害危険想定箇所を示した図面について、最新の宝塚市防災マップ（土砂災害

警戒区域及び洪水浸水想定区域（計画規模降雨及び想定最大規模降雨））に更新します。 

 

（２）第２部 市民参加による防災まちづくり 

１）２-１-３ 宝塚市防災委員名簿（変更前後対照表Ｐ１９～２０） 

・本市防災会議委員の名簿を本年４月１日現在の内容に更新します。 

 

（２）第２部 市民参加による防災まちづくり 

１）３－１－１ 災害対策本部設置要綱（変更前後対照表Ｐ２０～２１） 

２）３－１－２ 災害警戒本部設置要綱（変更前後対照表Ｐ２１～２２） 

・本年４月１日付人事異動等に基づき両要綱に規定する関係職員、事務分掌を見直します。 

 

（３）第４部 発災後の対応を中心とした情報連絡体制 

１）４－１ 官公庁等災害対策関係機関災害時連絡先（変更前後対照表Ｐ２２） 

・神戸地方気象台、大阪ガス株式会社関連の情報を本年４月１日現在の内容に更新します。 

 



 

８ 

 

 

２）４－３－１ 気象情報の種類と発表基準（変更前後対照表Ｐ２２～２９） 

・気象庁の発表する宝塚市関係の災害対策関連気象情報の種類及び発表基準等を本年４月

１日時点の内容に更新します。 

 

３）４－４－３ 支援法に係る中規模半壊の認定について（変更前後対照表Ｐ２９～３０） 

・改正被災者生活再建支援法において規定された標記の認定基準等を追記します。 

 

（４）第５部 相互協力・広域応援受入体制 

１）５－３－２ 官公庁等災害対策関係機関災害時連絡先（変更前後対照表Ｐ３０） 

・兵庫県阪神南県民センター及び阪神北県民局の関連情報を本年４月１日現在の内容に更

新します。 

 

（５）第６部 個別対策項目別関係資料 

１）６－２－１－１ 指定避難所等（変更前後対照表Ｐ３０） 

・（２）の福祉避難所について令和２年度（2020 年度）中に新たに協定を締結した福祉施

設を同避難所に追加指定します。 

 

２）６－２－１－３ 災害時における避難者の受け入れに関する覚書 

（変更前後対照表Ｐ３０～３１） 

・隣接自治体との間で、市町境界付近の住民が相互の避難所等への避難を可能とするため

に、川西市、伊丹市に引き続き昨年度西宮市と締結した覚書を追加掲載します。 

 

３）６－２－１－６ 届出避難所（変更前後対照表Ｐ３１） 

・令和２年度（2020年度）中に新たに認定した届出避難所を追加記載します。 

 

４）６－４－７ 災害時における復旧支援協力に関する協定（変更前後対照表Ｐ３２） 

・災害時日おいて被災した下水道施設の、民間事業者による復旧支援を受けるために、新

たに民間事業者１社と締結した協定を追加掲載します。 

 

５）６－７－１１ 宝塚市と大塚製薬株式会社との包括連携協定 

（変更前後対照表Ｐ３３～３４） 

・本市が推進する「エイジフレンドリーシティ」の取り組みをはじめとする市民の健康維

持・増進、安全・安心の確保のため本市と民間企業において連携協定を締結し、その中

で防災・減災対策にもこの協定内容を適用することとから、これを追加掲載します。 

 

６）６－１０－１ 災害救助基準（変更前後対照表Ｐ３４） 

・災害救助基準について最新の内容に更新します。 

 

７）６－１０－３－１ 宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例（変更前後対照表Ｐ３４） 

８）６－１０－３－２ 宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 



 

９ 

 

・同条例、規則について最新の内容に更新します。 

９）６－１０－７ 災害援護資金・生活福祉資金（変更前後対照表Ｐ３５） 

・災害援護資金の貸し付け条件について最新の内容に更新します。 

 

１０）６－１０－９ 災害復興住宅資金の内容（変更前後対照表Ｐ３５～３６） 

・住宅金融支援機構が取り扱う災害復興住宅資金の内容を更新するとともに、兵庫県が取

り扱う住宅再建共済制度（フェニックス共済）と項目を統合します。 

 

（６）第７部 様式 

１）７－４－２ 罹災証明書（変更前後対照表Ｐ３６） 

２）７－４－３ 罹災証明交付申請書 

・最新の様式に更新掲載します。 



 

１０ 

 

Ⅱ 宝塚市水防計画(令和３年度(2021年度))見直しについて（諮問事項） 

１ 宝塚市水防計画案の主な修正箇所 

別添 資料４ 令和３年度(2021年度)宝塚市水防計画変更前後対照表（案）参照 

＊ 変更前後対照表における修正箇所はアンダーライン表示しています。 

＊ 人事異動等に基づく経年的な担当者等の更新、関係機関・団体の名称・所在地等、各所統
計データの更新、記載方法等は省略しています。 

 

（１）第５章 気象情報等の周知 １ 気象予報、警報  

  ア）（２）洪水注意報基準及び洪水警報基準（宝塚市）（変更前後対照表Ｐ１） 

・気象庁の発表する宝塚市関係の災害対策関連気象情報の種類及び発表基準等を本年

４月１日時点の内容に更新します。（地域防災計画と整合） 

 

（２）第６章 水防区域等 １水害危険予想箇所 （変更前後対照表Ｐ２～７） 

ア）水防区域（河川危険区域（重要水防個所）） 

イ）特に警戒を要するため池 

ウ）宅地危険箇所 

エ）山がけ崩れによる宅地危険箇所 

・水防区域等について、「河川危険区域（重要水防個所）」については、一部河川の水防

区域について、延長、区域（区間）、危険理由を見直します。 

・「特に警戒を要するため池」及び「宅地危険箇所」については、令和２年度（2020年

度）中に尾防災工事を完了した箇所各１か所を除外します。 

・「山崖くずれ等による宅地危険箇所」においては、一部区域おいて、宅地の所在地の

表記変更、予想される危険の内容を見直します。（地域防災計画と整合） 

・なお、「道路途絶予想個所」、「低地帯」については変更ありません。 

 

（３）第７章 観測・監視及び報告 ２ 河川堤防の監視  

ア）（４）排水水門の監視（変更前後対照表Ｐ７～８） 

・１箇所の水門を廃止し、開閉責任者を更新します。 

 

（４）別表１ 災害対策本部の構成の変更（変更前後対照表Ｐ８） 

・本年４月１日の人事異動等に伴い宝塚市災害対策本部の構成の一部を見直します。 

                            （地域防災計画と整合） 

（５）別表２ 宝塚市消防隊水防計画編成（変更前後対照表Ｐ９～１０） 

・消防本部における、本年４月 1日付組織改正、人事異動に伴う体制等の変更を同計画

に反映します。 

 

（６）資料２ 宝塚市防災会議委員名簿（変更前後対照表Ｐ９） 

・本年４月１日時点の委員の区分、職名に更新します。（地域防災計画と整合） 

 

（７）資料５ 浸水想定区域内の要配慮者施設（変更前後対照表Ｐ９～１０） 

・同域内に所在する病院、幼稚園、各種福祉施設等について最新の情報に更新します。 

                               （地域防災計画と整合） 



 

 

宝塚市地域防災計画変更前後対照表 
（案） 

※各計画の修正版についてはグループウエアのライブラリー、「防災・防犯」―「01防災」―「04法令・計画」―

「Ｒ３地域防災計画修正箇所記載版（５月修正案）」 の各編をご参照ください。 
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○マニュアル編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ 8～12 

○資料・様式編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ13～36 

 

 令和３年度(2021年度)  

宝塚市防災会議 
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変更前後対照表 本編（法定図書）※関係機関・団体等の名称、所在地、連絡先、各種統計データの更新、表記方法の変更等については省略 

頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 
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10 
 

本編全般の変更事項 
１ 災害対策基本法の規定に基づく「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」を削除 
２ 上記に伴い「避難勧告等」を削除 
 
第１部 総則 
第１章 計画策定の方針 
第３節 他の計画との関係 
第 1 宝塚市総合計画との関係 
宝塚市総合計画は、本市の区域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために策定するもので、市の

防災施策も同計画に基づき実施する。 
第５次総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成されており、基本構想は平成２３年度を初年度と

し平成３２年度（令和２年度）を目標年次とする。 
基本構想では、本市の将来都市像を「市民の力が輝く 共生のまち 宝塚 ～住み続けたい、関わり続けた

い、訪れてみたいまちをめざして～」と定め、６つのまちづくりの基本目標と３８の施策が掲げられている。 
第５次総合計画では、まちづくりの基本目標の一つ目である「これからの都市経営」において「危機管理」

を施策の一つとしてとして掲げており、危機の発生を防ぎ、発生した場合の被害や影響を最小限に抑えられる
ような体制を整えることとしている。 
さらに、防災関係については、二つ目のまちづくりの基本目標である「安全・都市基盤」に掲げた施策の一

つとして「防災・消防」を位置づけている。 
これを受け、後期基本計画（計画期間は、平成２８年度から平成３２年度（令和２年度）までの５カ年）に

おいては、「防災・消防」の「施策展開の方針と主な取り組み」として、次の項目を示している。 
 
○災害・防災情報伝達手段として、安心メールやＳＮＳなど多様な情報媒体の活用を促進します。 
◎地域の防災力の向上を図るため、地区防災計画の作成を支援します。 
◎要支援者（災害時要配慮者）に対する支援体制を整備します。 
○あらゆる災害に対応するため、総合的な防災体制の充実を図ります。 
◎救急救命士、認定救命士、高度救助隊員の養成、高度資機材の整備など救急救助体制の高度化を図ります。 
◎まちかど救急ステーションを基点とする市民救護体制を充実するとともに、地域における応急手当の普及
啓発活動を推進します。 
○予防査察や住宅用火災警報器の設置促進など火災予防啓発活動を推進します。 
○二次救急システムを活用した円滑な救急搬送を推進します。 
○宝塚市、川西市、猪名川町の２市１町における広域連携を強化します。 
◎「耐震改修促進計画」に基づき、耐震化を進めます。 

（※ ◎は、重点的な取組みとして挙げられているもの。） 
 
以上のような事情を踏まえて、この計画と宝塚市総合計画との関係を整理すると、おおよそ次のようになる。 

－ この計画と宝塚市総合計画との関係 － 

１ この計画は、宝塚市総合計画に定められる防災施策、防災関連施策はもちろん、その他の分野の施策

も含め「災害に強い都市づくり」、「災害に強いひとづくり」、「災害に強いコミュニティづくり」の

観点から体系化したものである。 

２ 宝塚市総合計画が行政施策を主体とした計画であるのに対し、この計画は市域における、あらゆる個

人及び機関の安全と財産を守るという限りにおいて、市、県、国等関係機関、団体、事業所及び個人の

果たすべき役割分担についても規定したものである。 

３ この計画は、継続的かつ恒久的に、市、関係機関、事業所及び市民の拠り所となるべき、「災害に強

い都市づくり」、「災害に強いひとづくり」、「災害に強いコミュニティづくり」のマスタープランを

示すものであり、従って、その実現・実行に関しては、その都度宝塚市総合計画及び実施計画に位置づ

けられるべきものである。 

 
第２～第５略 
 
第６ 宝塚市インフルエンザ等対策行動計画との関係 
宝塚市新型インフルエンザ等対策行動計画は、平成２１年（2009年）の新型インフルエンザ対策の経験を踏

本編全般の変更事項 
１ 同法改正に基づく「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」を追記 
２ 上記に伴い「避難情報」を追記 
 
第１部 総則 
第１章 計画策定の方針 
第３節 他の計画との関係 
第 1 宝塚市総合計画との関係 
宝塚市総合計画は、総合的かつ計画的にまちづくりを推進するための計画であり、市民と行政によるまちづ

くりの方向性を示すものである。本市が定める計画の最上位に位置し、市の防災施策も同計画に基づき実施す
る。 
令和３年度（2021年度）からスタートする第６次宝塚市総合計画は、基本構想、基本計画、地域ごとのまち

づくり計画で構成しており、基本構想は令和１２年度（2030年度）を目標年次としている。 
基本構想では、「わたしの舞台はたからづか」をスローガンに掲げ、このスローガンには①「活動・活躍で

きる場」（舞台）をつくり、②「暮らし」（舞台）を支え、③「まち」（舞台）を未来につなげていく、との
想いを込めており、宝塚に関わるすべての人が幸せを感じられ、安心な毎日を過ごすことができる未来を願い、
このスローガンを掲げ、まちづくりを進めることとしている。 
また基本構想において、６つの「めざすまちの姿」を定めており、そのうちの一つである「住み続けたい、

安全・快適な暮らしがあるまち―安全・都市基盤―」の中の「危機管理・防災」の施策分野において、「命や
生活に関わる危機に市民と行政が共に備え、いざという時には、迅速かつ適切な対応を取れる体制が整ってい
る。」、「地震や風水害に市民と行政が共に備え、地域で助け合う意識が高まることにより危機対応力が強化
されている。」と定めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上を踏まえて、この計画と宝塚市総合計画との関係を整理すると、おおよそ次のようになる。 

－ この計画と宝塚市総合計画との関係 － 

１ この計画は、宝塚市総合計画に即して策定する分野別計画であり、「災害に強い都市づくり」、「災

害に強いひとづくり」、「災害に強いコミュニティづくり」の観点から体系化したものである。 

２ この計画は、市民と行政によるまちづくりに向けた、市域における、あらゆる個人及び機関の安全と

財産を守るという限りにおいて、市、県、国等関係機関、団体、事業所及び個人の果たすべき役割分担

について規定したものである。 

３ この計画は、継続的かつ恒久的に、市、関係機関、事業所及び市民の拠り所となるべき、「災害に強

い都市づくり」、「災害に強いひとづくり」、「災害に強いコミュニティづくり」のマスタープランと

して、宝塚市総合計画と整合を図りながら策定されるべきものである。 

 
第２～第５略 
 
第６ 宝塚市インフルエンザ等対策行動計画との関係 
宝塚市新型インフルエンザ等対策行動計画は、平成２１年（2009年）の新型インフルエンザ対策の経験を踏

まえ、平成２４年（2012年）に制定された新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、政府及び兵
庫県行動計画との整合を図りながら、社会的影響が大きい新たな感染症を含め、宝塚市域に係る新型インフル
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42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 

まえ、平成２４年（2012年）に制定された新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、政府及び兵
庫県行動計画との整合を図りながら、社会的影響が大きい新たな感染症を含め、宝塚市域に係る新型インフル
エンザ等対策の総合的な推進に関する事項や、市が実施する措置等を示したものである。 
自然災害、大規模事故災害等を対象とする宝塚市地域防災計画とは異なり、感染症対策を目的とした計画で

あるが、これらが重複する複合的災害発生時には両計画の整合性を図りながら事態への的確な対処を図ること
となる。 
 
 
 
 
 

第２部 災害予防計画 
第１章 非常時活動体制に関する備えの充実 
第１節 市における応急活動体制の整備・強化 
1、２略 
３ 計画 
（１）迅速な初動体制確立のための環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当※ 

防災組織体制の整備・充実 □平時から防災会議をはじめ、防災に係る組織体制
を整備・充実 

都市安全部 
消防部 

各部非常時初動マニュアル
の作成 

□各部の非常時初動マニュアルの作成 
■事故別初動対応要領の作成 

各部 

モバイル防災宝塚を活用し
た非常時職員動員の強化 

□「モバイル防災宝塚」を活用した招集訓練の実施 
 

都市安全部 

（以下表略） 
 
 
 

第２節 情報の収集・伝達体制の整備・強化 
1、２略 
３ 計画 
（１）市における通信・連絡手段の多ルート化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

災害時優先携帯電話の活用 □災害時優先指定を行った携帯電話を災害対応職員
に配備 

都市安全部 

（表中略） 

緊急地震速報の普及啓発 □ホームページなどでの緊急地震速報に関する広報 
□防災講習等による緊急地震速報に関する普及啓発 

都市安全部 

 
 
 
 
 

第２章 安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第１節 災害に強い都市の創造 
第１ 総合治水対策の推進 
1、２略 
３ 計画 
（１）～（３）略 
（４）森林整備の促進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

緑地保全地区の指定等の推
進 

■緑地保全地区の都市計画決定の推進 
■長尾山系の民間開発残存緑地の公有化 
■里山林の整備 
■砕石事業後跡地、伐採跡地等植林適地調査 

都市安全部 
産業文化部 
関係部 

 

 
 
 

エンザ等対策の総合的な推進に関する事項や、市が実施する措置等を示したものである。 
自然災害、大規模事故災害等を対象とする宝塚市地域防災計画とは異なり、感染症対策を目的とした計画で

あるが、これらが重複する複合的災害発生時には両計画の整合性を図りながら事態への的確な対処を図ること
となる。 
令和元年（2019年）末に中国での発症が確認された新型コロナウイルス感染症（COVID-19）については、そ

の後全世界に蔓延しパンデミックを引き起こしており、現在この撲滅が全世界的な喫緊の課題となっている。 
本市においてもこの対策を最重要課題と位置づけ、当該行動計画に基づき、新型コロナウイルス感染症対策

本部を設置するとともに兵庫県をはじめ関係機関等と連携しながら、市民の安全・安心な生活を確保するため
の取り組みを実施している。 
 
 
第２部 災害予防計画 
第１章 非常時活動体制に関する備えの充実 
第１節 市における応急活動体制の整備・強化 
1～２ 略 
３ 計画 
（１）迅速な初動体制確立のための環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当※ 

防災組織体制の整備・充実 □平時から防災会議をはじめ、防災に係る組織体制
を整備・充実 

都市安全部 
消防部 

各部非常時初動マニュアル
の作成 

□各部の非常時初動マニュアルの作成 
■事故別初動対応要領の作成 

各部 

災害対応業務マニュアルの
作成 

□災害対応の各業務におけるマニュアルの作成 
（防災情報システムの活用を含む） 

都市安全部 
各部 

モバイル防災宝塚を活用し
た非常時職員動員の強化 

□「モバイル防災宝塚」を活用した招集訓練の実施 
 

都市安全部 

（以下表略） 
 
第２節 情報の収集・伝達体制の整備・強化 
1、２略 
３ 計画 
（１）市における通信・連絡手段の多ルート化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

災害時優先携帯電話の活用 □災害時優先指定を行った携帯電話を災害対応職員
に配備 

都市安全部 

（表中略） 

緊急地震速報の普及啓発 □ホームページなどでの緊急地震速報に関する広報 
□防災講習等による緊急地震速報に関する普及啓発 

都市安全部 

防災情報システムの構
築・運用 

□災害時の庁内職員の円滑な情報共有 
□避難情報等の意思決定支援 
□被災者生活再建支援事務の迅速化 

都市安全部 

 
 
第２章 安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第１節 災害に強い都市の創造 
第１ 総合治水対策の推進 
1、２略 
３ 計画 
（１）～（３）略 
（４）森林整備の促進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

緑地保全地区の指定等の推
進 

■緑地保全地区の都市計画決定の推進 
■里山林の整備 
■砕石事業後跡地、伐採跡地等植林適地調査 

都市安全部 
産業文化部 
関係部 
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第２ 燃えにくい市街地の整備 
１、２略 

３ 計画 

(１) まちの「防災ブロック化」の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

たからづか都市計画マス

タープランの推進 

□たからづか都市計画マスタープランに基づく都

市としての延焼遮断機能の強化をはじめ建築物

の不燃化、土地利用の誘導その他多様な手法の活

用による推進 

都市整備部 

道路・河川・鉄道沿線の延

焼遮断機能強化施策の推進 

□道路・河川・鉄道の有する延焼遮断機能を強化す

るための沿道の不燃化、緩衝緑地整備、難燃性樹

木による街路樹整備等の施策の総合的推進 

都市整備部 

都市安全部 

各施設所管部 

防火・準防火地域の指定 □商業地のうち、広域からの不特定多数の人々が集

積する主要な地区等における防火及び準防火地域

の指定等による耐火建築物等の建築誘導 

都市整備部 

 

(２) 市街地の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

住宅市街地総合整備事業等

の推進 

□仁川地区における計画的・一体的な都市機能の更

新による安全で快適な市街地住宅の供給促進 

都市整備部 

都市安全部 

都市再生機構 

 
第２節 都市公共施設の災害対応力の強化 
第１ 市の施設及びその他公共公益施設 
１、２略 
３ 計画 
（１）災害に強い防災拠点機能の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

地域ステーション整備事業 
（再掲） 

□市内を７つの地域に分け、１地域ごとに１か所ず
つ地域ステーションを整備 

□地域ステーション及びその周辺に以下をめやすと
した必要な設備・備蓄等の推進 

●応急対策用資機材の備蓄 

●備蓄庫の設置及び生活救援活動拠点施設として必要

な物資の備蓄 

●応急給水拠点としての飲料水兼用耐震性貯水槽の維

持管理 

●地域防災無線の整備若しくは維持・点検 

●パソコンネットワークの整備若しくは維持・点検 

●災害時輸送車両の出入りを想定した環境整備 
 

都市安全部 
各施設担当部 

（表中略） 

鉄道駅・ホテル・競馬場・
劇場等施設における情報連
絡拠点としての整備 

■情報連絡体制の整備 

 

都市安全部 
各施設所管部 

 
 

第２ ライフライン施設 
１、２略 
３ 計画 

(１) 災害に強いライフライン施設の整備・強化 

下水道施設の耐震化 □下水道施設の長寿命化計画に基づく既存下水道施

設の耐震化の推進 

上下水道局 

県 

第２節 燃えにくい市街地の整備 
１、２略 
３ 計画 

 (１) まちの「防災ブロック化」の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

道路・河川・鉄道沿線の延

焼遮断機能強化施策の推進 

□道路・河川・鉄道の有する延焼遮断機能を強化す

るための沿道の不燃化、緩衝緑地整備、難燃性樹

木による街路樹整備等の施策の総合的推進 

都市整備部 

都市安全部 

各施設所管部 

防火・準防火地域の指定 □商業地のうち、広域からの不特定多数の人々が集

積する主要な地区等における防火及び準防火地域

の指定等による耐火建築物等の建築誘導 

都市整備部 

 

(２) 市街地の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

たからづか都市計画マス

タープランの推進 

□たからづか都市計画マスタープランに基づく都

市としての延焼遮断機能の強化をはじめ建築物

の不燃化、土地利用の誘導その他多様な手法の活

用による推進 

都市整備部 

住宅市街地総合整備事業等

の推進 

□仁川地区における計画的・一体的な都市機能の更

新による安全で快適な市街地住宅の供給促進 

都市整備部 

都市安全部 

都市再生機構 

 
第２節 都市公共施設の災害対応力の強化 
第１ 市の施設及びその他公共公益施設 
１、２略 
３ 計画 
（１）災害に強い防災拠点機能の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

地域ステーション整備事業 
（再掲） 

□市内を７つの地域に分け、１地域ごとに１か所ず
つ地域ステーションを整備 

□地域ステーション及びその周辺に以下をめやすと
した必要な設備・備蓄等の推進 

●応急対策用資機材の備蓄 

●備蓄庫の設置及び生活救援活動拠点施設として必要

な物資の備蓄 

●応急給水拠点としての飲料水兼用耐震性貯水槽の維

持管理 

●地域防災無線の整備若しくは維持・点検 

●パソコンネットワークの整備若しくは維持・点検 

●災害時輸送車両の出入りを想定した環境整備 
 

都市安全部 
各施設担当部 

（表中略） 

鉄道駅・ホテル・競馬場・
劇場等施設における情報連
絡拠点としての整備 

■情報連絡体制の整備 都市安全部 
各施設所管部 

新庁舎への移設準備 □新たな都市防災拠点の整備 都市安全部 

 
第２ ライフライン施設 
１、２略 
３ 計画 

(１) 災害に強いライフライン施設の整備・強化 

下水道施設の耐震化 □下水道施設のストックマネージメント計画に基づ

く既存下水道施設の耐震化の推進 

上下水道局 

県 
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第３章 被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第３節 安全避難の環境整備 
第２ 避難誘導体制の整備強化 
１、２略 
３ 計画 
（１）、（２）略 

（３）関係機関・団体等との連携の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

警察・地区交通安全協会等

との連携の強化 

□災害時の避難誘導に関する警察及び地区交通安全

協会等との応援協力体制の確立、その連携の強化 

都市安全部 

 
 
第５章 防災訓練及び調査・研究の充実 
第２節 調査・研究の充実 
１、２略 
３ 計画 
（３）市の地域防災性をより正確に把握するための専門的調査・研究 

土砂災害に関する調査・研

究 

□本市の北部及び南部における降雨などによる崩落

や宅地造成地における地滑りなどの土砂災害に関

する調査・研究の検討 

都市安全部 

 

 
 
第６章 地区防災計画 
第２節 各地区における地区防災計画 
１、２略 
３ 各地区における地区防災計画 

（１）「中山台コミュニティ地区」地区防災計画 

ア 計画の名称 

中山台コミュニティ地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針及び目標 

大規模災害が発生して孤立し、ライフラインが停止した状況下でも、地域が一丸となって、発災から

の一週間を自分たちで生き延びることができることを目標とする。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

中山五月台中学校区（中山台コミュニティエリア）の全住民 

 

エ 活動主体及び活動団体 

中山台コミュニティ災害対策委員会   

※ まちづくり協議会「中山台コミュニティ」における防災の取り組みを推進するために、自治会、管理
組合、学校園及び施設の代表者で構成される組織      

【中山台コミュニティ災害対策委員会】 

中山桜台自治会、中山五月台自治会、中山五月台七丁目自治会、中山五月台六丁目

自治会、中山桜台ラヴェニール自治会、ジャルダン壱番館自治会、ツウィング壱番館

自治会、ツウィング宝塚中山弐番館自治会、宝塚中山ヒルズ自治会、中山桜台七丁目

自治会、ジャルダン弐番館管理組合、セーリオ宝塚自治会、第六地区中山台民生児童

委員連絡会、中山桜台小学校、中山五月台小学校、中山五月台中学校、中山五月台幼

稚園、宝塚東高等学校、雲雀丘学園中山台幼稚園、晋栄福祉会中山ちどり、アクティ

ブライフ中山倶楽部、クラレテクノ株式会社 

 

 

第３章 被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第３節 安全避難の環境整備 
第２ 避難誘導体制の整備強化 
１、２略 
３ 計画 
（１）、（２）略 

（３）関係機関・団体等との連携の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

警察・交通安全協会等との

連携の強化 

□災害時の避難誘導に関する警察及び交通安全協会

等との応援協力体制の確立、その連携の強化 

都市安全部 

 
 
第５章 防災訓練及び調査・研究の充実 
第２節 調査・研究の充実 
１、２略 
３ 計画 
（３）市の地域防災性をより正確に把握するための専門的調査・研究 

土砂災害に関する調査・研

究 

□本市の北部及び南部における降雨などによる崩落

や宅地造成地における地滑りなどの土砂災害に関

する調査・研究の検討 

都市安全部 

都市整備部 

 
 
第６章 地区防災計画 
第２節 各地区における地区防災計画 
１、２略 
３ 各地区における地区防災計画 

（１）「中山台コミュニティ地区」地区防災計画 

ア 計画の名称 

中山台コミュニティ地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針及び目標 

大規模災害が発生してライフラインが停止した状況下でも、地域が一丸となって、発災からの一週間

を自分たちで生き延びることができることを目標とする。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

宝塚市立中山五月台中学校区（中山台コミュニティエリア）の全住民 

 

エ 活動主体 

中山台コミュニティ 

 

オ 活動団体 

自治会を中心に中山台コミュニティ運営委員会活動部会や様々な住民団体で構成する。 
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オ 地区の特性 

高齢化率が高く、山間部を削って開発した坂の多い住宅地である。また、土砂災害警戒区域も広範囲

に存在し、１つの指定避難所と予備避難所は、その中に位置している。 

 

カ 対象とする災害 

地震及び土砂災害 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 略 

災害時の取組 地区災害対策

本部の立ち上

げ 

・宝塚市との連絡体制を確立 

・宝塚市からの情報を地域へ周知 

安全確認 ・エリア内の安全確認を実施 

エリア内外の

連絡手段 

・伝令 

・無線 

・電子メール 

居住エリアご

との避難所等

開設 

・エリア内の全避難所等が開設された場合、地域ご

とに避難 

災害時要配慮

者（避難行動

要支援者）の

支援の取組 

避難行動要支

援者の支援体

制の構築 

 

・避難行動要支援者名簿の管理（必要に応じて更新） 

・災害発生時に名簿情報の活用 

・安心メール及び防災ラジオの普及促進 

その他 防災マップの

作成 

・防災マップの全戸配布 

・避難経路地図の作成 

 
（２）～（６）略 
 
【新規追加】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カ 地区の特性 

高齢化率が高く、山間部を削って開発した坂の多い住宅地である。また、土砂災害（特別）警戒区域

も広範囲に存在している。 

 

キ 対象とする災害 

地震及び土砂災害 

 

ク 主な活動計画 

平常時の取組 略 

災害時の取組 災害対策総本

部の立ち上げ 

・総本部は、中山台コミュニティセンター（使用不

能の場合は、中山五月台中学校）に置き、宝塚市に

通知する。 

・総本部は、中山台コミュニティ会長を本部長とし、

各自治会、コミュニティ運営委員会の委員などで構

成する。総本部には活動組織を置く。 

・自主防災組織などと連携する 

・宝塚市との連絡窓口となる 

各自治会エリ

ア防災組織の

活動 

・災害情報、安否情報、支援情報等の確認を実施 

・避難者同士の安全確認を実施 

・災害対策本部へ集約する 

災害時要配慮

者（避難行動

要支援者）の

支援の取組 

避難行動要支

援者の支援体

制の構築 

 

・民生・児童委員などを中心に地域と連携して担う 

 

 
 
（２）～（６）略 
 
（７）「コミュニティ末広地区」地区防災計画 
ア 計画の名称 

   コミュニティ末広地区防災計画 
イ 活動の基本方針 

    令和 2年(2020年)3月に作成した「コミュニティ末広避難所運営マニュアル」とともに地域住民の災
害時の安心・安全を確保し、「自分たちの地区は自分たちで守る」という心構えで、地区のみんなで
助け合いながら、災害にも強いまちづくりを進めるため、地区住民を主体とした防災組織を構築し、
平常時から備えの充実を図り、地区防災力を高めていく。 

ウ 計画の対象範囲（範域） 
   伊孑志 1丁目～4丁目、逆瀬川 1丁目、末広町 
エ 活動主体及び活動団体 

コミュニティ末広、伊孑志自治会、逆瀬川自治会、逆瀬川スカイハイツ自治会、サン
ハイツ逆瀬川自治会、シティライフ逆瀬川自治会 

  オ 地区の特性 
    人口は、平成 26 年（2014 年）からほぼ横ばい、世帯数は 100世帯以上増加しているものの、一人暮

らしの高齢者世帯の割合が高くなりつつあるのが現状。地形は、逆瀬川上流部の真砂土が洪水時に流下
して、河口部に堆積してできた三角州。逆瀬川の砂防工事と武庫川の堤防築造工事が完成して、地形は
安定したが、台風時や梅雨時の集中豪雨による域内の内水流出によって、低地帯が浸水することがある。 
カ 対象とする災害 

    南海トラフ地震、市役所直下型地震、武庫川・地区内水の氾濫、溢水 
キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災知識の普及
啓発 

・防災対策では、地区住民の一人ひとりが防災に関
心を持ち、準備することが重要と考え、地区住民
への防災知識の普及や啓発活動を行う。 

地区の安全点検 ・地区の危険な場所や防災上問題のある場所などを
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第３部 災害応急対策対策計画 
第１章 非常時活動体制に関する基本指針 
第１節 風水害の警戒及び非常時活動体制 
１～６略 
７ 土砂災害警戒情報発表時の対応 
土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）中、さらに危険度が高まった場合に発表されるものであること

から、より一層の警戒を行う必要がある。しかし、土砂災害警戒情報は市内全域に対して発表されるものであ
ることから、これをもって直ちに避難勧告等は行わず、兵庫県が発表する「地域別土砂災害危険度」の5ｋｍメ
ッシュまたは1ｋｍメッシュ情報に照らして、危険度が高まっている水害危険予想箇所について避難準備・高齢
者等避難開始、避難勧告の発令等を行うものとする。なお、この際には、気象庁が公表する土砂災害警戒判定
メッシュ情報や市内１６箇所に設置された雨量計から算出されるデーター（時間雨量、累積雨量等）について
も参考とする。 
（以下中略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

確認し、改善のための働きかけなどを行う。 

防災資器材の整
備 

・地区で防災資器材を整備し、日頃の点検や使い方
を確認する。 

防災訓練 ・いざというとき、あわてず、的確に対応するため、
地区住民に積極的な参加を呼びかけて、防災訓練
を行う。 

災害時の取組 情報収集・伝達 ・公共機関などから正しい情報を収集し、地区内へ
伝達。 

・地区の被災状況等を取りまとめ、防災機関へ報告。 
救出・救助活動 ・自分自身がケガをしないよう注意しながら、みん

なで協力して負傷者や家屋の下敷きになった人の
救出・救助活動を行う。 

初期消火活動 ・消防車が到着するまでの間、火災の延焼拡大を防
ぐための初期消火活動を行う。 

避難誘導活動 ・地区住民を安全な避難所などへ誘導する。 

給食・給水活動 ・地区で必要な物資を把握し、公共機関とも連携し
ながら、必要に応じて炊き出しなどの給食・給水
活動を行う。 

避難行動要支援
者（災害時要援
護者）等への支
援 

避難行動要支援
者の支援体制の
構築 
 

・当事者の身になって、防災環境の点検・改善を行
う。 

・避難するときは，しっかり誘導する。 
・困ったときこそ温かい気持ちで接する。 
・日頃から積極的にコミュニケーションを図る。 

 
 
 
第３部 災害応急対策対策計画 
第１章 非常時活動体制に関する基本指針 
第１節 風水害の警戒及び非常時活動体制 
１～６略 
７ 土砂災害警戒情報発表時の対応 
土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）中、さらに危険度が高まった場合に発表されるものであること

から、より一層の警戒を行う必要がある。しかし、土砂災害警戒情報は市内全域に対して発表されるものであ
ることから、これをもって直ちに避難情報との発令は行わず、兵庫県が発表する「地域別土砂災害危険度」の
5ｋｍメッシュまたは1ｋｍメッシュ情報に照らして、危険度が高まっている水害危険予想箇所について高齢者
等避難、避難指示、緊急安全確保の発令等を行うものとする。なお、この際には、気象庁が公表する大雨警報
（土砂災害）の危険度分布（土砂キキクル）や市内１６箇所に設置された雨量計から算出されるデーター（時
間雨量、累積雨量等）についても参考とする。 
（以下中略） 
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【土砂災害警戒判定メッシュ情報：気象庁ＨＰより】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４章 被災者救済及び生活再建支援に関する対策 
第３節 避難対策 
１略 
２ 対策実施上の基本指針 
（１）避難所等の開設・運営・閉鎖 

１）避難所等の開設は、原則として、本部長の指示により行う。ただし、夜間等に発生するな
ど突発的な災害の場合など、避難の必要が生ずると自主的に判断された時は、避難所開設
担当部職員又は居合わせた当該施設所属職員（学校教職員を含む）が避難所等の開設を行
い開設状況を災害対策本部に報告する。災害の状況により緊急に避難所等の開設が必要な
ときは消防職員が行い、担当部要員に引き継ぐ。 

２）避難所等の開設期間は施設の住居としての環境条件から見て、１週間以内とすることが望
ましく、市域に震度６弱以上の地震が発生するなどにより、多数の救援を要する場合にあ
っても避難所等の開設期間は、災害発生後４週間（２８日間）以内を目標とする。４週間
を超える見込みの場合若しくは超えた期間については、仮設住宅建設等住宅供給対策によ
り対応するよう努める。 

３）避難所等の運営の実務については、災対教育部本部員が災対福祉部本部員等関係各部長と
協力して、それぞれの施設に複数の職員（うち１人を責任者として指名）を派遣して担当
させる。 

４）避難所等となった施設の学校教職員は、避難所等の開設当初１週間をめやすとして、市職
員に協力し、避難所等の運営要員となる。 
ただし、８日目以降については、当該学校施設の児童・生徒の保護並びに応急教育その他の
対策実施に支障がない範囲で、災対教育部本部員の要請により協力するものとする。 

５）避難所等が不足する場合には、県並びに関係機関・団体・事業所等の協力を得て、一時避
難のための施設の確保、野外受入れ施設（テント等）の確保・調達等により対応する。 

６）原子力災害等発生時の防護対策区域指定に伴い設置する避難所等はコンクリ－ト建物とす
る。 

７）本部長は、避難の必要がなくなったとき、又は入所者が自立した生活を行えると判断でき
る場合は、避難所等を縮小・閉鎖する。 

 
（以下略） 

【大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂キキクル）：気象庁ＨＰより】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４章 被災者救済及び生活再建支援に関する対策 
第３節 避難対策 
１略 
２ 対策実施上の基本指針 
（１）避難所等の開設・運営・閉鎖 

１）市域に震度６弱以上の地震が発生した場合、多くの市民が住む場所を失うと想定される。
そのため市は、災害発生直後から避難所を開設する。 

２）避難所等の開設は、原則として、本部長の指示により行う。ただし、夜間等に発生するな
ど突発的な災害の場合など、避難の必要が生ずると自主的に判断された時は、避難所開設
担当部職員又は居合わせた当該施設所属職員（学校教職員を含む）が避難所等の開設を行
い開設状況を災害対策本部に報告する。災害の状況により緊急に避難所等の開設が必要な
ときは消防職員が行い、担当部要員に引き継ぐ。 

３）避難所等の開設期間は施設の住居としての環境条件から見て、１週間以内とすることが望
ましく、市域に震度６弱以上の地震が発生するなどにより、多数の救援を要する場合にあ
っても避難所等の開設期間は、災害発生後４週間（２８日間）以内を目標とする。４週間
を超える見込みの場合若しくは超えた期間については、仮設住宅建設等住宅供給対策によ
り対応するよう努める。 

４）避難所等の運営の実務については、災対教育部本部員が災対福祉部本部員等関係各部長と
協力して、それぞれの施設に複数の職員（うち１人を責任者として指名）を派遣して担当
させる。 

５）避難所等となった施設の学校教職員は、避難所等の開設当初１週間をめやすとして、市職
員に協力し、避難所等の運営要員となる。 
ただし、８日目以降については、当該学校施設の児童・生徒の保護並びに応急教育その他の
対策実施に支障がない範囲で、災対教育部本部員の要請により協力するものとする。 

６）避難所等が不足する場合には、県並びに関係機関・団体・事業所等の協力を得て、一時避
難のための施設の確保、野外受入れ施設（テント等）の確保・調達等により対応する。 

７）原子力災害等発生時の防護対策区域指定に伴い設置する避難所等はコンクリ－ト建物とす
る。 

８）本部長は、避難の必要がなくなったとき、又は入所者が自立した生活を行えると判断でき
る場合は、避難所等を縮小・閉鎖する。 

 
（以下略） 
 
 

大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂キキクル） 
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変更前後対照表 マニュアル編（関連図書）※関係機関・団体等の名称、所在地、連絡先、各種統計データの更新、表記方法の変更等については省略 

頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マニュアル編全般の変更事項 
１ 災害対策基本法の規定に基づく「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」を削除 
２ 上記に伴い「避難勧告等」を削除 
 
第１部 非常時活動体制に関するマニュアル 

２ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

※１ 地震臨時情報発表等の伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 応援要請 

※１～※３略 

※４ 自衛隊への応援要請 

（１）災害派遣要請基準 
災害に際し人命又は財産を保護するための応急対策の実施が対策本部の職員等の動員だけでは不可能若しく
は困難であり、自衛隊の出動が必要であると認められる場合にその派遣を要請する。 

 （以下中略） 
 
 
 

（２）派遣要請の手続等 

ア 要請手続  
（ア）～（イ）略 
〇派遣及び撤収要請手続き経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

マニュアル編全般の変更事項 
１ 同法改正に基づく「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」を追記 
２ 上記に伴い「避難情報」を追記 
 
第１部 非常時活動体制に関するマニュアル 

２ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

※１ 地震臨時情報発表等の伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 応援要請 

※１～※３略 

※４ 自衛隊への応援要請 

（１）災害派遣要請基準 
災害に際し人命又は財産を保護するための応急対策の実施が対策本部の職員等の動員だけでは不可能若し
くは困難であり、自衛隊の出動が必要であると認められる場合にその派遣を要請する。 
災害派遣の要求に当たっては、災害派遣の基準となる三要件（緊急性、公共性、非代替性）の適合に留意し
要求する。 

（以下中略） 

 

（２）派遣要請の手続等 
ア 要請手続  

（ア）～（イ）略 
〇派遣及び撤収要請手続き経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県 

阪神北県民局長 

兵庫県警察 

宝塚警察署長 

 
宝塚市長 

(災害対策本部長) 

兵庫県警察 

警察本部長 

陸上自衛隊 

第３師団長 

陸上自衛隊 

第 36普通科連隊長

知事に派遣要請の要求 

通知 

要請 

命令 通報 

通報 

通報 

要請 

※ 

知事に要求するいとまの無いとき 

※ 阪神北県民局と連絡

が取れないときは、県

本庁へ直接要請。 

兵庫県 

阪神北県民局長 

兵庫県警察 

宝塚警察署長 

 
宝塚市長 

(災害対策本部長) 

兵庫県警察 

警察本部長 

陸上自衛隊 

第３師団長 

陸上自衛隊 

第 36普通科連隊長

知事に派遣要請の要求 

通知 

要請 

命令 通報 

通報 

通報 

要請 

※ 

知事に要求するいとまの無いとき 

※ 阪神北県民局と連絡

が取れないときは、県

本庁へ直接要請。 

 

気 
象 
庁 
 
臨
時
情
報
発
表 

〔
警
戒
会
議
開
催
〕 

〔予知情報の内容周知〕 

警察庁 

総務省 

消防庁 

国土庁 
他省庁 

県警本部 

県 

県機関 

市 

消防本部 

指定公共機関 

指定地方行政機関 

宝塚警察署 

〔技術的事項について説明〕

〔
情
報
の
報
告
〕 

 

気 

象 

庁 

長 

官 

内 
閣 
総 
理 
大 
臣 
 
閣 
議 

併せて報道機関へ通知 報道開始 

 

 

 

   

市 

 

民 

 

等 

 

気 
象 
庁 
 
臨
時
情
報
発
表 

〔
警
戒
会
議
開
催
〕 

〔南海トラフ地震臨時情報の内容周知〕 

警察庁 

総務省 

消防庁 

国土交通省 

他省庁 

県警本部 

県 

県機関 

市 

消防本部 

指定公共機関 

指定地方行政機関 

宝塚警察署 

〔技術的事項について説明〕

〔
情
報
の
報
告
〕 

 

気 

象 

庁 

長 

官 

内 
閣 
総 
理 
大 
臣 
 
閣 
議 

併せて報道機関へ通知 報道開始 

 

 

 

   

市 

 

民 

 

等 
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イ略 
 
ウ 災害派遣部隊の受け入れ 

項   目 活 動 内 容 

準   備 略 

受 入 れ 

派遣部隊が到着した場合は職員を派遣し部隊を目的地へ誘導する。作業
実施期間中は、現場に連絡員を置き派遣部隊指揮官と応援作業計画等につ
いて協議し調整の上作業の推進を図る。 
なお、派遣部隊の仮泊予定地は伊丹駐屯地をあてるよう要請するものと
し、困難な場合は市内の公共空地を緊急に確保する。 

県への報告 略 

派遣部隊の 
撤収要請 

 略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ略 
 
オ 撤収要請 
本部長（市長）は、自衛隊の派遣の必要性がなくなったと認めるとき、知事に対し、自衛隊の災害派遣要請
の方法に準じて知事に撤収の連絡を行う。 

 
 
 
 
（３）自衛隊災害派遣部隊の活動内容  

項  目 活 動 内 容 

被害状況の把握 
車両・航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行って、被
害の状況を把握する。 

（以下表略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市本部及び自衛隊は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合は、各種情報を迅速かつ、的確に把握

するとともに、相互に連携し情報を共有する。 

 

イ略 

 

ウ 災害派遣部隊の受け入れ  

項   目 活 動 内 容 

準   備 略 

受 入 れ 

１ 連絡班 
市本部において、自衛隊の連絡所を設置するとともに、連絡班を受け入
れ、情報交換及び派遣活動等に関する調整を行う。また、必要に応じ、災
害対策本部会議へ参加を要請する。 
２ 派遣部隊 
派遣部隊が到着した場合は職員を派遣し部隊を目的地へ誘導する。作業

実施期間中は、現場に連絡員を置き派遣部隊指揮官と応援作業計画等につ
いて協議し調整の上作業の推進を図る。 
なお、派遣部隊の仮泊予定地は伊丹駐屯地をあてるよう要請するものと

し、困難な場合は市内の公共空地を緊急に確保する。 
３ ヘリポート 
 ヘリコプターを使用する応援活動を要請した場合は、ヘリポートの準備
に万全を期する。また、自衛隊からヘリポートの提供について要請があっ
た場合は、災害用臨時ヘリポートのうちから、自衛隊と協議のうえ最適地
を決定する。 

県への報告 略 

派遣部隊の 
撤収要請 

略 

 

エ略 
 
オ 派遣部隊の撤収 
派遣部隊の撤収は、知事等が撤収の要請をした場合、又は災害派遣を命じた指定部隊等の長が、派遣の必要
がなくなったと認めた場合に、派遣を命じた指定部隊の長が命ずるのを原則とする。 
但し、災害が大規模な場合においては、知事等から撤収の要請があった場合を除いて、防衛大臣が撤収を命
ずる。 
また、大規模地震災害及び原子力災害に関わる災害派遣の場合にあっては、防衛大臣が撤収を命ずる。 

 
（３）自衛隊災害派遣部隊の活動内容 
 大規模災害発生時の状況不明化においては、人命救助活動を最優先とし、その他の活動は、自衛隊側からの
自発的な提案も受けつつ、派遣部隊への支援ニーズを具体化する。 

項  目 活 動 内 容 

被害状況の把握 
車両・航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行って、被
害の状況を把握する。 

（以下表略） 
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116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４部 被災者救援及び生活再建支援に関するマニュアル 
４ 生活救援等対策 
（１）～（４）略 
（５）罹災証明書発行のための調査活動及び発行 
（表略） 
 
※１略 
 
※２ 調査の実施要領 

ア 罹災証明書を発行するに当たっての被害の判定は、「災害報告取扱要領」（昭和４５年４月
１０日消防防第２４６号消防庁長官）により行うこととする。ただし、住家の被害認定は
内閣府の「災害の被害認定基準について（昭和１３年６月２８日府政防第５１８号）」及び
「災害の被害認定基準の統一について」（昭和４３年６月１４日結審第１１５号内閣総理大
臣官房審議室長）に基づき行うこととする。 

イ 「災害の被害認定基準について」の具体的な運用については、内閣府より示された「災害
に係る住家の被害認定基準運用指針（平成２１年６月）」を活用し、必要に応じて消防庁「災
害報告取扱要領」による被害分類認定の基準などの関係文書も活用して行うこととする。
また、具体的な実施体制については「災害に係る住家の被害認定基準 実施体制の手引き
（平成２２年）」を適宜参照する。 

ウ 「被害の程度」は被災者生活再建支援法施行令（平成１６年３月３１日政令第９９号）第
２条に基づく「大規模半壊世帯」を含めることとする。 

 
※３略 
 
※４ 証明の範囲 

災害対策基本法第２条第１号に規定する災害で、次の事項について、証明する 
ア 住家被害 
全壊、流失、大規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水 
イ 人的被害 
死亡、行方不明、重傷者、軽傷者 

 
 
（参考）宝塚市災害対策本部設置要綱及び宝塚市災害警戒本部設置要綱 
宝塚市災害対策本部設置要綱 
 
第１条、第２条略 
 
（組織） 
第３条 本部は、本部長、副本部長、副本部長補佐、本部員及びその他の必要な職員をもつて組織する。 
２、３略 
４ 副本部長補佐は、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、技監及び教育委員会理事をもつて充てる
ものとし、副本部長を補佐する。 
（以下中略） 
 
別表１（第３条関係） 
   本部組織構成のめやす 
 

 
 
 
 
 

      

副本部長補佐 

教育長 

教育委員会理

事 

 
    

 
災対教育部：教委管理班､避難所班､文化財対策班 

各学校・幼稚園班 

救援 

ｻｰﾋﾞｽ部門  
 

 

第４部 被災者救援及び生活再建支援に関するマニュアル 
４ 生活救援等対策 
（１）～（４）略 
（５）罹災証明書発行のための調査活動及び発行 
（表略） 
 
※１略 
 
※２ 調査の実施要領 

ア 罹災証明書を発行するに当たっての被害の判定は、「災害報告取扱要領」（昭和４５年４月
１０日消防防第２４６号消防庁長官）により行うこととする。ただし、住家の被害認定は
内閣府の「災害の被害認定基準について（平成１３年６月２８日府政防第５１８号）」及び
「災害の被害認定基準の統一について」（昭和４３年６月１４日結審第１１５号内閣総理大
臣官房審議室長）に基づき行うこととする。 

イ 「災害の被害認定基準について」の具体的な運用については、内閣府より示された「災害
に係る住家の被害認定基準運用指針（令和３年３月）」を活用し、必要に応じて消防庁「災
害報告取扱要領」による被害分類認定の基準などの関係文書も活用して行うこととする。
また、具体的な実施体制については「災害に係る住家の被害認定基準 実施体制の手引き
（令和２年３月）」を適宜参照する。 

ウ 「被害の程度」は被災者生活再建支援法施行令（平成１６年３月３１日政令第９９号）第
２条に基づく「大規模半壊世帯」を含めることとする。 

 
※３略 
 
※４ 証明の範囲 

災害対策基本法第２条第１号に規定する災害で、次の事項について、証明する 
ア 住家被害 
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水 
イ 人的被害 
死亡、行方不明、重傷者、軽傷者 

 
 
（参考）宝塚市災害対策本部設置要綱及び宝塚市災害警戒本部設置要綱 
宝塚市災害対策本部設置要綱 
 
第１条、第２条略 
 
（組織） 
第３条 本部は、本部長、副本部長、副本部長補佐、本部員及びその他の必要な職員をもつて組織する。 
２、３略 
４ 副本部長補佐は、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び技監をもつて充てるものとし、副本部
長を補佐する。 
（以下中略）  
別表１（第３条関係） 
   本部組織構成のめやす 
 

 

 

 

 

      

副本部長補佐 

教育長 

 

 
    

 
災対教育部：教委管理班､避難所班､文化財対策班 

各学校・幼稚園班 

救援 

ｻｰﾋﾞｽ部門  
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155 

 
 
 
 
 
 

156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162 
 
 
 
 
 
 
 
 

163 
 
 

166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
別表２（第３条関係） 

（「班員となる平常時課名」のうち、大カッコがあるものは、部をまたがって班編成されるもの） 

部 

門 
別 

部 ・ 班 名 

部 班 
班員となる 
平常時課名 

事  務  分  掌 

略 災対  

企画  

経営 

部 

調  査  班 
１ 発災直後の被害状況調査に関すること｡ 
２ 建物及び宅地の被害状況の調査に関すること｡ 
３ 被災証明に関すること｡  班長 

 課 長 級 

市税収納課 

市民税課 

資産税課 

略 災 

対 

市 

民 

交 

流 

部 

広  報  班 
１ 災害時における広報活動に関すること｡ 
２ 報道機関に関すること｡ 
３ 他部に属さない災害相談に関すること｡ 

４ 災害に関する写真及び記録（誌）に関すること｡ 

５ 現地連絡所における住民組織との連絡調整に
関すること｡ 

６ 自治会等への協力要請に関すること｡ 
７ 避難勧告等の情報伝達に関すること｡ 

班長 

 

  課  長  級 

市民相談課 

広報課 

市民協働推進課 

 

(企画経営部) 

情報政策課   
 

 

 

 

  
略 

災 

対 

上 

下 

水 

道 

部 

下水道対策班 
１ 倒壊建物等生き埋め被災者の救出に関するこ
と。 

２ 水道関係者団体等との連絡調整に関すること。 
３ 公共下水道等の被害の情報収集、応急措置及び
復旧に関すること。 

４ 南部市街地における水路等の災害対策に関す
ること。 

班長 

 

  課  長  級 

下水道課 

 
 
宝塚市災害警戒本部設置要綱 
（本文略） 
別表 災害警戒本部の要員 
 災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の長等各級責任者となる職員のめやす 

区分 平常時職名 事務分掌 体制 

警戒本部長 

略 略 

第

１ 

警

戒

体

制 

 

 

第

２

警

戒

体

制 

警戒副本部長 

警戒副本部長補佐 

同 

 

警 

 

戒 

 

本 

 

部 

 

員 

□広報課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（職場待機・巡視等による警戒を行う体制） 

□公園河川課長 

□道路管理課長 

□建設室課長 

（道路維持管理担当） 

□北部整備課長 

□開発審査課長 

□住まい政策課長 

□北部振興企画課長 

□警防課長 

□下水道課長 

□総合防災課長 

□政策推進課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制） 

□市民相談課長 

□総務課長 

□高齢福祉課長 

□子ども政策課長 

□環境政策課長 

 

別表２（第３条関係） 

（「班員となる平常時課名」のうち、大カッコがあるものは、部をまたがって班編成されるもの） 

部 

門 
別 

部 ・ 班 名 

部 班 
班員となる 
平常時課名 

事  務  分  掌 

略 災対  

企画  

経営 

部 

調  査  班 
１ 発災直後の被害状況調査に関すること｡ 
２ 建物及び宅地の被害状況の調査に関すること｡ 
３ 罹災証明に関すること｡  班長 

 課 長 級 

市税収納課 

市民税課 

資産税課 

略 

 

 

災 

対 

市 

民 

交 

流 

部 

広  報  班 
１ 災害時における広報活動に関すること｡ 
２ 報道機関に関すること｡ 
３ 他部に属さない災害相談に関すること｡ 

４ 災害に関する写真及び記録（誌）に関すること｡ 

５ 現地連絡所における住民組織との連絡調整に
関すること｡ 

６ 自治会等への協力要請に関すること｡ 
７ 避難情報の伝達に関すること｡ 

班長 

 

  課  長  級 

市民相談課 

市民協働推進課 

 

(企画経営部) 

情報政策課 

広報課   

略 災 

対 

上 

下 

水 

道 

部 

下水道対策班 
１ 下水道関係者団体等との連絡調整に関するこ
と。 

２ 公共下水道等の被害の情報収集、応急措置及び
復旧に関すること。 

３ 南部市街地における水路等の災害対策に関す
ること。 

班長 

 

  課  長  級 

下水道課 

 
 
宝塚市災害警戒本部設置要綱 
（本文略） 
別表 災害警戒本部の要員 
 災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の長等各級責任者となる職員のめやす 

区分 平常時職名 事務分掌 体制 

警戒本部長 

略 略 

第

１ 

警

戒

体

制 

 

 

第

２

警

戒

体

制 

警戒副本部長 

警戒副本部長補佐 

同 

 

警 

 

戒 

 

本 

 

部 

 

員 

□広報課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（職場待機・巡視等による警戒を行う体制） 

□公園河川課長 

□道路管理課長 

□建設室課長 

（道路維持管理担当） 

□北部整備課長 

□開発審査課長 

□住まい政策課長 

□北部振興企画課長 

□警防課長 

□下水道課長 

□総合防災課長 

□政策推進課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制） 

□市民相談課長 

□総務課長 

□地域福祉課長 

□子ども政策課長 

□環境政策課長 
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□商工勤労課長 

□教育委員会教育企画課長 

□市立病院経営統括部課長 

□上下水道局経営管理部長 

□上下水道局総務課長 

□上下水道局工務課長 

 
（以下略） 
 
 
 

□商工勤労課長 

□教育委員会教育企画課長 

□市立病院経営統括部課長 

□上下水道局経営管理部長 

□上下水道局総務課長 

□上下水道局工務課長  
（以下略）  
 



１３ 

変更前後対照表 資料・様式編（関連図書）※関係機関・団体等の名称、所在地、連絡先、各種統計データの更新、表記方法の変更等については省略 
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資料・様式編全般の変更事項 
１ 災害対策基本法の規定に基づく「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」を削除 
２ 上記に伴い「避難勧告等」を削除 
 
第１部 地域としての危険性 
１－２ 法規等に基づく危険区域等指定一覧表 
１－２－１ 水防区域 

水系名 河川名 左右岸別 延長 ｍ 水防区域 危険理由 重要度 

武庫川 

武庫川 

右 600月見山～観音谷川合流点 堤防高 Ａ 

          

左 200武田尾橋上流 100m 堤防高 Ａ 

 ～ 武田尾温泉  

左 2,700大堀川合流点～阪急今津線 堤防高 

 

Ｃ 

 

右 4,000湯本町～美幸町 堤防高 

 

Ｃ 

 

足洗川 左 100阪急宝塚線～西国橋  Ｂ 

右 100 Ｂ 

（表中略） 

天神川 左 500 市道長尾線～花園橋 堤防高 

 

Ｂ 

右 500 Ｂ 

亥の谷川 左 250梅野橋～射撃橋 堤防高 Ｂ 

右 250 Ｂ 

 
１―２―６ 宅地危険箇所 
宅地危険箇所一覧表 

番号 所在地 
状        況 

避難場所 
予想される被害 

１、２略 

 ３ 山本台 2丁目 石積擁壁（Ｈ＝ 7ｍ）にはらみ 山手台中学校 
石積崩壊、家屋倒壊 

 ４ 長寿ガ丘① 昭和 58年 9月石積擁壁及び自然崖面が崩壊 宝塚第一小学校 
崖面崩壊、家屋倒壊 

５ 長寿ガ丘② 平成 5年 7月崖面表層部が崩壊 宝塚第一小学校 
崖面崩壊、家屋倒壊 

 ６ 千種 1丁目 地震による宅地損傷 西公民館 
石積崩壊等 

７ 長寿ガ丘③ 石垣のはらみ 宝塚第一小学校 
建物の崩壊 

８ 
 
中筋山手 1丁目 地震による宅地損傷 長尾小学校 

石積崩壊等 
９ 

 
花屋敷つつじガ丘 
 

自然崖の崩落 川西市桜ガ丘小学校 

崖面崩壊、家屋損壊 

１０ 
 

花屋敷荘園 1丁目 自然崖の崩落 川西市桜ガ丘小学校 

崖面崩壊、家屋損壊 

１１ 
 
平井山荘 石積･ｺﾝｸﾘ-ﾄ擁壁（H=３．６m)にはらみ 長尾小学校 

石積崩壊、家屋倒壊 

１２ 野上６丁目 石積擁壁に亀裂 西山小学校 

石積崩壊、家屋倒壊 

１３ 紅葉ガ丘 石積擁壁の崩壊（H=7m） 宝塚第一小学校 

資料・様式編全般の変更事項 
１ 同法改正に基づく「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」を追記 
２ 上記に伴い「避難情報」を追記 
 
第１部 地域としての危険性 
１－２ 法規等に基づく危険区域等指定一覧表 
１－２－１ 水防区域 

水系名 河川名 左右岸別 延長 ｍ 水防区域 危険理由 重要度 対策工法 

武庫川 

武庫川 

右 600月見山～観音谷川合流点 堤防高 Ａ 積土俵 

            

左 200武田尾橋上流 100m 堤防高 Ａ 積土俵 

 ～ 武田尾温泉  

左 2,700大堀川合流点～阪急今津線 要注意 Ｃ 積土俵 

   

右 4,000湯本町～美幸町 要注意 Ｃ 積土俵 

 

足洗川 左 100阪急宝塚線～西国橋 堤防高 Ｂ 積土俵 

右 100 Ｂ 

（表中略）  

天神川 左 400市道長尾線～雲垣内橋 堤防斜面の

崩れ・すべり 

Ｂ 積土俵 

右 300 Ｂ 

亥の谷川 左 250梅野橋～射撃橋 堤防高 Ｂ 積土俵 

右 250 Ｂ 

 
１―２―６ 宅地危険箇所 
宅地危険箇所一覧表 

番号 所在地 
状        況 

避難場所 
予想される被害 

１、２略 

 ３ 長寿ガ丘① 昭和 58年 9月石積擁壁及び自然崖面が崩壊 宝塚第一小学校 
崖面崩壊、家屋倒壊 

 ４ 長寿ガ丘② 平成 5年 7月崖面表層部が崩壊 宝塚第一小学校 
崖面崩壊、家屋倒壊 

  ５ 千種 1丁目 地震による宅地損傷 西公民館 
石積崩壊等 

 ６ 長寿ガ丘③ 石垣のはらみ 宝塚第一小学校 
建物の崩壊 

７ 
 
中筋山手 1丁目 地震による宅地損傷 長尾小学校 

石積崩壊等 
８ 

 
花屋敷つつじガ丘 
 

自然崖の崩落 川西市桜ガ丘小学
校 崖面崩壊、家屋損壊 

９ 
 
花屋敷荘園 1丁目 自然崖の崩落 川西市桜ガ丘小学

校 崖面崩壊、家屋損壊 

１０ 
 
平井山荘 石積･ｺﾝｸﾘ-ﾄ擁壁（H=３．６m)にはらみ 長尾小学校 

石積崩壊、家屋倒壊 

１１ 野上６丁目 石積擁壁に亀裂 西山小学校 

石積崩壊、家屋倒壊 

１２ 紅葉ガ丘 石積擁壁の崩壊（H=7m） 宝塚第一小学校 

石積崩壊、家屋倒壊 
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石積崩壊、家屋倒壊 

 
１－２－７ 特に警戒を要するため池 

番
号 

溜池名 
管理 

団体名 
所在地 

満水    危険区域及び被害予想 

面積 貯水量 堤長 堤高 予想される 

危険 

被害予想区域 

と戸数 (ha) (ｍ3) (m) (m) 

１～3略 

4  榎谷池 
境野 

水利組合 
境野字中山田 0.1 1,000 38 5.7 漏水 

耕地約 2.1ha 

家屋 1戸 

市道 250ｍ 

5 井手池 
境野 

水利組合 

境野字 

井手 
0.03 350 35 1.8 漏水 

耕地約 1.3ｈａ 

家屋 2戸 

県市道 410ｍ 

 
 
 
 

１－４ 土砂災害警戒区域及び武庫川浸水想定区域内の要配慮者利用施設等 

 (1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第３項に定める要配慮者利用施

設 

土砂災害警戒区域内の施設 

施設

の 
施 設 名 称 所 在 地 連 絡 先 

連絡先 

FAX番号 

消

防

法 

施

行

令 

別

表

第 

１ 

 

６

項 

イ 医療法人それいゆ会こだま病院 御殿山 1丁目 3番 2号 87-2525 86-7725 

ロ

及

び

ハ

又

は

ハ

に

準

ず

る

施

設 

 

宝塚エデンの園 ゆずり葉台 3丁目 1番 1号 76-3800 76-3801 

（表中略） 

市立平井保育所 平井 6丁目 3番 35号 89-4141 82-2122 

きしゃぽっぽ長尾台 長尾台 2丁目 16番 19号 072-744-2498 072-744-2498 

Seemsキッズ 平井 1丁目 30番 14号 26-7539 26-7540 

安倉デイサービスセンター・ 

安倉西身体障害者支援ｾﾝﾀｰ 
安倉西 2丁目 1番 2号 

81-2030 

81-2032 

81-5599 

 

ジョブサポート希望 玉瀬字細尾 1丁目 25番地 91-0588 91-0589 

特別養護老人ホーム宝塚栄光園 ゆずり葉台 3丁目 1番 2号 71-1151 77-3072 

夢御殿山 御殿山 1丁目 3番 3号 85-2951 85-2952 

（表中略） 

プレザンメゾン宝塚山本 平井 3丁目 15番 24号 89-8621 － 

希望の家グリーンホーム 玉瀬字田畠 10番地 91-1800 91-1801 

生成幼稚園 雲雀丘山手 1丁目 16番 17 072-759-7105 072-757-0915 

ニ 宝塚武庫山幼稚園 武庫山 1丁目 1番 17 73-0200 71-8561 

市立中山五月台幼稚園 中山五月台 7丁目 3番 1号 89-5413 88-4369 

市立長尾幼稚園 山手台東 1丁目 3番 1号 88-2501 88-4149 

※網掛け施設については、水害危険予想箇所（山崖くずれ等による宅地危険箇所）に立地し 

ている。 

 

 
 
 
１－２－７ 特に警戒を要するため池 

番
号 

溜池名 
管理 

団体名 
所在地 

満水    危険区域及び被害予想 

面積 貯水量 堤長 堤高 予想される 

危険 

被害予想区域 

と戸数 (ha) (ｍ3) (m) (m) 

１～3略 

4 井手池 
境野 

水利組合 

境野字 

井手 
0.03 350 35 1.8 漏水 

耕地約 1.3ｈａ 

家屋 2戸 

県市道 410ｍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

１－４ 土砂災害警戒区域及び武庫川浸水想定区域内の要配慮者利用施設等 

 (1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第３項に定める要配慮者利

用施設 

土砂災害警戒区域内の施設 

施設

の 
施 設 名 称 所 在 地 連 絡 先 

連絡先 

FAX番号 

消

防

法 

施

行

令 

別

表

第 

１ 

 

６

項 

イ 医療法人それいゆ会こだま病院 御殿山 1丁目 3番 2号 87-2525 86-7725 

医療法人回生会宝塚病院 野上 2丁目 1番 2号 71-3111 － 

ロ

及

び

ハ

又

は

ハ

に

準

ず

る

施

設 

 

宝塚エデンの園 ゆずり葉台 3丁目 1番 1号 76-3800 76-3801 

（表中略） 

市立平井保育所 平井 6丁目 3番 35号 89-4141 82-2122 

グループホーム 以和為貴 長尾台 2丁目 16番 19号 090-8232-9559  

ジョブサポート希望 玉瀬字細尾 1丁目 25番地 91-0588 91-0589 

夢御殿山 御殿山 1丁目 3番 3号 85-2951 85-2952 

（表中略） 

プレザンメゾン宝塚山本 平井 3丁目 15番 24号 89-8621 － 

生成幼稚園 雲雀丘山手 1丁目 16番 17 072-759-7105 072-757-0915 

ニ 宝塚武庫山幼稚園 武庫山 1丁目 1番 17 73-0200 71-8561 

市立長尾幼稚園 山手台東 1丁目 3番 1号 88-2501 88-4149 

※網掛け施設については、水害危険予想箇所（山崖くずれ等による宅地危険箇所）に立地し 

ている。 
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(2)水防法第１５条第１項３号に定める要配慮者利用施設 
武庫川浸水想定区域内の施設 

施設の 
種類 

施 設 名 称 所 在 地 連 絡 先 
連絡先 
FAX番号 

 イ 略 

ロ
及
び
ハ
又
は
ハ
に
準
ず
る
施
設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オアシス宝塚（JA 兵庫六甲小浜ふれあ
い会館） 

小浜 3丁目 12番 23号 84-9281 86-5075 

宝塚ちどり 亀井町 10番 30号 73-0880 73-0890 

ふれあい あさひ 旭町 1丁目 14番 18号 81-8242 81-8242 

デイサービス ことの葉 旭町 2丁目 3番 3号 24-2237 24-2237 

（表中略） 

サンシティ宝塚（本館） 宝梅 2丁目 6番 26号 76-5757 72-6671 

宝塚あくら園（岡本ビル） 安倉南 1丁目 24番 11号 83-1080 83-1085 

近畿中央ヤクルト東宝塚センター 安倉南 4丁目 1番 16号 81-3030 81-3030 

（表中略） 

宝塚育成事業所 
安倉西 4丁目 1番 7号 

86-9283 86-9886 

市立安倉南身体障害者支援センター 安倉南 1丁目 2番 1号 86-1734 86-1641 

NPO法人とことこ 
あいえるせんたー逆瀬 

伊孑志 3丁目 14番 59号 
プリメロイトビル 101 

20-1006 20-1006 

（表中略） 

NPO法人あ・ぷり さんきゅう 金井町 2丁目 2番 84-8840 
83-0813 
84-8140 

ＩＬセンター（ハイツ忠実園） 山本南 2丁目 6番 5号 82-2233 82-2233 

宝塚さざんかの家 安倉西 3丁目 1番 5号 84-8700 81-5265 

（表中略） 

特定非営利活動法人ワーク友愛 安倉西 3丁目 1番 8号 86-1335 86-1335 

福祉共同作業所 花工房 小浜 3丁目 3番 13号 86-5602 86-5844 

宝塚すみれ栄光園 ケアハウス宝塚 弥生町 2番 2号 
85-3656 
85-3706 

85-3562 

フォーユー宝塚 安倉南 2丁目 10番 22号 85-3131 85-3132 

ベストスマイル山本丸橋 山本丸橋 1丁目 14番 1号 88-8822 88-8852 

やさしい手 ライブガーデン宝塚 泉町 1番 22号 86-5495 86-5494 

樹楽 宝塚売布 売布 1丁目 10番 16号 51-5000 51-5010 

コミュニティ宝塚 美座 2丁目 14番 12号 81-2161 81-2161 

ケアヴィラ宝塚 亀井町 10番 51号 71-6510 71-6503 

宝塚まどか園 美座 2丁目 22番 2号 83-1175 83-1176 

そんぽの家宝塚山本（アミーユ宝塚山
本） 

山本丸橋 1丁目 16番 3号 82-5550 82-5560 

ラビアンローズ宝塚 泉町 6番 6号 85-6097 85-6248 

エイジ・ガーデン宝塚旭町 旭町 2丁目 12番 21号 86-0800 86-0802 

チャームスイート宝塚売布 売布 4丁目 1番 25号 85-3515 85-3516 

（表中略） 

株式会社ＨＭＴ 伊孑志 3丁目 13番 6号 73-9355 73-9350 

二 略 

※網掛け施設については、0.5ｍ以上の浸水が予想される区域に立地している。 

 
 
 

(2)水防法第１５条第１項３号に定める要配慮者利用施設 
武庫川浸水想定区域内の施設 

施設の 

種類 
施 設 名 称 所 在 地 連 絡 先 

連絡先 

FAX番号 

 イ 略 

ロ

及

び

ハ

又

は

ハ

に

準

ず

る

施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オアシス宝塚（JA 兵庫六甲小浜ふれあ

い会館） 
小浜 3丁目 12番 23号 84-9281 86-5075 

宝塚ちどり 亀井町 10番 30号 73-0880 73-0890 

ふれあい あさひ 旭町 1丁目 14番 18号 81-8242 81-8242 

（表中略） 

サンシティ宝塚（本館） 宝梅 2丁目 6番 26号 76-5757 72-6671 

都市型保育園ポポラ－宝塚あくら園

（岡本ビル） 
安倉南 1丁目 24番 11号 83-1080 83-1085 

近畿中央ヤクルト東宝塚センター 安倉南 4丁目 1番 16号 81-3030 81-3030 

（表中略） 

宝塚育成事業所 安倉西 4丁目 1番 7号 86-9283 86-9886 

宝塚市立安倉南身体障碍者支援センタ

ー・安倉児童館 
安倉南 1丁目 2番 1号 

(身)86-1734 

(児)86-1762 
86-1641 

NPO法人とことこ 

あいえるせんたー逆瀬 

伊孑志 3丁目 14番 59号 

プリメロイトビル 101 
20-1006 20-1006 

（表中略） 

NPO法人あ・ぷり さんきゅう 

金井町 2丁目 2番 
金井町 2丁目 2番 84-8840 

83-0813 

84-8140 

宝塚さざんかの家 安倉西 3丁目 1番 5号 84-8700 81-5265 

（表中略） 

特定非営利活動法人ワーク友愛 安倉西 3丁目 1番 8号 86-1335 86-1335 

宝塚すみれ栄光園 ケアハウス宝塚 弥生町 2番 2号 
85-3656 

85-3706 
85-3562 

フォーユー宝塚 安倉南 2丁目 10番 22号 85-3131 85-3132 

ベストスマイル山本丸橋 山本丸橋 1丁目 14番 1号 88-8822 88-8852 

やさしい手 ライブガーデン宝塚 泉町 1番 22号 86-5495 86-5494 

コミュニティ宝塚 美座 2丁目 14番 12号 81-2161 81-2161 

ケアヴィラ宝塚 亀井町 10番 51号 71-6510 71-6503 

宝塚まどか園 美座 2丁目 22番 2号 83-1175 83-1176 

そんぽの家宝塚山本（アミーユ宝塚山

本） 
山本丸橋 1丁目 16番 3号 82-5550 82-5560 

なごみの家 旭町 2丁目 12番 21号 86-0800 86-0802 

チャームスイート宝塚売布 売布 4丁目 1番 25号 85-3515 85-3516 

（表中略） 

株式会社ＨＭＴ 伊孑志 3丁目 13番 6号 73-9355 73-9350 

ななくさ育成園 東洋町 3番 15号 26-7481 26-7482 

二 略 

※網掛け施設については、0.5ｍ以上の浸水が予想される区域に立地している。 
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頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 
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１－８ 水害危険区域想定図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１－８ 宝塚防災マップ 

１－８－１ 土砂災害警戒区域及び洪水浸水想定区域（計画規模降雨） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１７ 

頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 
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１－８－１ 土砂災害警戒区域及び洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１－８については令和３年（2021年）「たからづか防災マップ」の縮小版のため文字等が不鮮明 
となっており、詳細は別冊の紙面のマップ又は市のＨＰの「ＷＥＢ版たからづか防災マップ」参照 



１８ 

頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９ 

頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－１－３ 宝塚市防災会議委員名簿 （令和２年５月１日現在） 
１ 会 長  宝塚市長 中 川 智 子 
２ 委 員 
 (1) 第３条第５項第１号に基づく委員 

  委 員 職 名 氏  名 備 考 

農林水産省近畿農政局兵庫県拠点地方参事官（兵庫県担当） 三 浦  晃 外部 

国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所長 光 永 健 男 外部 

 
 
 (2) 第３条第５項第２号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

兵庫県阪神北県民局長               坂 本 哲 也 外部 

 
 (3) 第３条第５項第３号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

兵庫県宝塚警察署長                岡 本  修 外部 

 
 (4) 第３条第５項第４号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市副市長 井 上 輝 俊 内部 

宝塚市企画経営部長 吉 田 康 彦 内部 

宝塚市行財政改革担当部長 古 家 健 志 内部 

宝塚市市民交流部長 上 田  健 内部 

宝塚市総務部長 近 成 克 広 内部 

宝塚市都市安全部長 簗 田 敏 弘 内部 

宝塚市危機管理監 山 中  毅 内部 

宝塚市都市整備部長 尾 崎 和 之 内部 

宝塚市健康福祉部長 赤 井  稔 内部 

宝塚市子ども未来部長 土 屋 智 子 内部 

宝塚市環境部長 立 花  誠 内部 

宝塚市産業文化部長 福 永 孝 雄 内部 

 
(5) 第３条第５項第５号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市教育長                  森 恵実子 内部 

 
 (6) ３条第５項第６号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市消防長                  石 橋  豊 内部 

宝塚市消防団長                辰 家 宏 弥 外部 

 
 (7) 第３条第５項第７号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

西日本電信電話株式会社兵庫支店災害対策室担当課長 平 井 達 也 外部 

大阪ｶﾞｽ株式会社兵庫導管部導管計画ﾁｰﾑ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 川 邊 亮 介 外部 

関西電力送配電株式会社 阪神配電営業所 
宝塚技術サービスセンター 所長 

寺 原 良 男 外部 

西日本旅客鉄道株式会社宝塚駅長 前 田   博 外部 

阪急電鉄株式会社川西能勢口駅管区統括駅長 油 布  篤 外部 

 
 (8) 第３条第５項第８号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

（特活）ＮＰＯ政策研究所専務理事・主任研究員         相 川 康 子 外部 

 

２－１－３ 宝塚市防災会議委員名簿 （令和３年５月１日現在） 
１ 会 長  宝塚市長 山 﨑 晴 恵 
２ 委 員 
 (1) 第３条第５項第１号に基づく委員 

  委 員 職 名 氏  名 備 考 

農林水産省近畿農政局兵庫県拠点地方参事官（兵庫県担当） 三 浦  晃 外部 

国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所長 光 永 健 男 外部 

神戸地方気象台次長 川 上 幸 則 外部 

 
 (2) 第３条第５項第２号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

兵庫県阪神北県民局長               坂 本 哲 也 外部 

 
 (3) 第３条第５項第３号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

兵庫県宝塚警察署長                岡 本  修 外部 

 
 (4) 第３条第５項第４号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市副市長 井 上 輝 俊 内部 

宝塚市企画経営部長 吉 田 康 彦 内部 

宝塚市行財政改革担当部長 古 家 健 志 内部 

宝塚市市民交流部長 上 田  健 内部 

宝塚市総務部長 近 成 克 広 内部 

宝塚市都市安全部長 簗 田 敏 弘 内部 

宝塚市危機管理監 石 橋  豊 内部 

宝塚市都市整備部長 尾 崎 和 之 内部 

宝塚市健康福祉部長 赤 井  稔 内部 

宝塚市子ども未来部長 土 屋 智 子 内部 

宝塚市環境部長 立 花  誠 内部 

宝塚市産業文化部長 福 永 孝 雄 内部 

 
(5) 第３条第５項第５号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市教育長                  森 恵実子 内部 

 
 (6) ３条第５項第６号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市消防長                  山 中  毅 内部 

宝塚市消防団長                辰 家 宏 弥 外部 

 
 (7) 第３条第５項第７号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

西日本電信電話株式会社兵庫支店災害対策室担当課長 平 井 達 也 外部 

大阪ｶﾞｽ株式会社兵庫導管部導管計画ﾁｰﾑ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 川 邊 亮 介 外部 

関西電力送配電株式会社 阪神配電営業所 所長 中 村 和 弘 外部 

西日本旅客鉄道株式会社宝塚駅長 立和名 成 利 外部 

阪急電鉄株式会社川西能勢口駅管区統括駅長 赤 澤 正 輝 外部 

 
 (8) 第３条第５項第８号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究所教授 馬 場 美智子 外部 
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頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 
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(9) 第３条第５項第９号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市自治会ネットワーク会議 議長 竹 谷 泰 二 外部 

一般社団法人宝塚市医師会会長 栗 田 義 博 外部 

陸上自衛隊第３６普通科連隊第１中隊長        池 田  晃 外部 

一般社団法人宝塚市薬剤師会理事          近 山  透 外部 

宝塚市婦人会会長・宝塚市赤十字奉仕団委員長 政 井 小夜子 外部 

社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会理事長      福 本 芳 博 外部 

一般社団法人兵庫県建設業協会宝塚支部長      宇都宮 秀 市 外部 

宝塚市民生委員・児童委員連合会会長 福 住 美 壽 外部 

プラザ・コム こむ 1会代表 榎 本 匡 笑 外部 

宝塚どないしょネット代表 檜 垣 彰 子 外部 

宝塚市上下水道事業管理者             森  増 夫 内部 

宝塚市議会事務局長               酒 井 勝 宏 内部 

宝塚市教育委員会事務局管理部長  村 上 真 二 内部 

宝塚市病院経営統括部長 島 廣 弘 二 内部 

 
 
２－４ 地域ステーション整備計画 

      機能分担施設 

 

 

 

ステーション名称 

  （電話番号） 

平常時の 

防災教育 

・防災訓 

練のため 

の施設 

現地連絡 

所の設置 

のための 

施設 

地域防災 

無線の整 

備若しく 

は維持・ 

点検のた 

めの施設 

応急対 

策資機 

材備蓄 

のため 

の施設 

(備蓄倉

庫） 

飲料水兼 

用耐震性 

貯水槽整 

備のため 

の施設 

応急救 

護所設 

置ため 

の施設 

（表中略） 

中山台コミュニティ 

  センター・ステーション 

    （89－9605） 

 中山台 

 ｺﾐｭﾆﾃｨ 

   ｾﾝﾀｰ 

 中山台 

 ｺﾐｭﾆﾃｨ 

  ｾﾝﾀｰ 

中山五月

台中学校 

中山桜台

小学校 

 臨時 

  駐車場 

 

 中山台ｺﾐｭ 

 ﾆﾃｨｾﾝﾀ 

 ｰ･雲雀丘倶 

 楽部 

西谷（西谷庁舎及び西谷ふれあい

夢プラザ）ステーション    

（91－0843） 

西谷庁舎及

び西谷ふれ

あい夢プラ

ザ 

西谷庁舎及

び西谷ふれ

あい夢プラ

ザ 

西谷庁舎及

び西谷ふれ

あい夢プラ

ザ 

国民健康保険

診療所 

西谷庁舎及

び西谷ふれ

あい夢プラ

ザ 

国民健康保

険診療所 

 
 
第３部 市の非常時組織及び車両・資材等 
３－１ 災害対策本部 
３－１－２ 宝塚市災害対策本部設置要綱 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長、副本部長補佐、本部員及びその他の必要な職員をもつて組織する。 

２、３略 

４ 副本部長補佐は、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、技監及び教育委員会理事をもつて充てる

ものとし、副本部長を補佐する。 

５～７略 

 

 
 
 
 
 
 

(9) 第３条第５項第９号に基づく委員 

  委 員 職 名                氏  名 備 考 

宝塚市自治会ネットワーク会議 議長 竹 谷 泰 二 外部 

一般社団法人宝塚市医師会会長 栗 田 義 博 外部 

陸上自衛隊第３６普通科連隊第１中隊長        島 内 裕太郎 外部 

一般社団法人宝塚市薬剤師会理事          近 山  透 外部 

社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会理事長      福 本 芳 博 外部 

一般社団法人兵庫県建設業協会宝塚支部長      宇都宮 秀 市 外部 

宝塚市民生委員・児童委員連合会会長 福 住 美 壽 外部 

プラザ・コム こむ 1会代表 榎 本 匡 笑 外部 

肢体障碍者 檜 垣 彰 子 外部 

宝塚市上下水道事業管理者             森  増 夫 内部 

宝塚市議会事務局長               酒 井 勝 宏 内部 

宝塚市教育委員会事務局管理部長  村 上 真 二 内部 

宝塚市病院経営統括部長 島 廣 弘 二 内部 

 
 
 
２－４ 地域ステーション整備計画 

      機能分担施設 

 

 

 

ステーション名称 

  （電話番号） 

平常時の 

防災教育 

・防災訓 

練のため 

の施設 

現地連絡 

所の設置 

のための 

施設 

地域防災 

無線の整 

備若しく 

は維持・ 

点検のた 

めの施設 

応急対 

策資機 

材備蓄 

のため 

の施設 

(備蓄倉

庫） 

飲料水兼 

用耐震性 

貯水槽整 

備のため 

の施設 

応急救 

護所設 

置ため 

の施設 

（表中略） 

中山台コミュニティ 

  センター・ステーション 

    （89－9605） 

 中山台 

 ｺﾐｭﾆﾃｨ 

   ｾﾝﾀｰ 

 中山台 

 ｺﾐｭﾆﾃｨ 

  ｾﾝﾀｰ 

中山五月

台中学校 

中山五月

台幼稚園 

 

 臨時 

  駐車場 

 

 中山台ｺﾐｭ 

 ﾆﾃｨｾﾝﾀ 

 ｰ･雲雀丘倶 

 楽部 

西谷（西谷庁舎及び西谷ふれあい

夢プラザ）ステーション    

（91－0843）（91－1111） 

西谷庁舎及

び西谷ふれ

あい夢プラ

ザ 

西谷庁舎 西谷庁舎及

び西谷ふれ

あい夢プラ

ザ 

国民健康保険

診療所 

西谷庁舎 国民健康保

険診療所 

 
 
第３部 市の非常時組織及び車両・資材等 
３－１ 災害対策本部 
３－１－２ 宝塚市災害対策本部設置要綱 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長、副本部長補佐、本部員及びその他の必要な職員をもつて組織する。 

２、３略 

４ 副本部長補佐は、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び技監をもつて充てるものとし、副

本部長を補佐する。 

５～７略 

 

 
 
 
 
 
 



２１ 

頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 
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125 
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128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表１（第３条関係） 
   本部組織構成のめやす 

 

別表２（第３条関係） 

（「班員となる平常時課名」のうち、大カッコがあるものは、部をまたがって班編成されるもの） 

部 

門 
別 

部 ・ 班 名 

部 班 
班員となる 
平常時課名 

事  務  分  掌 

略 災対  

企画  

経営 

部 

調  査  班 
１ 発災直後の被害状況調査に関すること｡ 
２ 建物及び宅地の被害状況の調査に関すること｡ 
３ 被災証明に関すること｡  班長 

 課 長 級 

市税収納課 

市民税課 

資産税課 

略 災 

対 

市 

民 

交 

流 

部 

広  報  班 
１ 災害時における広報活動に関すること｡ 
２ 報道機関に関すること｡ 
３ 他部に属さない災害相談に関すること｡ 

４ 災害に関する写真及び記録（誌）に関すること｡ 

５ 現地連絡所における住民組織との連絡調整に
関すること｡ 

６ 自治会等への協力要請に関すること｡ 
７ 避難勧告等の情報伝達に関すること｡ 

班長 

 

  課  長  級 

市民相談課 

広報課 

市民協働推進課 

 

(企画経営部) 

情報政策課   
 

 

 

 

  
略 

災 

対 

上 

下 

水 

道 

部 

下水道対策班 

１ 倒壊建物等生き埋め被災者の救出に関するこ
と。 

２ 水道関係者団体等との連絡調整に関すること。 
３ 公共下水道等の被害の情報収集、応急措置及び
復旧に関すること。 

４ 南部市街地における水路等の災害対策に関す
ること。 

 
３－１－３ 宝塚市災害警戒本部設置要綱 
（本文略） 
別表 災害警戒本部の要員 
 災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の長等各級責任者となる職員のめやす 

区分 平常時職名 事務分掌 体制 

警戒本部長 

略 略 
第

１ 

警

戒

体

制 

 

 

第

２

警

戒

体

制 

警戒副本部長 

警戒副本部長補佐 

同 

 

警 

 

戒 

 

本 

□広報課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（職場待機・巡視等による警戒を行う体制） 

□公園河川課長 

□道路管理課長 

□建設室課長 

（道路維持管理担当） 

□北部整備課長 

□開発審査課長 

 
副本部長補佐 

病院事業 

管理者 

        
           

   救援 

ｻｰﾋﾞｽ部門 

  
災対市立病院部：市立病院班 

     
                  

 副本部長補佐 

教育長 

教育委員会理事 

          
災対教育部：教委管理班､避難所班､文化財対策班 

各学校・幼稚園班            

                 

別表１（第３条関係） 
   本部組織構成のめやす 

 

別表２（第３条関係） 

（「班員となる平常時課名」のうち、大カッコがあるものは、部をまたがって班編成されるもの） 

部 

門 
別 

部 ・ 班 名 

部 班 
班員となる 
平常時課名 

事  務  分  掌 

略 災対  

企画  

経営 

部 

調  査  班 
１ 発災直後の被害状況調査に関すること｡ 
２ 建物及び宅地の被害状況の調査に関すること｡ 
３ 罹災証明に関すること｡  班長 

 課 長 級 

市税収納課 

市民税課 

資産税課 

略 

 

 

災 

対 

市 

民 

交 

流 

部 

広  報  班 
１ 災害時における広報活動に関すること｡ 
２ 報道機関に関すること｡ 
３ 他部に属さない災害相談に関すること｡ 

４ 災害に関する写真及び記録（誌）に関すること｡ 

５ 現地連絡所における住民組織との連絡調整に
関すること｡ 

６ 自治会等への協力要請に関すること｡ 
７ 避難情報の伝達に関すること｡ 

班長 

 

  課  長  級 

市民相談課 

市民協働推進課 

 

(企画経営部) 

情報政策課 

広報課   

略 災 

対 

上 

下 

水 

道 

部 

下水道対策班 

１ 下水道関係者団体等との連絡調整に関するこ
と。 

２ 公共下水道等の被害の情報収集、応急措置及び
復旧に関すること。 

３ 南部市街地における水路等の災害対策に関す
ること。 

 
３－１－３ 宝塚市災害警戒本部設置要綱 
（本文略） 
別表 災害警戒本部の要員 
 災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の長等各級責任者となる職員のめやす 

区分 平常時職名 事務分掌 体制 

警戒本部長 

略 略 
第

１ 

警

戒

体

制 

 

 

第

２

警

戒

体

制 

警戒副本部長 

警戒副本部長補佐 

同 

 

警 

 

戒 

 

本 

□広報課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（職場待機・巡視等による警戒を行う体制） 

□公園河川課長 

□道路管理課長 

□建設室課長 

（道路維持管理担当） 

□北部整備課長 

□開発審査課長 

 
副本部長補佐 

病院事業 

管理者 

        
           

   救援 

ｻｰﾋﾞｽ部門 

  
災対市立病院部：市立病院班 

     
                  

 副本部長補佐 

教育長 

 

          
災対教育部：教委管理班､避難所班､文化財対策班 

各学校・幼稚園班            
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172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

部 

 

員 

□住まい政策課長 

□北部振興企画課長 

□警防課長 

□下水道課長 

□総合防災課長 

□政策推進課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制） 

□市民相談課長 

□総務課長 

□高齢福祉課長 

□子ども政策課長 

□環境政策課長 

□商工勤労課長 

□教育委員会教育企画課長 

□市立病院経営統括部課長 

□上下水道局経営管理部長 

□上下水道局総務課長 

□上下水道局工務課長 

 
４－１ 官公庁等災害対策関係機関災害時連絡先（変更関係分） 

機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 備考 
行 
政 
機 
関 

 神戸地方気象台（業務・危機管理官室） 
         （観測予報課） 

078-222-8907 
078-222-8915 

078-222-8942 
078-222-8495 

 

公
共 
機 
関 
そ 
の 
他 

 大阪ガス㈱ネットワークカンパニー兵庫
導管部 
 

緊急保安チーム         
ガス漏れ専用 
お客様センター 

078-303-7777 
 

0120-7-19424 
0120-7-94817 

 

06-6202-5830 

 

 

４－３ 気象情報の種類と発表基準及び気象観測機器配置状況 

４－３－１ 気象情報の種類と発表基準 

気象ないしは気象と相関連する異常現象等について気象台において発表される情報、注意報及警報の種別、基

準は次表のとおりである。 

県南部については、神戸地方気象台が発表する。 

① 気象情報の種類 

用   語 区分 説    明 

注意報 

 

大雨などによって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を

注意して行う予報 

気象、地面現象、津波、高潮、波浪、浸水、洪水の注意報があ

る。気象注意報には、風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥感想、

濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪の注意報がある。 

備考 

地方気象台などが、府県予報区を一次細分区域、または二次細

分区域に分けて定められた基準をもとに発表する。ただし、地面

現象注意報と浸水注意報その注意報事項を気象注意報に含めて発

表する。（注意報の内容についてはそれぞれの関連項目を参照） 

警報  

重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報 

気象、地面現象、津波、高潮、波浪、浸水、洪水の警報がある。

気象警報には、暴風、暴風雪、大雨、大雪の警報がある。 

 

部 

 

員 

□住まい政策課長 

□北部振興企画課長 

□警防課長 

□下水道課長 

□総合防災課長 

□政策推進課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制） 

□市民相談課長 

□総務課長 

□地域福祉課長 

□子ども政策課長 

□環境政策課長 

□商工勤労課長 

□教育委員会教育企画課長 

□市立病院経営統括部課長 

□上下水道局経営管理部長 

□上下水道局総務課長 

□上下水道局工務課長  
４－１ 官公庁等災害対策関係機関災害時連絡先（変更関係分） 

機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 備考 
行 
政 
機 
関 

 神戸地方気象台（防災管理官室） 
         （観測予報管理官室） 

078-222-8907 
078-222-8915 

078-222-8942 
078-222-8495 

 

公
共 
機 
関 
そ 
の 
他 

 大阪ガス㈱ネットワークカンパニー兵庫
導管部 

 
 

 
耳やことばの不
自由なお客さま
は FAX をご利用
下さい  緊急保安チーム 

078-303-7777 
078-303-8600 

06-6202-5830 
078-303-7864 

 
  
ガス漏れ専用  

06-6202-5830 
0120-6-19424 

 お客様センター  
06-6202-5830 
0120-6-94817 

 

４－３ 気象情報の種類と発表基準及び気象観測機器配置状況 

４－３－１ 気象情報の種類と発表基準 

（１）警戒レベルを用いた防災情報の提供 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」を５段階に分け、「居

住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す情報」とを関連付けるものである。 

「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をとる際の判断に参考となる情

報（警戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベルに対応させることで、出された情報からとるべき行動を

直感的に理解できるよう、災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベルにより提供する。 

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難情報が発令された場合はもちろん

のこと、発令される前であっても行政等が出す防災情報に十分留意し、災害が発生する前に自らの判断で自

発的に避難することが望まれる。 

 

（２）特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、重大な災害が起こ

るおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警報」 

が、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに明示して、県内の市町ごとに発表される。

また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等については、実際に

危険度が高まっている場所が「危険度分布」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場

合のテレビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市

町村等をまとめた地域の名称を用いる場合がある。 
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備考 

地方気象台などが、府県予報区を一次細分区域、または二次細

分区域に分けて定められらた基準をもとに発表する。ただし、地

面現象注意報と浸水注意報その警報事項を気象警報に含めて発表

する。（警報の内容についてはそれぞれの関連項目を参照） 

土砂災害警戒情

報 
 

 土砂災害警戒情報は、大雨により土砂災害の危険度が高まった

市町を特定し、兵庫県と神戸地方気象台が共同して発表する情報。 

特別警報 

 

予想される現象が特に異常であるため、重大な災害の起

こるおそれが著しく大きい旨を警告する防災情報。 

気象の種類には、大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大

雪がある。また、現象の種類には、津波、火山噴火、地震

（地振動）がある。 

特別警報は市町単位で発表されるが、府県程度の広範囲

で基準値を超えると予想される場合に、ある程度まとまっ

た市町に発表される。 

備考 
 気象台が、数十年に一度の大雨などが予想されたとき「特別警

報の基準」に基づき発表される。 

地面現象注意

報 
 

大雨、大雪などによる山崩れ、地すべりなどによって、災害が

起こるおそれがある旨を注意して行う予報 

地面現象警報 

 
大雨、大雪などによる山崩れ、地すべりなどによって、重大な

災害が起こるおそれがある旨を警告して行う予報 

備考 

（地面現象注意報、警報共通） 

ａ）地面現象注意報の注意報事項は気象注意報に、地面現象警報

の警 

事項は気象警報に含めて行う。 

ｂ）気象注意報、警報の種類は、その原因となる現象によって、

大雨、大雪の注意報又は警報、なだれ、融雪注意報とする。 

ｃ）「山崩れ、地すべりなど」には土石流、がけ崩れも含む。 

用 語 区分 説     明 

高潮注意報 
 

台風などによる海面の異常上昇の有無および程度について、一

般の注意を喚起するために行う予報。 

備考 災害の起こるおそれのある場合にのみ行う。 

高潮警報 

 
台風などによる海面の異常上昇によって、重大な災害の起こる

おそれのある旨を警告して行う予報。 

備考 

（高潮注意報、警報共通）  

a)高潮によって、海岸付近の低い土地に浸水することによって災

害が起こるおそれ（注意報）または重大な災害が起こるおそれ（警

報）のある場合は、浸水注意報または警報を高潮注意報または警

報として行う。  

b)高潮災害には、浸水のほか、防潮堤・港湾施設などの損壊、船

舶などの流出などがある。「異常潮」によるものを含む。風浪、う

ねりなどによって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注

意して行う予報。 

波浪注意報  
風浪、うねりなどによって、災害が起こるおそれがある場合に

その旨を注意して行う予報。 

波浪警報  
風浪、うねりなどによって、重大な災害の起こるおそれのある

旨を警告して行う予報。 

浸水注意報  
浸水によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意

して行う予報。 

浸水警報  
浸水によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して

行う予報。 

 

特別警報・警報・注意報の概要 

種 類 概  要 

特別警報 大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるため重大な災害の起

こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報 

警報 大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の 

起こるおそれがある場合、その旨を警告して行う予報 

注意報 大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等によって災害が起こる 

おそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 

 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

特別警報・警報・注意報の

種類 
概  要 

特別警報 大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく 

大きいときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報

（土 

砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災

害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。

災害がすでに発生している状況であり、命を守るための最善

の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく 

大きいときに発表される。 

暴風特別警報 暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく 

大きいときに発表される。 

暴風雪特別警報 雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それ 

が著しく大きいときに発表される。「暴風による重大な災害」

に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」

のおそれについても警戒を呼びかける。 

波浪特別警報 高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著し 

く大きいときに発表される。 

高潮特別警報 台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大

な災 

害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。避難

が必 

要とされる警戒レベル４に相当。 

警報 大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想された

とき 

に発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨

警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、

特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は、

高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水警報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な

災害 
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備考 

（浸水注意報、警報共通）  

a)浸水注意報の注意報事項は気象注意報に、浸水警報の警報事項

は気象警報に含めて行う。  

b)気象注意報、警報の種類は、その原因となる現象によって、大

雨注意報または警報、融雪注意報とする。  

c)浸水注意報、警報の運用は、状況によって次のように行う。 

ア．河川の増水のために、低い土地に浸水することなどによって、

災害  が起こるおそれのある場合は、洪水注意報または警報

とする。 

イ．津波または高潮のために、海岸付近の低い土地に浸水するこ

となどによって、災害が起こるおそれのある場合は、津波また

は高潮の注意報または警報とする。 

洪水注意報  
洪水によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意

して行う予報。 

洪水警報 

 
洪水によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して

行う予報。 

備考 

（洪水注意報、警報共通）  

a)大雨、長雨、融雪などの現象により河川の水が増し、そのため

に河川敷内の施設などに損害、河川の堤防・ダムなどに損傷を与

えるなどによって災害が起こるおそれ（注意報）、または、重大な

災害が起こるおそれ（警報）がある場合に行う。  

b)浸水注意報、警報は、原則として気象注意報、警報に含めて行

うが（浸水注意報、警報参照）、河川の水が増し、そのために低い

土地に浸水することなどによって災害が起こるおそれまたは重大

な災害が起こるおそれのある場合は、洪水注意報または警報とす

る。  

具体的には、河川の増水のために、河川の堤防、ダムが損傷を受

けることなど（破堤、溢水を含む）による浸水である。 

 

 

用  語 区分 説    明 

××川（指定河

川）洪水注意報 
 

洪水予報指定河川に対して行う洪水注意報。洪水によって水害

の起こるおそれのある場合に、河川名を冠して水位または流量を

示して行う予報。 

××川はん濫注意情報との標題で発表する。 

××川（指定河

川）洪水警報 
 

洪水予報指定河川に対して行う洪水警報。洪水によって重大な

水害の起こるおそれのある場合に、河川名を冠して水位または流

量を示して行う予報。 

はん濫が広域に及ぶ河川では、はん濫後において、はん濫によ

り浸水する区域及びその水深を予報する。 

××川はん濫警戒情報、××川はん濫危険情報または××川は

ん濫発生情報との標題で発表する。 

××川はん濫

注意情報（洪水

注意報） 

 

住民の避難行動に関連し、河川のはん濫に対して注意を要する

レベルに発表される洪水予報。この情報により水防団は出動を行

い、市町村は避難準備・高齢者等避難開始の発令を判断する。  

 備考 

洪水予報指定河川に加え、××川洪水予報を行っていない河川

についても水位観測値に基づき発表されることがある。 

が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対

象と 

なる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決

壊に 

よる重大な災害があげられる。高齢者等の避難が必要とされ

る警 

戒レベル３に相当。 

大雪警報 大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

とき 

に発表される。 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

とき 

に発表される。 

暴風雪警報 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予

想さ 

れたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて

「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ

れについても警戒を呼びかける。 

波浪警報 高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想され

たと 

きに発表される。 

高潮警報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が

発生 

するおそれがあると予想されたときに発表される。避難が必

要と 

される警戒レベル４に相当。 

注意報 大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表 

される。避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を

再確 

認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベ

ル２ 

である。 

 洪水注意報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が

発生 

するおそれがあると予想されたときに発表される。避難に備

えハ 

ザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自ら

の避 

難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

 大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表 

される。 

 強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表 

される。 

 風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想され

たと 
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××川はん濫

警戒情報（洪水

警報） 

 

住民の避難行動に関連し、河川のはん濫に対して警戒を要する

レベルに発表される洪水予報。この情報により市町村は避難勧告

等の発令を判断する。 

  備考    

洪水予報指定河川に加え、××川洪水予報を行っていない河川

についても水位観測値に基づき発表されることがある。 

××川はん濫

危険情報（洪水

警報） 

 

住民の避難行動に関連し、河川のはん濫に対して危険なレベル

に発表される洪水予報。この情報が発表される段階では避難は完

了しているべきだが、この後に避難勧告等を発表する場合には河

川周辺の状況を確認しながら発令することとなる。 

  備考  

 洪水予報指定河川に加え、洪水予報（○○川洪水予報）を行っ

ていない河川についても水位観測値に基づき発表されることがあ

る。 

××川はん濫

発生情報（洪水

警報） 

 

住民の避難行動に関連し、河川のはん濫が発生しているレベル

に発表される洪水予報。はん濫している地域では新たな避難行動

はとらない。 

 

 

用  語 区分 説    明 

風雪注意報 

 
風雪によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意

して行う予報。 

備考 

a)運用基準：平均風速がおおむね 10m/sを超え、雪を伴う場合（地

方により基準値が異なる）。  

b)強風注意報の注意報事項も含む。 

暴風雪警報 

 
暴風雪によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して

行う予報。 

備考 

a)運用基準：平均風速がおおむね 20m/sを超え、雪を伴う場合（地

方により基準値が異なる）。  

b)暴風警報の警報事項も含む。 

強風注意報 

 
強風によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意

して行う予報。 

備考 
運用基準：平均風速がおおむね 10m/sを超える場合（地方によ

り基準値が異なる）。 

暴風警報 

 
暴風によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して

行う予報。 

備考 
運用基準：平均風速がおおむね 20m/sを超える場合（地方によ

り基準値が異なる）。 

大雨注意報  
大雨によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意

して行う予報。 

大雨警報 

 
大雨によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して

行う予報。 

備考 

（大雨注意報、警報共通） 

ａ）大雨が原因となる地面現象によって、災害が起こるおそれが

ある場合（注意報）または重大な災害のおこるおそれがある場

合（警報）は、地面現象注意報または警報による注意報事項ま

たは警報事項を含める。 

ｂ）大雨が原因となる浸水によって、災害が起こるおそれがある

場合（注意報）または重大な災害が起こるおそれがある場合（警

報）は、浸水注意報または警報による注意報事項または警報事

項を含める。 

きに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うこ

とによる視程障害等による災害」のおそれについても注意を

呼びかける。 

 波浪注意報 高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発 

表される。 

 高潮注意報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生す

るお 

それがあると予想されたときに発表される。高潮警報に切り

替え 

る可能性に言及されていない場合は、避難に備えハザードマ

ップ 

等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の

確認 

が必要とされる警戒レベル２である。高潮警報に切り替える

可能 

性が高い旨に言及されている場合は高齢者等の避難が必要と

され 

る警戒レベル３に相当。 

 濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発 

表される。 

 雷注意報 落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表 

される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻

等の 

突風や「ひょう」による災害についての注意喚起が付加され

るこ 

ともある。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びか

けら 

れる。 

 乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想された

とき 

に発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を

予想 

した場合に発表される。 

 なだれ注意報 「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想された

とき 

に発表される。 

 着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想された

とき 

に発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被

害が起こるおそれのあるときに発表される。 

 着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想された

とき 

に発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被

害が 

起こるおそれのあるときに発表される。 
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ｃ）浸水による災害のうち、河川の増水による浸水は、洪水注意

報または警報とする。 

大雪注意報 
 大雪のよって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意

して行う予報 

大雪警報 
 大雪のよって、重大な災害が起こるおそれがある場合にその旨

を警告して行う予報 

 用  語 区分 説   明 

雷注意報 

 
雷によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意し

て行う予報 

備考 
運用基準：落雷または雷に伴うひょう、突風などによる災害が

予想される場合 

乾燥注意報 

 
空気の乾燥によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨

を注意して行う予報 

備考 
運用基準：空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場

合 

濃霧注意報 

 
濃霧によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意

して行う予報 

備考 
運用基準：濃霧のため、交通機関に著しい障害がおこと予想さ

れる場合 

霜注意報 

 
霜によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意し

て行う予報。 

備考 
運用基準：早霜、晩霜などによって、農作物に著しい被害が予

想される場合。 

なだれ注意報  
なだれによって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注

意して行う予報。 

低温注意報 

 
低温によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意

して行う予報。 

備考 

運用基準：低温のため農作物などに著しい被害が予想される場

合。冬季の水道管の凍結・破裂による著しい被害が予想される場

合。 

着雪、着氷注意

報 

 
着雪または着氷によって、災害が起こるおそれがある場合にそ

の旨を注意して行う予報。 

備考 

運用基準：着雪または着氷が著しく、通信線や送電線などに被

害が起こるおそれがある場合。北海道では、着氷注意報を「船体

着氷」を指して行うことが多い。 

融雪注意報  
融雪によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意

して行う予報。 

水防活動用予

報・警報 

 

水防活動の利用に適合する気象、高潮および洪水についての予

報および警報で、大雨などによって水害の起こるおそれがある場

合にその旨を注意して行う予報が水防活動用注意報、重大な水害

の起こるおそれがある場合にその旨を警告して行う予報が水防活

動用警報。 

備考 

水防活動用気象注意報・警報、水防活動用高潮注意報・警報、

水防活動用洪水注意報・警報がある。ただし、指定河川に対する

洪水注意報・警報以外の水防活動用気象、高潮、洪水注意報・警

報は、一般の利用に適合する大雨注意報・警報、高潮注意報・警

報、洪水注意報・警報をもって代える。 

 融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表 

される。具体的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するお

それ 

があるときに発表される。 

 霜注意報 霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表さ 

れる。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こ

るお 

それのあるときに発表される。 

 低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表 

される。具体的には、低温のために農作物等に著しい被害が

発生 

したり、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こる

おそ 

れがあるときに発表される。 

※ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含めて行われ

る。地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。 

 

（３）大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

警報の危険度分布等の種類と概要 

種 類 概  要 

大雨警報（土砂災害）

の危険度分布（土砂キ

キクル） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上

で１ 

km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先

まで 

の雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時10 分ごと

に更 

新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が

発表 

されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認するこ

とが 

できる。 

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：

避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベ

ル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害

リスク等を再確認するなど、 

大雨警報（浸水害）の

危険度分布（浸水キキ

クル） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地

図上 

で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時

間先 

までの表面雨量指数の予測を用いて常時10 分ごとに更新し

ており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで

危険度が 

高まるかを面的に確認することができる。 
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用  語 区分 説    明 

気象情報 

 気象の予報などについて、一般および関係機関に対して発表す

る情報をいう場合と、気象庁が保有する情報を総称していう場合

とがある。予報に関する気象情報は目的別に次のように分けられ

る。  

a)注意報、警報に先立って注意を喚起するためのもの。  

b)注意報、警報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解

説するもの。  

c)数年に１回程度発生する記録的な短時間の大雨を観測したなど

のときに、一層の警戒を呼び掛けるもの。  

d)少雨、長雨、低温、梅雨など比較的長期にわたる現象について

注意を喚起したり、解説するためのもの。  

e)気象情報の種類としては、台風に関する情報、大雨に関する情

報、記録的短時間大雨情報、低気圧に関する情報、少雨に関する

情報、海氷情報、潮位に関する情報、指定河川の洪水情報などが

ある。また、対象とする予報区により全般、地方、府県気象情報

がある。 

記録的短時間

大雨情報 

 大雨警報が発表されている時に、数年に１回程度発生する激し

い短時間の大雨を観測、または解析したことを発表する情報。  

現在の降雨がその地域にとって希な激しい状況であることを周知

するために発表する。 

注意警戒文 

 警報、注意報・気象情報のより有効な利用をはかるため、警戒

すべき場所・時間・現象の程度や災害発生の危険度等を具体的に

示し 100文字以内でまとめたもの。 

重要変更 

 大雨警報を発表している状況下で特に警戒が必要となる場合

に、注意警戒文の先頭及び内容行（注意報・警報の発表・変更状

況）に「重要変更！」を明示して使用する。  

当面は、重大な土砂災害の危険性が高いと判断された場合に限る。

「過去数年間で最も土砂災害の危険性が高まっています」という

説明文を加え、土砂災害に対する一層の警戒を伝える。 

発表する 
 注意報、警報および気象情報の公表には「発表」を用いる。「発

令」、「宣言」ではない。 

切り替える 
 注意報、警報などの継続などには「切り替え」を用いる。「更新」

は用いない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

洪水警報の危険度分布

（洪水キキクル） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河

川及 

びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地

図上 

で河川流路を概ね１km ごとに５段階に色分けして示す情報。

３時 

間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10 分ごとに更

新し 

ており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高

まる 

かを面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベ

ル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベ

ル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害

リスク等 

を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警

戒レ 

ベル２に相当。 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域

での 

降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高ま

るか 

を示した情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間

予報 

等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下る

量を 

計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水警報等

の基 

準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示した

もの 

を、常時10 分ごとに更新している。 

 

（４）早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から翌日にかけては時

間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（兵庫県南部など）で、２日先から５日先にかけては

日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（兵庫県など）で発表される。大雨に関して、明日まで

の期間に[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル

１である。 

 

（５）全般気象情報、近畿地方気象情報、兵庫県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注

意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される。 

 

（６）土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった

ときに、市町村長の避難情報の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定

して警戒を呼びかける情報で、兵庫県と神戸気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まってい
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頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 宝塚市注意報の発表基準（変更関係分） 

注意報 大雨 流域雨量指数基準 武庫川流域=36.1  

波豆川流域=8.4  

複合基準 流域雨量指数  

武庫川流域=（※3：9,36.1） 

大雪 降雪の深さ 平地 24時間降雪の深さ 10cm 

山地 24時間降雪の深さ 20cm 

 

③ 宝塚市警報の発表基準（変更関係分） 

警報 洪水 流域雨量指数基準 武庫川流域=45.2  

波豆川流域=10.6  

大雪 降雪の深さ 平地 24時間降雪の深さ 20cm 

山地 24時間降雪の深さ 40cm 

 

④ 記録的短時間大雨情報（キロクアメ）発表基準 

（表略） 

 

⑤ 大雨特別警報基準（土砂災害、浸水害：宝塚市） 

・台風や集中豪雨により、数十年（５０年）に一度の降水量・土壌雨量指数となる基準 

５０年に一度の値（宝塚市） 

４８時間降水量 ３時間降水量 土壌雨量指数基準 

R48＝ 450 Ｒ03＝171 262 

 

 

 

る詳細な領域は大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂キキクル）で確認することができる。避難が必要

とされる警戒レベル４に相当。 

 

（７）記録的短時間大雨情報 

兵庫県内で大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測 

(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに、府県

気象情報の一種として発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・

氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高ま

っている場所について、警報の「危険度分布」で確認する必要がある。 

 

（８）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注

意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、兵

庫県北部または兵庫県南部で発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度

ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域

を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が

兵庫県北部または兵庫県南部で発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

 

（９）火災気象通報 

消防防法第22 条第１項の規定により、気象の状況が「乾燥注意報」又は「強風注意報」と同一の基準に達

したときに神戸地方気象台が兵庫県知事に対して通報し、兵庫県を通じて宝塚市や宝塚市消防本部に伝達さ

れる。ただし、降雨、降雪中は通報しないこともある。 

 

① 宝塚市注意報の発表基準（変更関係分） 

注意報 大雨 流域雨量指数基準 武庫川流域=35.4  

波豆川流域=9.1  

複合基準 流域雨量指数  

武庫川流域=（※3：9,35.4） 

大雪 降雪の深さ 平地 12時間降雪の深さ 5cm 

山地 12時間降雪の深さ 10cm 

 

② 宝塚市警報の発表基準（変更関係分） 

警報 洪水 流域雨量指数基準 武庫川流域=44.3  

波豆川流域=11.4  

大雪 降雪の深さ 平地 12時間降雪の深さ 10cm 

山地 12時間降雪の深さ 20cm 

 

③ 記録的短時間大雨情報（キロクアメ）発表基準 

（表略） 
 

④ 大雨特別警報基準（土砂災害、浸水害：宝塚市） 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に発表する。 

 

(1)確率値を用いた指標（発表条件）（土砂災害、浸水害） 

台風や集中豪雨により、降水量・土壌雨量指数が「50年に一度の値」以上となる５km格子がまとまって出

現すると予想され、かつ、さらに雨が降り続くと予想されるなか、危険度分布で宝塚市に最大の危険度が出

現している場合に発表される。ただし、3時間降水量について「まとまって出現」とは、150mm以上となった

格子を対象とする。 

宝塚市で「50年に一度の値」以上となった５km格子が出現することのみで発表するわけではないことに留

意。 
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196 
199 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 兵庫県の警報・注意報発表区域図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（以下中略） 
 
 
４－４ 災害情報の収集、報告 
【項目追加】 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「50年に一度の値」とは、再現期間 50年の確率値のこと。いずれも宝塚市にかかる 5km格子の値の平均を

とったもの。） 

令和３年３月２５日現在 

５０年に一度の値（宝塚市） 

４８時間降水量 ３時間降水量 土壌雨量指数 

444 169 260 

 

(2)指数を用いた指標（発表条件）（土砂災害） 

土壌雨量指数が基準値以上となる１km格子が概ね 10格子以上まとまって出現すると予想され、かつ、激し

い雨がさらに降り続くと予想される場合に大雨特別警報（土砂災害）を発表する。 

令和２年７月３０日現在 

土壌雨量指数（宝塚市） 

294～333※ 

※1㎞格子毎に値が異なる。 

 

⑤ 兵庫県の警報・注意報発表区域図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（以下中略） 
 
４－４ 災害情報の収集、報告 

４－４－３ 支援法に係る中規模半壊の認定について 

（被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について（令和２年１２月４日付け府政防第１７４６

号内閣府政策統括官（防災担当）通知）より） 

被  害  区  分 判 定 基 準 等 

住 

家 

被 

害 

中規模半壊 

 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過

半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なも

の。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の３０％以上５０％未満のもの、ま

たは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住
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328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

414 
 
 
 

417 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

５－３ 災害時における相互応援協定 

５－３－２ 災害応急対策活動の相互応援に関する協定実施細目 

別紙４ 

阪神地域防災連絡網（令和２年度） 

 

NTT回線 衛星電話 

電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ 

（表中略） 

阪神南県民局 

(昼) ０６-６４８１-８０４６ ０６-６４８１-８１４８     

(夜)   同 上   同 上     

尼崎市東難波町５丁目２１－８ 兵庫県阪神南県民局総務企画室地域安全課  

阪神北県民局 
(昼) ０７９７－８３－３１１７ ０７９７-８６-４３７９     

(夜) ０７９７－８３－３１２４   同 上     

 宝塚市旭町２－４－１５ 兵庫県阪神北県民局総務企画室企画防災課  

 
 
 
 
６－２ 避難・救出対策等に関する事項 
６－２－１ 避難所等一覧表 
６－２－１－１ 指定避難所等 

(2) 福祉避難所 

  特に介護が必要な方のために、必要な設備や人員を整備した専用の施設 

No 福祉避難所 所在地 電話 ＦＡＸ 
浸水想定

区域内 

土砂災害警

戒区域内 

1 宝塚市総合福祉センター  安倉西２丁目 1-1   86-5000 86-5069   

（表中略） 

23 障害者支援施設 希望の家 ワークセンター ※14 安倉西３丁目１番５号 87-0141 84-0738 ○  

※１～※13略 

※14 社会福祉法人 希望の家 

 

 
６－２－１－３ 災害時における避難者の受け入れに関する覚書 
【新規覚書追加】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家の損害割合が３０％以上４０％未満のものとする。 

 

５－３ 災害時における相互応援協定 

５－３－２ 災害応急対策活動の相互応援に関する協定実施細目 

別紙４ 

阪神地域防災連絡網（令和３年度） 

 

NTT回線 衛星電話 

電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ 

（表中略） 

阪神南県民セ 

ンター 

(昼) 

（代表）０６-６４８１-７６４１ 
０６-６４８１-８１４８     

(夜)   同 上   同 上     

尼崎市東難波町５丁目２１－８ 兵庫県阪神南県民センター県民交流室総務防

災課 

阪神北県民局 

(昼) ０７９７－８３－３１０１ ０７９７-８６-４３７９     

(夜) ０７９７－８３－３１２４   同 上     

宝塚市旭町２－４－１５ 兵庫県阪神北県民局総務企画室総務防災課  

 
６－２ 避難・救出対策等に関する事項 
６－２－１ 避難所等一覧表 
６－２－１－１ 指定避難所等 

(2) 福祉避難所 

  特に介護が必要な方のために、必要な設備や人員を整備した専用の施設 

No 福祉避難所 所在地 電話 ＦＡＸ 
浸水想定

区域内 

土砂災害警

戒区域内 

1 宝塚市総合福祉センター  安倉西２丁目 1-1   86-5000 86-5069   

（表中略） 

23 障害者支援施設 希望の家 ワークセンター ※14 安倉西３丁目１番５号 87-0141 84-0738 ○  

24 障碍者支援施設 ななくさ育成園 ※15 東洋町３番１５号 26-7481 26-7482 ○  

※１～※13略 

※14 社会福祉法人 希望の家 ※15 社会福祉法人 阪神福祉事業団  
６－２－１－３ 災害時における避難者の受け入れに関する覚書 

 
宝塚市（以下｢甲｣という。）と西宮市（以下｢乙｣という。）は、土砂災害及び洪水等の災害が発生した場合、

または発生する恐れのある場合（以下｢災害時｣という。）において、甲乙内のそれぞれの避難場所に避難する
より、市域外に避難する方が安全であると認められる地域（以下｢越境避難地域｣という。）の住民等の一時避
難に係る協力の内容等について、次のとおり覚書を締結する。 
（目的） 

第１条 この覚書は、災害時等に越境避難地域の住民が、市の境界を越えて円滑に一時避難できるよう必要
な事項を定めるものとする。 
（避難施設） 

第２条 越境避難地域ごとに指定する避難施設は別表のとおりとする。 
（使用の許可） 

第３条 甲乙は越境避難地域の住民が避難施設に避難する必要があると認めるときは、それぞれ相手先に対
し次に掲げる事項を明記して避難者の受け入れを要請するものとする。 
(１) 災害の状況及び避難所への受け入れ要請 
(２) 避難者数 
(３) その他避難所開設に必要な事項 

２ 前項の規定による要請は、口頭により行うことができるものとし、甲乙は前項の要請があった場合、避
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頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－２－１－６ 届出避難所 

登録番号 施設名称 所在地 管理団体名 登録年月日 

1 池田自治会館 川面 5丁目 18番 3号 池田自治会 20151020 

（表中略） 

26 光明自治会館 光明町 27-9 光明町自治会 20200210 

 
 
 
 

６－３ 感染症対策活動・生活衛生対策に関する事項 

６－３－１ 下水道復旧方針 

前文略 

１略 

２ 応急対策 

 (1) 災害復旧資機材の整備・調達 

 災害発生時に必要とされる全ての資機材を保管することは、経済的、スペース的にも非効率である。した

がって、資機材等の不足する場合は、他の市町や業者等から調達する。 

 (2) 主要幹線管渠等重要性の高い施設から調査を行い、市職員のみで対応できないと判断される  場合は、

他の市町、施工業者等の支援を求め、緊急に調査を行う。 

 以下略 
 
 
 
 

難施設が避難所として開設されている場合は、速やかに避難者の受け入れを行うものとする。 
（避難所の運営） 
第４条 甲乙は、越境避難先の避難所の運営にあたり、双方協議の上、必要があると認める場合は担当職員
を派遣し避難所名簿の作成及びその管理を行うとともに、派遣先の職員と協力し避難所の健全な運営に努め
るものとする。 
（避難所の受け入れに伴う経費負担） 

第５条 避難者受け入れに伴い生じた経費は、必要に応じて別途協議を行うものとする。 
（有効期間） 

第６条 この覚書の有効期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 
２ 前項の期間満了の日までに甲乙双方からこの覚書改定の意思表示がないときは、覚書期間は更に１年間
延長するものとし、以後もこの例による。 
（その他） 

第７条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙が協議して定める。 
別表（第２条関係） 

越境避難地域 避難施設及び所在地 

西宮市生瀬東町 
 

宝塚市立宝塚小学校 
宝塚市川面１丁目７番３４号 

西宮市仁川町五丁目・六丁目 宝塚市立仁川小学校 
宝塚市仁川宮西町１番２５号 

宝塚市長寿ガ丘 生瀬市民館 
西宮市生瀬町２丁目２０番２２号 
西宮市立生瀬小学校 
西宮市生瀬町２丁目２６番２４号 

 
 この覚書の成立を証するため、この覚書を２通作成し、当事者署名押印の上、各１通を保有する。 

令和３年（２０２１年）４月 １日 
          宝塚市長   中川智子 
          西宮市長   石井登志郎 
 
６－２－１－６ 届出避難所 

登録番号 施設名称 所在地 管理団体名 登録年月日 

1 池田自治会館 川面 5丁目 18番 3号 池田自治会 20151020 

（表中略） 

26 光明自治会館 光明町 27-9 光明町自治会 20200210 

27 
宝梅ハウス 
（宝塚第一小学校区まち
づくり協議会施設） 

宝梅１丁目 12-43 
宝塚第一小学校区まちづ
くり協議会 

2020616 

 

６－３ 感染症対策活動・生活衛生対策に関する事項 

６－３－１ 下水道復旧方針 

前文略 

１略 

２ 応急対策 

 (1) 災害復旧資機材の整備・調達 

 災害発生時に必要とされる全ての資機材を保管することは、経済的、スペース的にも非効率である。

したがって、資機材等の不足する場合は、他の市町や業者等から調達する。 

 (2) 主要幹線管渠等重要性の高い施設から調査を行い、市職員のみで対応できないと判断される  場合

は、下水道災害復旧受援計画に基づき、他の市町、施工業者等の支援を求め、緊急に調査を行う。 

 以下略 
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520 
 
 

528 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６－４－７ 災害時における復旧支援協力に関する協定 

（１）、（２）略 

【新規協定追加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６－４－７ 災害時における復旧支援協力に関する協定 

（１）、（２）略 

（３）クボタ機工株式会社 

宝塚市上下水道局（以下「甲」という。）とクボタ機工株式会社（以下「乙」という。）とは、地震等の災

害により甲の管理する下水道施設（以下「下水道施設」という。）が被災したときに行う復旧支援協力に関し

て以下のとおり協定を締結する。  

（目的） 

第１条 本協定は、地震災害や風水害等異常な自然現象及び予期できない災害等が発生し、下水道施設が被災

した場合、乙が行う災害復旧支援に関して基本的な事項を定め、災害復旧支援の円滑な実施により、被災

した下水道施設の機能の迅速な回復を図り、もって浸水被害の拡大その他の生活環境の悪化又は公共用水

域の水質の悪化を防止することを目的とする。  

（復旧支援協力の要請） 

第２条 甲は、乙に対し災害等により被災した下水道施設の復旧に関し次の業務の支援を要請することがで

きる。 

（１）被災した下水道施設の復旧のために必要な点検・操作・応急復旧業務 

（２）その他甲乙間で協議し必要とされる業務 

２ 甲の乙に対する復旧支援協力要請は支援内容を明らかにした書面により行うものとする。ただし、緊急

時等で書面により難いときは電話等で行うことができるものとし、この場合は事後において書面を提出す

るものとする。 

３ 乙は、前２項により甲の要請する業務を行うために、必要な人員・機材等をもって要請された業務を対

応可能な範囲で遂行しなければならない。 

（費用） 

第３条 本協定に基づき甲が乙に対し要請した業務にかかる費用は甲の負担とする。 

２ 前項に掲げる経費の価格は、災害時の直前の価格を基準とし、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（報告） 

第４条 乙は、甲の要請により行った支援業務が終了したときは、すみやかに甲に対し書面をもって報告を

行うものとする。 

２ 甲及び乙は、毎年度当初において災害時の支援に備えて、連絡体制表を作成し確認するものとする。ま

た、変更が生じた場合には、その都度、甲乙それぞれ報告するものとする。 

（連絡体制） 

第５条 第２条に定める復旧支援要請に関する甲の連絡窓口は宝塚市上下水道局施設部下 

水道課、乙の連絡窓口はクボタ機工株式会社大阪支店とする。 

（協定期間） 

第６条 この協定の期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、期間満了の１ヶ月

前までに甲乙双方から申出がない場合、この協定は１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 

（その他） 

第７条 本協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合には、甲、乙双方による協議の上決定するも

のとする。 

２ 甲又は乙がこの協定の定めに違反した場合においては、甲又は乙は、違反した相手方への書面による通

告をもってこの協定を廃止することができる。 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。  

令和 2年 7月 27日 

甲 宝塚市東洋町１番３号  

宝塚市上下水道局  

上下水道事業管理者 森 増 夫  

乙 尼崎市浜１丁目１番１号  

クボタ機工株式会社 大阪支店  

支店長 加藤 佳行  

以下略 



３３ 

頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 

540 
601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６－７ 食品等物資供給対策に関する事項 

【新規協定追加】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６－７ 食品等物資供給対策に関する事項 

６－７－１１ 宝塚市と大塚製薬株式会社との包括連携協定書 

宝塚市（以下「甲」という。）と大塚製薬株式会社（以下「乙」という。）とは，相互の連携を強化し、地域

社会の発展と市民サービスの更なる向上を推進するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は，甲と乙が、相互の連携と協働により甲が推進するエイジフレンドリーシティの取組（高

齢者にやさしい都市(まち)の実現のための取組をいう。以下同じ。）をはじめとして、市民の健康維持・増進、

安全・安心の確保等に取り組み、もって市民サービスの向上と健康的な生活を実現することを目的とする。 

（連携・協力事項） 

第２条 甲及び乙は，前条の目的を達成するため，次の事項について連携及び協力する。 

(1)エイジフレンドリーシティの取組の推進に関すること 

(2)健康維持・増進に関すること 

(3)スポーツ振興に関すること 

(4)防災・減災対策等地域の安全・安心に関すること 

(5)その他、両者が協議し、必要と認めること 

２ 前項の連携及び協力を効果的に推進するため、具体的な取組内容、実施方法等について、甲乙協議の上、

別途定める。 

３ 甲及び乙は、第１項に規定するエイジフレンドリーシティの取組のほか、本協定の目的を達成するため

の取組においても相互に連携・協力をする。 

４ 甲及び乙は、本協定の目的を達成するため、連携・協力を、自らの責任において誠実に遂行する。 

（協力の要請及び報告） 

第３条 甲及び乙は第１条に定める目的を達成するために、それぞれの協力が必要な場合は原則文書等によ

り要請を行うものとする。 

２ 甲又は乙は前項に基づき協力を実施した場合は、相手方に対し文書により報告を求めることができる。 

（協定の有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は、本協定を締結した日から１年間とする。ただし、有効期間満了の日の１か月

前までに、甲又は乙から書面による解除の申出がない場合は、本協定の有効期間が当該満了日の翌日から１

年間更新されるものとし、以後も同様とする。 

（協定の解除） 

第５条 甲又は乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、解除予定日の１か月前までに書面により相

手方に通知することにより、本協定を解除することができる。 

（協定の見直し） 

第６条 甲又は乙のいずれかが本協定の内容の一部の変更を申し出たときは、その都度甲と乙が協議し、当

該事項を変更することができる。 

（守秘義務） 

第７条 甲及び乙は、本協定の有効期間中又は有効期間の終了後を問わず、連携・協力に係る検討又は実施

を通じて知り得た相手方の秘密を第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承

諾を得た場合は、この限りでない。 

（疑義等） 

第８条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項の解釈につき疑義等が生じたときは、甲と乙が協議した

上で、その取扱いを決定するものとする。 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲と乙がそれぞれ記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

令和３年（2021年）１月 20日 

甲 宝塚市東洋町１番１号 

宝塚市 

宝塚市長  中 川  智 子 
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６－９ 教育・文化対策に関する事項 
６－９－２ 市内の指定文化財 

(1) 所有者別指定文化財一覧表   （H29.5.1現在） 

所有者又は 
管理者 

所在地 
指 
定 
種 
別 

物件名  指定年月日 

中山寺 中山寺２丁目１１－１ 

（表中略） 

市 工 銅製吊燈籠     S46.11.3 

（表中略） 

八幡神社 波豆字谷田東掛１ 

（表中略） 

県 考 宝篋印塔 S43. 3.29 

（表中略） 

（表中略） 

西谷ちまき
保存会 

大原野字炭屋１番１ 市 民 西谷地区のちまきの食文化 Ｒ2.3.2 

以下略 
 
６－１０ その他生活救援対策全般及び財源確保に関する事項 
６－１０－１ 災害救助基準 
１略 

２ 平成３０年度災害救助基準 

平成３０年４月１日現在 

救助の種類 対   象 費用の限度額 期  間 備   考 

（表中略） 

被災した住宅

の応急修理 

１  住家が半壊

（焼）し、自ら

の資力により応

急修理をするこ

とができない者 

２ 大規模な補修

を行わなければ

居住することが

困難である程度

に住家が半壊

（焼）した者 

 居室、炊事場及び便所等

日常生活に必要最小限度の

部分１世帯当たり 

 ５７４，０００円以内 

 災害発

生の日か

ら１ヶ月

以内 

 

以下中略 
 
 
 
６－１０－３ 宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例 
６－１０－３－１ 宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例 
 （当該条例の改正；条例条文略） 
 
   
６－１０－３－２ 宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 
（当該規則の名称変更及び改正；規則条文略） 

乙 大阪市北区中之島６丁目２番４０号中之島インテス１４階 

 大塚製薬株式会社 大阪支店 

支店長  吉 田  卓 史  
６－９ 教育・文化対策に関する事項 
６－９－２ 市内の指定文化財 

(1) 所有者別指定文化財一覧表   （Ｒ3，4.1現在） 

所有者又は 
管理者 

所在地 
指 
定 
種 
別 

物件名  指定年月日 

中山寺 中山寺２丁目１１－１ 

（表中略） 

市 工 鉄製燈籠     S46.11.3 

（表中略） 

八幡神社 波豆字谷田東掛１ 

（表中略） 

県 建 宝篋印塔 S43. 3.29 

（表中略） 

（表中略） 

西谷ちまき
保存会 

大原野字炭屋１番１ 市 民 西谷地区のちまきの食文化 Ｒ2.3.26 

以下略  
６－１０ その他生活救援対策全般及び財源確保に関する事項 
６－１０－１ 災害救助基準 
１略 

２ 令和３年度災害救助基準 

令和３年４月１日現在 

救助の種類 対   象 費用の限度額 期  間 備   考 

（表中略） 

被災した住宅

の応急修理 

１ 住家が半壊若

しくは準半壊を

受け自らの資力

により応急修理

をすることがで

きない者 

２ 大規模な補修

を行わなければ

居住することが

困難である程度

に住家が半壊若

しくは準半壊を

受けた者 

 居室、炊事場及び便所等

日常生活に必要最小限度の

部分１世帯当たり 

①大規模半壊又は半壊若し

くは半焼の被害を受けた

世帯 

595,000 円以内 

②半壊又は半焼に準ずる程

度の損傷（準半壊）によ

り被害を受けた世帯 

300,000 円以内 

  

 災害発

生の日か

ら１ヶ月

以内 

住宅の応急修理は、

応急仮設住宅に入

居することなく、自

宅で日常生活を継

続できるようにす

る制度のため、特別

な事情がある場合

を除き、応急仮設住

宅と住宅の応急修

理の併給は原則不

可 

以下中略  
６－１０－３ 宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例 
６－１０－３－１ 宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例 
 （当該条例の改正；条例条文略） 
 
 
６－１０－３－２ 宝塚市災害弔慰金の支給等に関する規則 
（当該規則の名称変更及び改正；規則条文略） 
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６－１０－７ 災害援護資金・生活福祉資金の内容 

種別 貸付対象 根拠法令 貸付金額 貸付条件 

災 

害 

援 

護 

資 

金 

略 略 略 (ア)～(エ) 略 

(オ) 延滞利息 

年 10.75％ 

 

６－１０－９ 災害復興住宅資金の内容 
目的 
自然災害の被災者が自立した生活を再建するためには、生活基盤となる住宅の再建等が最も重要であり、その
ための自助努力や公的支援には限界があることに鑑み、住宅の所有者が助け合いの精神に基づき拠出する負担金
により自然災害による被害を受けた住宅の再建等を支援する相互扶助の仕組みとして、この制度を設け、もって
被災者の生活基盤の回復を促し、被災地域の早期再生を図る。 

ア 建設、購入資金 

対象となる災害 
○ 市に災害救助法が適用された場合の自然災害 

○ 県内において災害救助法が適用された市町が１以上ある自然災害 

貸付対象 

建

設 

住宅に５０％以上の被害を受けた者で、１３㎡以上１７５㎡以下の住宅

部分を有する住宅を建設する者 

購

入 

住宅に５０％以上の被害を受けた者で、１戸建て（５０㎡以上１７５㎡

以下の住宅部分を有する住宅）又はマンション（４０㎡以上１７５㎡以

下の住宅部分を有する住宅）を購入する者 

貸付限度 
○ 木造等                 １，１００万円以内 

○ 耐火、準耐火              １，１６０万円以内 

土地取得費 ７７０万円以内 

整地費 ３８０万円以内 

償還期間 

○ 木造等                     ２５年以内 

○ 準耐火                     ３０年以内 

○ 耐火                      ３５年以内 

 

イ 補修資金 

対象となる災害 
○ 市に災害救助法が適用された場合の自然災害 

○ 県内において災害救助法が適用された市町が１以上ある自然災害 

貸付対象 
補修に要する費用が 10万円以上で、住宅部分が１／２以上ある住宅を補修す

る者 

貸付限度 
○ 木造等             １０万円以上２９０万円以内 

○ 耐火、準耐火          １０万円以上６４０万円以内 

移転費 ３８０万円以内 

整地費 ３８０万円以内 

償還期間 ２０年以内 

 

６－１⃣０－７ 災害援護資金・生活福祉資金の内容 

種別 貸付対象 根拠法令 貸付金額 貸付条件 

災 

害 

援 

護 

資 

金 

略 略 略 (ア)～(エ) 略 

(オ) 延滞利息 

年 5.0％ 

 

６－１０－９ 災害復興住宅資金、兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）の内容 
1 災害復興住宅資金 
 
 住宅金融支援機構は、住宅に災害を受けた者に対しては、災害復興住宅資金の融資を実施し、建設資金、
購入資金又は補修資金の貸付を行うこととする。 
この融資は、地震等の災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した旨の「り災照明書」を発

行されている者が利用できる住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資である。 
 融資内容については発生した災害により変わるため、住宅金融支援機構が行う広報をもって周知する。 

 

2 兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済） 
（１） 目的 
自然災害の被災者が自立した生活を再建するためには、生活基盤となる住宅の再建等が最も重要であり、
そのための自助努力や公的支援には限界があることに鑑み、住宅の所有者が助け合いの精神に基づき拠出す
る負担金により自然災害による被害を受けた住宅の再建等を支援する相互扶助の仕組みとして、この制度を
設け、もって被災者の生活基盤の回復を促し、被災地域の早期再生を図る。 

 
（２） 制度の特色 
ア 地震・豪雨・台風・地すべり・竜巻など、あらゆる自然災害による被害が対象 
イ 住宅の築年数や規模、構造等と関係なく、定額負担で定額支給 
 ウ 地震保険や他の共済に加入していても加入でき、給付の受取りが可能 
 エ 兵庫県が条例に基づいて実施する住宅再建共済制度 

 

（３） 内容 

対象 
すべての私有住宅(併用住宅､

賃貸住宅等を含む。) 
マンションの共用部分(１棟単位) 

住戸に存する

家財 

加入者 住宅の所有者 マンションの管理者等 住宅の所有者 

対象災害 
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、台風その他の異常な自然現象により生

ずる被害 

共済負担金 

1戸につき年額5,000円(加入

初年度は月額 500円 (上限

5,000円)) 

年額2,400円/戸×住戸数(月額200

円/戸×月数×住戸数) 

1戸につき年額

1,500円 (加入

初年度は月額

150 円 ( 上 限

1,500円)) 

共済給付金 住宅再建共済と家財再建共済があります。（家財の場合は床上浸水を含む） 

 再建等給付金 

全壊・大規模

半壊・半壊 
準半壊 

全壊・大規模半壊・

半壊 
準半壊 ― 

600万円(注) 25万円 

300万円×新築マ

ンションの住戸数

（加入時の住戸数

が上限） 

1 2万 5千円×

新築マンショ

ン の 住 戸 数

（加入時の住

戸数を上限） 

― 
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頁 現 計 画（変更前） 修 正 案（変更後） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
678 

 
 
 
 

710 
 

712 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－10－13 兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済） 
 
 
第７部 様式 
７－４ 調査票及び罹災証明書様式  

７－４－２ 罹災証明書 

【様式の変更；変更前様式省略】 

７－４－３ 罹災証明交付申請書 

【様式の変更；変更前様式省略】 
 
（以下略） 

補 

修 

給 

付 

金 

全壊で補

修 
200万円 

25万円 

100万円×加入時

の住戸数 

12万 5千円×

加入時の住戸

数 

50万円 

大規模半

壊で補修 
100万円 

50万円×加入時の

住戸数 
35万円 

半壊で補

修 
 50万円 

25万円×加入時の

住戸数 
25万円 

床上浸水

の認定 
― ― 15万円 

居住確保給付

金 

全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊の被害をうけたとき建築・購入・補修を行わず、

新たな住宅又は対象住宅に居住することとなった場合 

10万円 ― ― 

※給付対象拡充分（一部損壊）については平成 26年 8月 1日より施行 

 

［注］１ 県外での建築・購入の場合、給付額は３００万円となる。 

２ 賃貸住宅等については、その所有者が加入できるが、以下の制約あり。 

(１) 再建等給付金は、兵庫県外での建築・購入は給付対象外 

(２) 居住確保給付金は、給付対象外 

 

給付申請時には、市が発行した「り災証明書」の写し、登記事項証明書等の写しなどが必要となる。 

 
 
【削除】 
 
 
第７部 様式 
７－４ 調査票及び罹災証明書様式  

７－４－２ 罹災証明書 

【様式の変更；変更後様式省略】 

７－４－３ 罹災証明交付申請書 

【様式の変更；変更後様式省略 
 
（以下略） 
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令和２年度（2020年度）末宝塚市地域防災計画進行管理計画 

令和３年５月作成 

 

1「進行管理計画」の策定目的 

本市における災害予防施策の実施に当たっては、宝塚市地域防災計画本編第１部の「防災

ビジョン」に基づき、同第２部の災害予防計画に位置づけた個別計画を、社会情勢や本市の

財政状況等を踏まえながら段階的に実現していくことが必要である。 

これらの個別計画項目に基づく施策・事業等の実施に当たっては、項目ごとに、本市総合

計画の計画期間を「期間のめやす」として定めており、これを施策実施の指標として取り組

んできたが、この進捗を評価・管理する仕組みが十分とはいえない状況にあった。 

このため、平成26年度（2014年度）から導入した「宝塚市地域防災計画の進行管理計画」

においては、市の総合計画の進捗管理（基本計画及び実施計画（第６次総合計画からは基本

計画及び地域ごとのまちづくり計画））等と整合を図りながら、別途作成する進行管理表にお

いて毎年度、災害予防計画に規定する個別計画項目の実施状況の評価を行い、災害予防計画

全体の進捗状況を把握することで、本市の都市防災力の現状を確認するとともに、計画にお

ける災害予防施策上の今後の課題を抽出することとした。あわせて、更なる都市防災力の向

上を図るため、この現状や課題を踏まえながら、継続して実施する施策、強化する施策、新

たに取り組む施策などを明確にし、次年度における都市防災力の強化に向けた目標指標を定

めることとする。 

なお、令和２年（2020年）３月に策定した「宝塚市地域強靭化計画」において、８項目

の「事前に備えるべき目標」を達成するための具体的な取り組みとして、災害予防計画の160

項目（再掲を除く場合は94項目）の個別計画を設定していることから、この目標の進捗状況

についても関連して評価を行うことができることとなっている。 

 

2進行管理計画の作成手順 

 1）進行管理計画表の作成 

・庁内各部局及び外部関係機関において所管する個別計画の計画内容の更新及び進捗状

況等を評価する。 

・これらをエクセルにより「進行管理計画表」として取りまとめる。 

・評価指標は以下のとおりとする。 

 （令和３年度（2021 年度）から新たに第６次宝塚市総合計画がスタートするため評

価指標の年度区分が以下のように変化する。） 

 

 

 

資料３ 
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【H28（2016）～Ｒ2（2020）：第５次宝塚市総合計画後期計画期間】 

A 第 5次総合計画の後期計画に定める期間（H28～Ｒ2）に達成する計画 

B 第 5次総合計画後の概ね 5年間（Ｒ3～Ｒ7）に達成する計画 

C 達成がＲ8以降の見込みとなる計画 

 

【Ｒ3（2021）計画以降：第６次宝塚市総合計画計画期間】 

A 第６次総合計画の前期計画に定める期間（Ｒ3～Ｒ7）に達成する計画 

B 第６次総合計画の後期計画に定める期間（Ｒ8～Ｒ12）に達成する計画 

C 達成がＲ13以降の見込みとなる計画 

◎：既に事務・事業・施策等が完了した計画、現在実施中で今後も継続する計画 

   ※表中Ｈは平成年度、Ｒは令和年度を示す。 

 

2）「進行管理計画」の作成 

 （1）「評価総括表」の作成 

○評価表の当該年度計画及び当該年度末見込みと次年度（新年度）の計画についての総

括表作成 

・各年度の評価指標の状況が比較できるように総括表を作成し、考察を行う。 

 （2）令和２年度（2020 年度）末における災害予防計画の進捗状況等の評価と課題の抽

出 

○令和２年度（2020 年度）地域防災計画の災害予防計画における主要な個別計画の

進捗状況等を評価 

・昨年度末に作成した進行管理計画において、１年後の令和２度（2020 年度）末

見込み（Ｒ2 末見込み）の進捗状況を◎、A に位置づけていた主要な個別計画に

ついて、個別具体の施策・事業等の実施状況に基づき進捗を評価する。 

○実施及び未達成の施策や新たに取り組むべき施策などの課題を抽出 

・同じく、Ｒ２末見込みにおいて、未実施・未達成のものやＣ又はＢ評価となって

いる計画項目における施策・事業等の課題を抽出する。 

 （3）令和 3年度（2021年度）の目標及び期待する効果を設定 

○次年度の主要な個別計画における、施策・事業の実施目標を設定 

・令和３年度（2021年度）計画（Ｒ3計画）において◎（継続中）、Aに位置づけ

る主要な個別計画施について、実施を予定する施策・事業等の目標を設定する。 

○災害予防計画全体を推進するために期待する効果の設定 

・同じく、Ｒ３計画における主要な個別計画の進捗により災害予防計画全体の推進

に期待する効果を示す。 

 （4）その他 

○これらの評価、目標設定については、「都市防災力向上」、「地域防災力向上」の視点

から行うこととする。 
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3令和２年度（2020年度）末進行管理計画 

 1）進行管理計画表の作成 

○末尾の「資料―１：令和２年度（2020年度）末 進行管理計画表（抜粋例）」参照 

 

 2）令和２年度（2020年度）末進行管理計画の作成 

 （1）「令和２年度（2020年度）末評価総括表」の作成 

  ○上記 1）の「進行管理計画表」の各年度の評価・見込み及び計画は以下の 

とおりとなった。 

  

H25

末評価 

(H26 

当初) 

H26 

末評価 

H27 

末評価 

H28 

末評価 

H29 

末評価 

H30 

末評価 

Ｒ1 

末評価 

Ｒ2 

計画 

Ｒ２末 

見込み 

Ｒ３ 

計画 
 

◎ 169 193 197 221 226 281 287 288 291 291 

A 40 32 32 47 42 38 36 35 39 39 

B 53 48 48 19 19 19 18 17 7 7 

C 31 30 30 24 24 25 21 22 23 23 

評価

なし 
― ― ― ― ― ― ― ― ２ ２ 

項目

削除 
― ― ― ― ― ６ ２ － ２ ２ 

合計 293 303 307 311 311 363 362 362 362 362 

新 ― 10 4 ― ― 52 -1 ― 2 － 

   

【考察】 

 ○個別計画数 

・令和２年度（2020 年度）末見込み個別計画数については、下記の通り前年度か

ら２項目が減となり２項目が追加となっており、全計画項目数 362 項目と変化

はない。 

（減となった項目） 

 ア）大規模地震時土砂災害非常警戒計画の確立（施策の見直しによる） 

 イ）大規模災害時想定ごみ処理・処分計画の作成（同計画の策定完了による） 

（増加した項目） 

 ア）防災情報システムの構築・運用 

 イ）新庁舎への移設準備 

・なお、平成 30年度（2018 年度）末見込み個別計画数が大きく増加しているの

は、前述したように、旧計画の第５編（大規模事故災害対策計画）の災害予防計
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画の個別計画項目を含めた結果、全体で 52項目増加となった。 

 （実際は、既に事業が完了する等で従前計画６項目を削除し、旧５編の個別計画

58項目を追加した差し引き数となっている。） 

 

○個別計画の進捗度 

・昨年度末の調査でのＲ２計画から評価指標が変化した大きな要因が、総合計画の

計画年次の変更（第５次総合計画の終了後の５年間（Ｒ3～Ｒ7）をＢ評価として

いたものを第６次総合計画の前期期間（Ｒ3～Ｒ7）の５年間がＡ評価となったこ

とにある。 

・このことから「Ａ→◎」への評価変化は「社会福祉施設等の耐震性の向上」他６

項目、「Ｂ→Ａ」は「宝塚市耐震改修促進計画に定められた耐震目標」他８項目と

なっている。 

・一方、今年度はじめて、「評価なし」が２項目発生しているが、これは、所管部局

において、計画項目の内容が現状の施策に合致しないとの意見があり、地域防災

計画の内容そのものを見直す必要があることから進行管理計画の時点で評価でき

ない、との意向が示された結果である。（これらは、昨年度はいずれも「◎」評価

であったもの） 

・これ以外に、「Ｃ→◎」は「災害時飲料水の確保」で、これは、避難所となってい

る「小中学校の貯水槽の活用」から「給水車による給水」に計画項目を見直した

ことによる。 

・同様の貯水槽関係では、老朽化した市の施設における受水槽の改修が困難とのこ

とから「災害時飲料用貯水槽兼受水槽の整備」が「◎→Ｃ」となった。 

・また、市庁舎においては「商用電力・水道供給停止時におけるバックアップ設備

の整備」が「Ｂ→Ｃ」と評価の見直しとなった。 

・これらのほか、令和 3 年度計画においては、ほぼ令和２年度末からの取組を継承

する内容となっており、特に、災害発生時に市役所本庁舎の本部機能の代替えを

担う、各公共施設（消防本部（第一位）、教育総合センター（第二位）、スポーツ

センター（第三位））の機能整備に課題があるとして、過去から変わらず「Ｃ」評

価であり、大きな課題となっている。 

 

 （2）令和２年度（2020年度）末の災害予防計画の進捗状況等の評価と課題の抽出 

○当該年度の災害予防計画における主要な個別計画の進捗状況等を評価 

・災害予防計画全体については、施策・事業の大きな転換はないものの、主要な施

策については以下のように、前年度に引き続き概ね着実に進捗していると評価で

きる。 

【都市防災力の向上に向けた主要な施策】 

① 宝塚市地域強靭化計画の策定、関連事業の推進 

・国土強靭化基本法の規定に基づき、令和 2年（2020年）３月に、大規模自
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然災害の発生に対して「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復す

るしなやかさ」を持った「強靭な地域を作り上げるための取り組みをまとめ

た「宝塚市地域強靭化計画」を策定した。 

・この計画においては、「人命の保護を最大限図ること。」をはじめ４項目の基

本目標を掲げ、冒頭に記載したように「直接死を最大限防ぐ。」をはじめとす

る８項目の事前に備えるべき目標を定め、この目標実現のために地域防災計

画の災害予防計画の個別計画 160項目（再掲含む）を位置付けることで、地

域防災計画と連携しながら、都市の強靭化に向けた具体の事業を展開するこ

ととしている。 

・なお、関連する地域防災計画災害予防計画の個別計画 160項目の進捗状況に

ついては以下の通りとなっており、進行管理計画の評価と類似の結果となっ

ている。 

 ア）対象となる計画項目数（再掲を含む） 

計画指標 ◎ Ａ Ｂ Ｃ 計 

令和２年度末見込み 127 12 1 11 160 

令和３年度計画 127 12 1 11 160 

 イ）対象となる計画項目数（再掲を含まない） 

計画指標 ◎ Ａ Ｂ Ｃ 計 

令和２年度末見込み 79 9 1 5 94 

令和３年度計画 79 9 1 5 94 

・強靭化を推進する主な事業については、以下のとおり位置づけている。 

 ア）安全・都市基盤（土砂災害対策、治水対策、地震対策、交通整備、施設

整備・長寿命化） 

 ・土砂災害特別区域内の住宅移転・改修等への補助 

 ・荒神川の整備 

 ・住宅耐震団の促進 

 ・公共施設の耐震化事業実施 

 ・都市計画道路荒地西山線他 8路線・工区の整備 

 ・橋梁補修・架替整備（宝塚池田線他 80路線） 

 ・市道の維持・整備（安倉線他 75路線）、自転車ネットワーク整備、その他

路線改修 

 ・施設の長寿命化（都市公園、消防本部、新ごみ処理施設整備） 

 イ）教育・子ども・人権 

 ・教育施設の防災機能の向上（老朽対策、トイレ改修、空調整備等） 

 

②市における防災体制の整備充実 

・市の災害対策拠点機能の強化を図るため、現市庁舎に隣接した新たな防災拠

点施設の建設に向け実施設計等に取り組んでいる。 
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・地域防災計画・水防計画・危機管理指針等に基づく防災施策の確実な実施に

向けて、各種の防災・危機管理マニュアルの作成、防災訓練や防災セミナー

の開催等による危機管理体制の構築・各部署における災害発生時の迅速な体

制構築の取り組みなどにより防災体制の整備充実を図っている。 

・新型コロナウイルス感染症蔓延下における自然災害の発生に備えた、市民等

への関連情報の提供、避難対策の拡充、市職員の研修・訓練実施等を図って

いる。 

（ただし、コロナ禍において、関係機関等が集合する市の総合防災訓練や、例

年実施している阪神７市１町合同防災訓練、緊急消防援助隊近畿ブロック合

同訓練については、中止を余儀なくされている。） 

・伊丹市・西宮市と市境界地域における住民の避難の安全確保をめざし、「災害

時における避難者の相互受け入れに関する覚書」を締結し、近隣自治体との

連携強化を図っている。 

 

 ③情報の収集・伝達体制の強化 

・すみれ防災無線の全市の整備が完了し、全市一斉又は地域の特性に応じた個

別の情報発信が可能となった。 

・Jアラート・フェニックス防災システム・災害時優先携帯電話・あんしん防災

システムの継続等、安心メール・防災ラジオの導入・継続、さらには Facebook、

tｗitter等の SNSの活用により防災情報の的確な収集・伝達に努めている。 

・防災マップについては、計画規模降雨に基づく洪水浸水想定区域に加えて、

想定最大規模降雨に基づく同区域を掲載し、紙面を拡大して「マイ避難カー

ド」の作成を推奨するなど防災情報を刷新することで、洪水・土砂災害・風

水害に平常時から備える取組を市民等に啓発するとともに、市のＨＰにＷｅ

ｂ版のマップを掲載するなどにより、情報提供の強化に努めている。 

・災害対応の効率化を目的として、令和２年度（2020 年度）に防災情報シス

テムを導入した。このシステムは、災害情報システムと被災者生活再建シス

テムとの２つから構成しており、災害情報システムは市民からの通報への対

応状況の管理や避難所管理、物資管理などを支援するシステムで、被災者生

活再建システムは家屋被害認定調査や罹災証明の発行、被災者生活再建支援

金の支給などを支援するシステムで、令和３年度（2021年度）から運用開

始する。 

・令和２年度（2020 年度）の総合防災訓練は、先に記したように、新型コロ

ナ感染症対策の一環として、参加者が密になる例年の実地訓練に代えて、避

難所開設時に派遣する市職員を対象に、同コロナ対策を加えた避難所の開

設・運営訓練を実施した。 

 

 ④災害時における各機関、広域、民間事業者等との連携強化 

・災害対策関連機関や広域の自治体、生活物資の供給・運搬等にかかる民間事
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業者、各福祉事業者など災害時における受援・支援体制構築のために多様な

協定の締結等を進めている。 

・令和２年度（2020 年度）は、先に記した、伊丹市・西宮市との覚書締結の

ほか、防災・減災対策全般への協力、下水道施設の復旧協力のため大塚製薬

株式会社、クボタ機工と、また、福祉法人との間で当該法人が運営する施設

を福祉避難所として活用するための協定を締結している。 

 

 ⑤公共施設の整備、耐震化の推進 

・広域大規模災害の際の重要な輸送路となる新名神高速道路が開通し、中国自

動車道とともに市域内で２ルートの国土軸が完成し、広域との連携機能が向

上したことをはじめ、市内の幹線道路網の整備を推進するとともに、水道、

ガス電気、電話等のライフラインの安全性の向上を促進している。 

・市内全小中学校、幼稚園、特別支援学校の耐震化が完了し、その他の公共施

設についても、中央公民館の新設事業の実施とともに、一部施設の耐震化事

業実施により令和元年度末では全公共施設の 94.8％が耐震性を有する施設

となり、引き続き耐震性向上に向け事業の継続に努める。 

 

 ⑥住民の安全な避難の実施 

・各指定避難所の運営については、一部地域において地域住民と学校が連携し

て「避難所運営マニュアル」の作成を行っており、一部地域ではマニュアル

に基づき小学校区における地域ごとの避難訓練の実施に努めている。今後、

他の避難所においてもそれぞれの特性を踏まえたマニュアルの作成について

地域と学校が協力して取り組んで行くよう啓発して行く。 

・指定避難所における設備や備品等の充実、避難所開設体制の強化、災害時の

生活物資確保のための民間事業者との物資供給協定の締結など安全な避難を

確保する取組に努めた。 

・市立小・中学校の耐震化等の改修時にバリアフリー化やトイレ改修などへも

配意した整備を目指している。 

・また、新型コロナウイルス感染症蔓延下における避難者の安全避難を確保す

るための資機材の充実、避難所配備職員の研修・訓練を実施している。 

・平成 2７年度（2015 年度）に、地域の協力を得て、自治会館等の住民に身

近な共同施設を「届出避難所」に認定して物資等の支援を行う制度を創設し

ており、令和 2年度（2020年度）末では２7施設を登録した。 

 

 ⑦要配慮者、避難行動要支援者対策の実施 

・災害時要援護支援マニュアル等の作成、要配慮者名簿の作成及び一部地域へ

の提供を行った。 

・福祉法人等の経営する福祉施設を災害時に「福祉避難所」として活用するた
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めの協定の締結を進めており、令和２年度（2020年度）末で 2４施設を指

定している。 

 

【地域防災力の向上に向けた主要な施策】 

 ・令和２年度（2020 年度）は新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地域に

おける諸活動も大幅に低下しており、住民の交流そのものが制約される中での地

域の防災力向上に向けた具体的な取り組みについても制約せざるを得ない状況と

なっている。 

 ・このような中で、地域の防災力の維持・向上にむけて、前年度に引き続き以下

の活動を実施している。 

 

①大規模災害に対応できる消防協力体制の確立 

・地域における消防体制を強化するため、大規模災害発生時に消防本部及び消

防団の活動を支援する「宝塚市消防サポート隊」とともに災害発生時に企業

として協力いただける「宝塚市消防サポート隊協力事業所」を平成 28 年度

から推進（現在 39 事業所が登録）しており、災害発生時には各事業所から

可能な範囲で様々な協力を得ることで、消防本部、消防団、自主防災組織、

女性防火クラブに加え、強固な連携協力体制を構築している。 

・「宝塚市消防サポート隊」については、隊員研修や宝塚市メールマガジンシス

テムを用いた災害時招集伝達訓練を実施したほか、宝塚市総合防災訓練へ参

加し、消防本部との連携強化を図った。 

・「消防サポート隊協力事業所」についても、災害時招集伝達訓練を実施し、登

録事業所の防災意識向上と消防本部との協力体制強化を図った。 

 

②自主防災組織等の結成の促進 

・自主防災組織の未結成地域に対して、引き続き結成について働きかけを行う

とともに、既存の組織については、自主防災組織リーダー研修会等の開催に

より、組織内のリーダー育成を主眼に、防災知識や技能が習得できるよう図

った。 

・既存の自主防災組織等の活性化と地域防災力のさらなる向上を図るため、防

災訓練や防災行事等の活動を行う自主防災組織に対して必要な資材・物品を

提供・助成した。 

・地域と、そこに存する福祉施設が災害発生時にお互いに連携して協力しあう

「相互応援協定」の締結を推進した結果、これまでに 21 の施設と２8 の地

域（自主防災組織等）で協定が結ばれたことで、互助・共助を中心とした、

地域の安全の向上を図った。 
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 ③防災知識の醸成、防災リーダーの育成 

・防災学習会等により防災意識を醸成するとともに、ひょうご防災リーダー講

座等を活用して地域の防災リーダーの育成を図っている。 

・令和２年度（2020年度）は受講者が７名であり、過去からの延べ人数が 186

名となるなど、地域における防災意識の高まりが見られる状況にある。 

・また、受講を終えた防災リーダーの活用を図るため、防災学習等を実施する

地域の要請に応じて、同リーダーを「宝塚市防災アドバイザー」として派遣

している。 

 

④「地区防災計画」の作成促進 

・自治会、まちづくり協議会、民生委員・児童委員等に対し、地区防災計画制

度の周知を図るなか、以前から福祉関係者のほか行政、消防、警察などの関

係機関も参加し大規模な防災訓練の取組をしていた一つの地域が、内閣府の

地区防災計画モデル地区に選定され、地区防災計画の地元案を作成し、平成

28 年度宝塚市地域防災計画に計画提案がなされたことを受け、はじめての

「地区防災計画」が規定された。 

・令和２年度（2020年度）は、新規 1地区（末広小学校区）、改定 1地区（中

山台コミュニティ）において「地区防災計画」の地元案が作成され、地域防

災計画に定めることを求める地元提案がなされた。 

・他の地区においても計画策定の機運が生まれているなどから、計画策定を支

援する制度の活用などにより、この促進に努めた。 

 

 ⑤要配慮者、避難行動要支援者の支援の実施 

・要配慮者・避難行動要支援者の災害時における支援実施のため、宝塚市災害

時要援護者避難行動支援マニュアルに則り、対象者の名簿を作成し、民生委

員・児童委員、自治会・自主防災組織などの地域組織などへ、災害時の避難

支援の取り組みを啓発しており、一部地域においては、平常時に防災訓練な

ど実施している。 

・介護保険システムにおいて要介護認定者情報を、また、障碍福祉情報支援シ

ステムにおいても障碍者手帳所持者等の情報を保有し、災害時には随時活用

している。 

・なお、消防本部では、自主防災組織の協力による「避難行動要支援者」に関

する情報収集、安全確保や避難支援に関する取り組みをサポートしている。 

 

 ⑥地域防災訓練の実施、地元と事業者との支援協定の締結促進 

・毎年、各小学校区単位で（一部は複数の小学校区合同で）地域住民の主体的

な防災訓練が実施され、市においてもこの活動を支援している。令和２年度

（2020年度）には２地区（高司小学校区、高司中学校区）が市の支援対象
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となっている。 

・令和２年度（2020 年度）には、地域の協力を得て、自治会館等の住民に身

近な共同利用施設 1箇所を「届出避難所」に追加認定し、現時点で 27施設

を登録するとともに物資等の支援を行っており、各指定避難所における「避

難所運営マニュアル」等の作成の促進を図るとともに、小学校区における地

域ごとの避難訓練の実施に努めている。（再掲） 

 

 

 ⑦学校、保育所等における防災意識の醸成 

・市内公立特別支援学校で、防災教育を年間指導計画に位置づけるとともに、

全ての学校で地震を想定した避難訓練の実施や阪神淡路大震災の追悼行事等

を通じて防災意識の醸成を図っている。 

・各保育所、各児童館・子ども館、子ども発達支援センター、地域児童育成会

では、年間計画をたて消防署と連携を図るなどにより、火災・地震からの防

災訓練を実施している。 

 

⑧洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者施設における避難確保計

画策定等の促進 

・平成 29 年６月に改正された水防法及び土砂災害防止法の規定に基づき標記

内の区域の要配慮者施設において災害の発生に備えて入居者が安全に避難す

るための「避難確保計画」の作成及び計画に基づく「訓練実施」が義務付け

られるとともに、市町村がこの支援を行うこととされていることを受け、対

象施設を抽出し、計画の策定等を促進している。 

 

【未実施及び未達成の施策や新たに取り組むべき施策などの課題抽出】 

 ①市における防災体制の整備充実 

・大規模災害発生時又は地域での局地的な災害発生時の地域の防災拠点となる

よう「地域ステーション整備事業」及び「地区防災拠点整備事業」を位置づ

けているが、各施設に整備する施設及び設備についての具体的な計画はなく、

また、これら機能を発揮するための人員の計画的な配備についても、現状で

は困難な状況にある。 

・本部代替設置施設（消防本部（第一位）、教育総合センター（第二位）、スポ

ーツセンター（第三位））における、現状での代替機能が不十分との各施設管

理者の認識であり、現在進めている本庁舎における防災機能の拡充に加えて、

これらの代替施設の機能整備の在り方を明確にしていくことが必要である。 

 

 ②まちの「防災ブロック化」の推進 

・「たからづか都市計画マスタープラン」において、河川や幹線道路沿道建築物
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の不燃化を促進することで、防災帯を構築し、まちの「防災ブロック化」を

推進することを個別計画に規定しているが、現実的には個人の財産権を制限

することに繋がることから、政策的に施策を実施することは非常に困難な状

況にある。（類似計画複数あり） 

 

 ③民間施設の耐震化等の促進 

・公共施設の耐震化を進めると同時に、民間の建築物の耐震化を促進するため、

耐震判定制度などの啓発に努めているが、活用が遅滞している状況にある。 

 

 ④要配慮者、避難行動要支援者の支援の実施 

・一定地域においては、積極的な地元姿勢がみられ、支援組織数が増加傾向に

あるものの、その他の地域では、防災学習には積極的であっても、要配慮者

の取組まで拡大することに躊躇される事案が見られるため、この取組の浸透

には相当の時間と努力が必要と考えられる。 

 

 ⑤指定避難所等の機能の整備・拡充 

・指定避難所に位置づけている小・中学校全てに防災拠点としての機能は整備

できていない。（令和２年度（2020年度）末時点で避難所井戸４校設置、防

災倉庫１４校設置） 

・今後、避難所ごとの運営マニュアルの策定が必要であり、このマニュアルの

策定にあわせてこれらの機能の整備についても検討して行く必要がある。（８

小中学校で地域によるマニュアル作成済み） 

・この整備・拡充の際には、現在および将来の新型コロナウイルス感染症から

の安全避難を視野に入れた取り組みも考慮する必要がある。 

 

 （3）新年度（令和３年度（2021年度））の目標及び期待する効果を設定 

○次年度の主要な個別計画における、施策・事業の実施目標を設定 

・災害予防計画全体については、令和２年度 2020年度）に引き続き、以下の施策

を着実に進捗していくこととする。 

 

【都市防災力の向上に向けた主要な施策】 

 ①防災拠点の早期整備と市における防災体制の充実・強化 

 ②防災行政無線の着実な整備運用と情報の収集・伝達手段の多様化 

 ③災害時における各機関、広域、民間事業者等との連携強化 

 ④公共施設の整備、耐震化の推進 

 ⑤住民の安全な避難の実施 

 ⑥要配慮者、避難行動要支援者対策の実施 

 ⑦災害時の受援・支援体制の強化 
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 ⑧宝塚市地域強靭化計画の推進 

【地域防災力の向上に向けた主要な施策】 

 ①自主防災組織等の地域防災組織結成促進 

 ②防災知識の醸成、防災リーダーの育成 

 ③「地区防災計画」の作成促進 

 ④要配慮者、避難行動要支援者の支援体制の充実促進 

 ⑤地域防災訓練の実施、地元と事業者との支援協定の締結促進 

 ⑥避難所運営マニュアル作成、自主的な同運営訓練の促進 

・まちづくり協議会等の地元組織による各指定避難所の「避難所運営マニュア

ル」の作成を促進するとともに「自助」、「共助」による地域住民の主体的な

避難所運営訓練を強化・促進する。 

⑦浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内にある要配慮者施設における避難確保計

画等の作成の促進 

 

【災害予防計画として期待する効果の設定】 

○令和 3年度（2021年度）計画における「都市防災力向上」のための個別計画

及び「地域防災力向上」のための個別計画に基づく諸施策・事業等の推進又は

促進により、期待する主な効果として次の６点を挙げる。 

 

①防災拠点施設の整備、公共施設等の耐震性の向上、道路ネットワーク・ライフ

ラインの機能の強化による都市防災力の向上 

②多様な ICTの活用による迅速で確実な情報の収集・伝達機能の充実 

③関係機関、各自治体、多様な民間機関等との連携による引き出しの多い防災機

能の拡充 

④市民等との連携による「自助」「共助」「公助」の役割の相互認識と協働体制の

構築 

⑤全ての関係者が平常時から備えができる防災意識の醸成、マニュアル等の整備、

自主的な防災訓練の実施・促進 

⑥宝塚市地域強靭化計画に基づく「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに

回復するしなやかさ」を持った「強靭な地域」の創造 

 

○これらの評価、目標設定については、「都市防災力向上」、「地域防災力向上」の

視点から行うこととする。
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第２　　ライフライン施設
(１)　災害に強いライフライン施設の
整備・強化

ア　水道施設の耐震化
□浄水場や配水池等の主要構造物の耐震診断、補修等の
実施
□浄・配水施設の設備機器の増設・改良時の耐震性の強
化、自家発電設備の適正な管理
□導水トンネル等の補強策の検討
□送水管や配水幹線などの基幹管路については、耐震性の
高い工法や管材料を採用して整備
□給水装置は、耐震化の高い管材料を採用して整備
□給水装置は、受水槽や高置水槽の転倒防止策等を講ずる
よう指導

上下水道局 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ （上下水道局）
・口径φ１５０㎜以上の管路を基幹耐震化管路とし、避難所、病院など
の緊急給水拠点施設への配水管については、重要耐震化管路として順
次整備を図っている。
  管路については毎年約10km、基幹施設については毎年１ヶ所を目標
に施設の耐震化を進める。
・給水装置については耐震性の高い管材料を使用する指導を行ってい
る。
・高置水槽の現状把握に努めるとともに、今後の対応策の検討を行って
いる。
・受水槽の維持管理に問題がある場合には、受水槽方式から直結給水
方式に給水方法を変更する立ち入り検査等を行い改善のための指導を
行っている。

Ｃ Ｃ Ｃ 実施計画対象、予
算要

イ　水道施設のバックアップ機能強化
□基幹管路の二系統化
□配水区相互間の連絡配水管の整備
□配水区域のブロック化や配水管のループ化による早期に復
旧しやすい管路整備

上下水道局 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ （上下水道局）
・管路の耐震化を優先的に進めながら、バックアップ機能強化への取り
組みを行っていく。

Ｃ Ｃ Ｃ 実施計画対象、予
算要

ウ　下水道施設の耐震化
□下水道施設の長寿命化計画に基づく既存下水道施設の耐
震化の推進

上下水道局
県

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ （上下水道局）
地震等の被災による社会的影響度を考慮し、公共下水道施設の耐震
化を進めている。令和２年度末現在、公共下水道汚水管総延長約５１８
kmのうち約１０５kmが耐震整備を完了しており、耐震化率２０．３％と
なっている。引き続き、公共下水道施設の耐震化に向けて対策を行っ
ていく。

Ｃ Ｃ Ｃ 予算要
実計要

エ　下水道配管情報管理システムの充実
□マッピングシステム等の導入による管路等の管理体制の
強化及び復旧支援体制の強化

上下水道局 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ （上下水道局）
汚水管渠についてはマッピングシステム導入を完了し、毎年、整備管渠
のデータ更新を行っている。雨水管渠は宝塚市道路台帳システムの
データベースを活用し、更新が途絶えてる台帳整備の構築を平成２９年
度から着手し、早期完了に向け取組んでいく。

Ｃ Ｃ Ｃ 実施計画対象、予
算有

オ　上水道施設における設備面の災害予防対策
■機械設備や薬品管理における予防対策の強化

上下水道局 ― ◎ ◎ ◎ ◎ （上下水道局）
・各浄水場において電気設備（ブレーカー、タイマー等）の交換備品の備
蓄、大規模停電に備えた２回線受電の整備、予備ポンプの設置、整備
を進めている。
・浄水処理に必要な薬品の一定量の備蓄、故障に備えた２系統による
注入設備の整備を実施している。

◎ ◎ ◎ 予算要

カ　電力施設の耐震化
□変電設備、送配電設備等の電力施設の耐震化の推進

都市安全部
関西電力（株）
関西電力送配
電（株）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （関西電力株式会社および関西電力送配電株式会社）

・南海トラフ巨大地震による各地点の最大想定震度につい

て、（内閣府モデル検討会による地震動陸側ケース

（H24.8.29））　県から提示された地震動を基にそれぞれ評

価を行った結果、変電所、送電設備等、重要設備の設備被害

なしを確認。

〔修正なし〕

◎ ◎ ◎ ―

キ　電話施設の耐震化
□通信用建物、鉄塔、所内設備の耐震化の推進や予備電源
設備の強化等の防災性能の向上

都市安全部
西日本電信電
話（株）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （西日本電信電話株式会社）

・引き続き災害に強い信頼性の高い通信設備の構築を図る。

・被災が他に重大な影響を及ぼさないよう信頼性の向上を図

る。

・重要通信をそ通させるための通信手段を確保する。

・早期通信設備の復旧

「修正なし」

◎ ◎ ◎ ―

資料―１：令和２年度（2020年度）末 進行管理計画表（抜粋例）  
 本編第２部災害予防計画 前計画におけ

最終評価

各対策項目（章・節） 個別計画
■は従前計画第５編（大規模事故災害対策計画）の項目

主担当 H30当初
計画

H30末
見込み

Ｒ1末
見込み

③評価及び見込み概要（評価・見込みについての説明、課題等） Ｒ2
計画

④実施計画、予算
等への反映要否

Ｒ1末見込 Ｒ2計画

昨年度の評価（総括）

①R2末
見込

②Ｒ3
計画

Ｈ30末・Ｒ1末評価（前年度評価分）及びＲ2末評価（今回評価依頼分）・Ｒ2計画（前年度計画評価分）及びＲ3計画（今回計画評価依頼分）



 

 

宝塚市水防計画変更前後対照表 

（案） 
※当該計画の修正版についてはグループウエアのライブラリー、「防災・防犯」―「01防災」―「04法令・計画」 

－「Ｒ３水防計画修正箇所記載版」 をご参照ください。 

 

     

 

 令和３年度(202１年度)  

宝塚市 
 

 





１ 

 

 

変更前後対照表 ※関係機関・団体等の代表者、連絡先、電話番号等の変更、資機材備蓄量・過年度降雨量等のデーターについては省略 

頁 現 計 画（変更前） 新 計 画（変更後） 
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宝塚市災害警戒本部設置要綱 

（本文略） 

別表 災害警戒本部の要員 

 災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の長等各級責任者となる職員のめやす 

区分 平常時職名 事務分掌 体制 

警戒本部長 

略 略 

第
１ 

警
戒
体
制 

  

第
２
警
戒
体
制 

警戒副本部長 

警戒副本部長補佐 

同 

 

警 

 

戒 

 

本 

 

部 

 

員 

□広報課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（職場待機・巡視等による警戒を行う体制） 

□公園河川課長 

□道路管理課長 

□建設室課長 

（道路維持管理担当） 

□北部整備課長 

□開発審査課長 

□住まい政策課長 

□北部振興企画課長 

□警防課長 

□下水道課長 

□総合防災課長 

□政策推進課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制） 

□市民相談課長 

□総務課長 

□高齢福祉課長 

□子ども政策課長 

□環境政策課長 

□商工勤労課長 

□教育委員会教育企画課長 

□市立病院経営統括部課長 

□上下水道局経営管理部長 

□上下水道局総務課長 

□上下水道局工務課長 

 

第５章 気象情報等の通知 

１ 気象予報、警報 

（１）略 

（２）洪水注意報基準及び洪水警報基準（宝塚市） 

・洪水注意報：洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

・ 洪水警報 ：洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

 

洪水警報基準 

流域雨量指数基準 

武庫川流域＝45.2  

波豆川流域＝10.6  

 

洪水注意報基準 

流域雨量指数基準 複合基準 

武庫川流域＝36.1  

波豆川流域＝8.4  
武庫川流域＝（※9、36.1） 

 ※：複合基準の武庫川流域は、（ ）内の表面雨量指数、流域雨量指数の組み合わせによる。 

宝塚市災害警戒本部設置要綱 

（本文略） 

別表 災害警戒本部の要員 

 災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の長等各級責任者となる職員のめやす 

区分 平常時職名 事務分掌 体制 

警戒本部長 

略 略 

第
１ 

警
戒
体
制 

  

第
２
警
戒
体
制 

警戒副本部長 

警戒副本部長補佐 

同 

 

警 

 

戒 

 

本 

 

部 

 

員 

□広報課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（職場待機・巡視等による警戒を行う体制） 

□公園河川課長 

□道路管理課長 

□建設室課長 

（道路維持管理担当） 

□北部整備課長 

□開発審査課長 

□住まい政策課長 

□北部振興企画課長 

□警防課長 

□下水道課長 

□総合防災課長 

□政策推進課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による 

（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制） 

□市民相談課長 

□総務課長 

□地域福祉課長 

□子ども政策課長 

□環境政策課長 

□商工勤労課長 

□教育委員会教育企画課長 

□市立病院経営統括部課長 

□上下水道局経営管理部長 

□上下水道局総務課長 

□上下水道局工務課長 

 

第５章 気象情報等の通知 

１ 気象予報、警報 

（１）略 

（２）洪水注意報基準及び洪水警報基準（宝塚市） 

・洪水注意報：洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

・ 洪水警報 ：洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

 

洪水警報基準 

流域雨量指数基準 

武庫川流域＝44.3  

波豆川流域＝11.4  

 

洪水注意報基準 

流域雨量指数基準 複合基準 

武庫川流域＝35.4  

波豆川流域＝9.1  
武庫川流域＝（※9、35.4） 

 ※：複合基準の武庫川流域は、（ ）内の表面雨量指数、流域雨量指数の組み合わせによる。 



２ 

 

頁 現 計 画（変更前） 新 計 画（変更後） 
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（３）大雨特別警報基準（土砂災害、浸水害：宝塚市） 

台風や集中豪雨により、数十年（５０年）に一度の降水量・土壌雨量指数となる基準 

  （特別警報は市町単位で発表されるが、府県程度の広範囲で基準値を超えると予想される場合に、ある程度まとまった市町に
発表される。） 

 

 

 

 

 

５０年に一度の値（宝塚市） 

４８時間降水量（ｍｍ） ３時間降水量（ｍｍ） 土壌雨量指数基準 

R48＝450  Ｒ03＝171  262  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 水防区域等 

 １ 水害危険予想箇所 

（１）水防区域（河川危険区域（重要水防箇所）） 

    護岸老朽・護岸高不足・河床の荒廃等により、決壊・溢水のおそれがある区域。 

水系名 河川名 左右岸別 延長 ｍ 水防区域 危険理由 重要度 対策工法 

武庫川 

武庫川 

右 600月見山～観音谷川合流点 堤防高 Ａ 積土俵 

            

左 ２00武田尾橋上流100m 堤防高 Ａ 積土俵 

 ～ 武田尾温泉  

左 2,700大堀川合流点～阪急今津線 堤防高 

 

Ｃ 積土俵 

   

右 4,000湯本町～美幸町 堤防高 

 

Ｃ 積土俵 

 

足洗川 左 100阪急宝塚線～西国橋  Ｂ  

右 100 Ｂ 

（表中略） 

天神川 左 500 市道長尾線～花園橋 堤防高 

 

Ｂ 積土俵 

右 500 Ｂ 

亥の谷川 左 250梅野橋～射撃橋 堤防高 Ｂ 積土俵 

右 250 Ｂ 

 

（２）略 

 

 

 

 

 

（３）大雨特別警報基準（土砂災害、浸水害：宝塚市） 

・台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に発表する。 

1)確率値を用いた指標（発表条件）（土砂災害、浸水害） 

台風や集中豪雨により、降水量・土壌雨量指数が「50年に一度の値」以上となる５km格子がまとまって出現すると予想さ
れ、かつ、さらに雨が降り続くと予想されるなか、危険度分布で宝塚市に最大の危険度が出現している場合に発表される。ただ
し、3時間降水量について「まとまって出現」とは、150mm以上となった格子を対象とする。 

宝塚市で「50年に一度の値」以上となった５km格子が出現することのみで発表するわけではないことに留意。（「50年に
一度の値」とは、再現期間50年の確率値のこと。いずれも宝塚市にかかる5km格子の値の平均をとったもの。） 

令和３年３月２５日現在 

５０年に一度の値（宝塚市） 

４８時間降水量（ｍｍ） ３時間降水量（ｍｍ） 土壌雨量指数基準 

444 169 260 

 

2)指数を用いた指標（発表条件）（土砂災害） 

土壌雨量指数が基準値以上となる１km格子が概ね10格子以上まとまって出現すると予想され、かつ、激しい雨がさらに降
り続くと予想される場合に大雨特別警報（土砂災害）を発表する。 

令和２年７月３０日現在 

土壌雨量指数（宝塚市） 

294～333※ 

※1㎞格子毎に値が異なる。 

 

第６章 水防区域等 

 １ 水害危険予想箇所 

（１）水防区域（河川危険区域（重要水防箇所）） 

    護岸老朽・護岸高不足・河床の荒廃等により、決壊・溢水のおそれがある区域。 

水系名 河川名 左右岸別 延長 ｍ 水防区域 危険理由 重要度 対策工法 

武庫川 

武庫川 

右 600 月見山～観音谷川合流点 堤防高 Ａ 積土俵 

            

左 ２00 武田尾橋上流100m 堤防高 Ａ 積土俵 

  ～ 武田尾温泉  

左 2,700 大堀川合流点～阪急今津線 要注意 Ｃ 積土俵 

    

右 4,000 湯本町～美幸町 要注意 Ｃ 積土俵 

  

足洗川 左 100 阪急宝塚線～西国橋 堤防高 Ｂ 積土俵 

右 100 Ｂ 

（表中略） 

天神川 左 400 市道長尾線～雲垣内橋 堤防斜面の崩

れ・すべり 

Ｂ 積土俵 

右 300 Ｂ 

亥の谷川 左 250 梅野橋～射撃橋 堤防高 Ｂ 積土俵 

右 250 Ｂ 

 

（２）略 

 

 

 

 

 



３ 

 

頁 現 計 画（変更前） 新 計 画（変更後） 
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（３）特に警戒を要するため池 

番
号 

溜池名 
管理 

団体名 
所在地 

満水    危険区域及び被害予想 
危 

険 

度 

面積 貯水量 堤長 堤高 予想される 

危険 

被害予想区域 

と戸数 (ha) (ｍ3) (m) (m) 

１～3略  

4  榎谷池 
境野 

水利組合 
境野字中山田 0.1 1,000 38 5.7 漏水 

耕地約2.1ha 

家屋1戸 

市道250ｍ 

Ｂ 

5 井手池 
境野 

水利組合 

境野字 

井手 
0.03 350 35 1.8 漏水 

耕地約1.3ｈａ 

家屋2戸 

県市道410ｍ 

Ｂ 

 

（４）宅地危険箇所 

造成工事不完全・石垣の不安定・法面保護の不安定等により、宅地の区画・形質が変化するおそれのある宅地。 

№ 宅地の所在 状     況 予想される危険 危険度 

1 山本西１丁目 石積擁壁（H=5.0m）に亀裂 
石積崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

2 山本台３丁目 石積擁壁（H=2.5m）に亀裂 
石積崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

3 山本台２丁目 石積擁壁（H=7.0m）にはらみ 
石積崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

4 長寿ガ丘 
昭和 58 年 9 月石積擁壁及び自然崖面が

H=20m,L=25mにわたって崩壊 

崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

5 長寿ガ丘 平成５年７月崖面表面部崩壊 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

6 千種１丁目 地震による宅地損傷 石積崩壊等 A 

7 長寿ガ丘 石垣のはらみ 建物の崩壊 Ａ 

8 中筋山手１丁目 石積擁壁に亀裂 家屋損壊 A 

9 花屋敷つつじガ丘 自然崖の崩落 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

10 花屋敷荘園１丁目 自然崖の崩落 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

11 平井山荘 石積み・コンクリート擁壁（H=3.6ｍ）にはらみ 
石積崩壊 

家屋倒壊 
A 

12 野上６丁目 石積擁壁に亀裂 
石積崩壊 

家屋倒壊 
A 

13 紅葉ガ丘 石積擁壁の崩壊（Ｈ＝7ｍＬ＝10ｍ） 
石積崩壊 

家屋倒壊 
A 

 

（５）略 
 
 

 

 

 

（３）特に警戒を要するため池 

番
号 

溜池名 
管理 

団体名 
所在地 

満水    危険区域及び被害予想 
危 

険 

度 

面積 貯水量 堤長 堤高 予想される 

危険 

被害予想区域 

と戸数 (ha) (ｍ3) (m) (m) 

１～3略 
 

4 井手池 
境野 

水利組合 

境野字 

井手 
0.03 350 35 1.8 漏水 

耕地約1.3ｈａ 

家屋2戸 

県市道410ｍ 

Ｂ 

 

 

 

 

 

（４）宅地危険箇所 

造成工事不完全・石垣の不安定・法面保護の不安定等により、宅地の区画・形質が変化するおそれのある宅地。 

№ 宅地の所在 状     況 予想される危険 危険度 

1 山本西１丁目 石積擁壁（H=5.0m）に亀裂 
石積崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

2 山本台３丁目 石積擁壁（H=2.5m）に亀裂 
石積崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

３ 長寿ガ丘 
昭和 58 年 9 月石積擁壁及び自然崖面が

H=20m,L=25mにわたって崩壊 

崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

4 長寿ガ丘 平成５年７月崖面表面部崩壊 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

5 千種１丁目 地震による宅地損傷 石積崩壊等 A 

6 長寿ガ丘 石垣のはらみ 建物の崩壊 Ａ 

7 中筋山手１丁目 石積擁壁に亀裂 家屋損壊 A 

8 花屋敷つつじガ丘 自然崖の崩落 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

9 花屋敷荘園１丁目 自然崖の崩落 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

10 平井山荘 石積み・コンクリート擁壁（H=3.6ｍ）にはらみ 
石積崩壊 

家屋倒壊 
A 

11 野上６丁目 石積擁壁に亀裂 
石積崩壊 

家屋倒壊 
A 

12 紅葉ガ丘 石積擁壁の崩壊（Ｈ＝7ｍＬ＝10ｍ） 
石積崩壊 

家屋倒壊 
A 

 

 

 

（５）略 
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（６）山崖くずれ等による宅地危険箇所 

自然崖くずれ・崖面の崩壊等により、家屋倒壊・土砂流入のおそれのある宅地。 

№ 宅地の所在 状     況 
予想される

危険 
危険度 

1 花屋敷荘園２丁目６０外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

2 
花屋敷荘園３丁目２３－１

外 
土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 

崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

3 上佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
土砂流出 

家屋倒壊 
A 

4 切畑字鳥脇３４外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

5 花屋敷荘園３丁目２５外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

6 中山荘園１２－１１９外  土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

7 野上５丁目４－５８６外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

8 
花屋敷つつじガ丘２９９－

１外 
土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 

崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

9 長寿ガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

10 中山桜台６丁目１２－５外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

11 中山桜台３丁目１７外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

12 中山台１丁目３５１外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

13 中山台１丁目３６４外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

14 雲雀丘２丁目８５外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

15 紅葉ガ丘８０１－５１外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

16 逆瀬台２丁目１６－１８外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

17 
仁川高丸１丁目１－１０２

外 
土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 

崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

18 花屋敷荘園３丁目３－２外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

19 中山桜台７丁目１２－６外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

20 中山桜台５丁目７－１６外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

21 泉ガ丘２２６－３外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

22 御殿山４丁目１１外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

（６）山崖くずれ等による宅地危険箇所 

自然崖くずれ・崖面の崩壊等により、家屋倒壊・土砂流入のおそれのある宅地。 

№ 宅地の所在 状     況 
予想される

危険 
危険度 

1 花屋敷荘園２丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

2 花屋敷荘園３丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

3 上佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
土砂流出 

家屋倒壊 
A 

4 切畑 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

5 花屋敷荘園３丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

6 売布山手４丁目外  土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

7 野上５丁目 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

8 花屋敷つつじガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

9 長寿ガ丘 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

10 中山桜台６丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

11 中山桜台３丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

12 中山台１丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

13 中山台１丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

14 雲雀丘２丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

15 紅葉ガ丘 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

16 逆瀬台２丁目 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

17 仁川高丸１丁目 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

18 花屋敷荘園３丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

19 中山桜台７丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

20 中山桜台５丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

21 泉ガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

22 御殿山４丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 
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23 
ゆずり葉台２丁目２０－１

３2外 
土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 

崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

24 長寿ガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

25 月見山２丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

26 
仁川高丸１丁目１－１０９

外 
土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 

崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

27 下佐曽曾利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
土砂流出 

家屋倒壊 
A 

28 長寿ガ丘７６１－４８外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

29 長寿ガ丘７６１－４４外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

30 月見山７６６－５３９外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

31 月見山１丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

32 下佐曽利字西川１８外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

33 玉瀬字前田４３外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

34 長谷 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

35 
中山五月台７丁目９-２３７

外 
土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 

崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

36 中山桜台６丁目１２-４外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

37 長尾台２丁目５－４９外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

38 
花屋敷つつじガ丘２－１６

５７外 
土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 

崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

39 
花屋敷つつじガ丘２－１６

５７外 
土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 

崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

40 紅葉ガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

41 紅葉ガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

42 武庫山２丁目132-1外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

43 下佐曽利字大藪１４外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域  
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

44 下佐曽利字福本１６外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

45 下佐曽利字福本２２外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

46 下佐曽利字角４５外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

23 ゆずり葉台２丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

24 長寿ガ丘 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

25 月見山２丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

26 仁川高丸１丁目 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

27 下佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
土砂流出 

家屋倒壊 
A 

28 長寿ガ丘 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

29 長寿ガ丘 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

30 月見山外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

31 月見山１丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

32 下佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

33 玉瀬 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

34 長谷 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

35 中山五月台７丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

36 中山五月台６丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

37 長尾台２丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

38 花屋敷つつじガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

39 花屋敷つつじガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

40 紅葉ガ丘 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

41 紅葉ガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

42 武庫山２丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

43 下佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域  
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

44 下佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

45 下佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

46 下佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 
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47 下佐曽利字中山５外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域  
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

48 長谷字北畑４－２外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

49 長谷字道谷４－２外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

50 大原野字石風２７外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

51 大原野字西田１９外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

52 大原野字西田２７外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

53 大原野字島ノ内９外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

54 切畑字検見１外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

55 玉瀬字イヅリハ４４外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

56 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

57 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

58 下佐曽利字芝３外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

59 平井１丁目２０１－２外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

60 玉瀬・境野字桃堂1-2外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

61 玉瀬字堂山11外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

62 玉瀬字前田2外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

63 切畑字奥ノ谷23外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

64 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

65 玉瀬字タワ19外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

66 
売布きよしガ丘１２－６６

外 
土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 

崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

67 中山寺２丁目160外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

68 月見山２丁目766-628外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

69 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

70 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

47 下佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域  
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

48 長谷 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

49 長谷 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

50 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

51 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

52 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

53 大原 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

54 切畑 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

55 玉瀬 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

56 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

57 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

58 下佐曽利 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

59 平井１丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

60 玉瀬・境野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

61 玉瀬 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

62 玉瀬 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

63 切畑 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

64 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

65 玉瀬 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

66 売布きよしガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
Ａ 

67 中山寺２丁目 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

68 月見山２丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋損壊 
A 

69 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

70 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 
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71 ふじガ丘６－８０外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

72 切畑字長尾山６-２外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

73 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

74 花屋敷松ガ丘１６２－１外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

81 花屋敷つつじガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

90 山本台３丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

97 清荒神５丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

98 御殿山４丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

99 川面外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

108 野上１丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

111 千種２丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

115 ゆずり葉台３丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

116 小林外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

117 小林外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（以下表略） 

 

第７章 観測・監視及び報告 

２ 河川堤防の監視 

（１）～（３）略 

（４）排水路水門の監視   

№ 設   置   場   所 開閉責任者 

1 亀井町１番地先 小林浄水場西側 松本 純一 

2 売布３丁目９番地先 宝塚 市 

3 売布３丁目３番地先 宝塚 市 

4 売布１丁目４番地先 宝塚 市 

71 ふじガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

72 ふじガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

73 大原野 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
A 

74 花屋敷松ガ丘外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

81 雲雀丘山手１丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

90 山本台３丁目 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

97 清荒神５丁目 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

98 御殿山４丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

99 川面 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

108 野上４丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

111 千種２丁目 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
崖面崩壊 

家屋倒壊 
Ａ 

（表中略） 

115 ゆずり葉台３丁目外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
土砂流出 

家屋倒壊 
Ａ 

116 小林外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
土砂流出 

家屋倒壊 
Ａ 

117 小林外 土砂災害特別警戒区域を含む土砂災害警戒区域 
土砂流出 

家屋倒壊 
Ａ 

（以下表略） 

 

第７章 観測・監視及び報告 

２ 河川堤防の監視 

（１）～（３）略 

（４）排水路水門の監視   

№ 設   置   場   所 開閉責任者 

1 亀井町１番地先 小林浄水場西側 薮内 勝也 

2 売布３丁目９番地先 宝塚 市 

３ 売布１丁目４番地先 宝塚 市 

４ 安倉北１丁目谷池北 坂西 勘平 
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5 安倉北１丁目谷池北 坂上 洋司 

6 小浜４丁目５番地先（市立病院東側） 坂上 洋司 

7 平井７丁目 阪急車庫 尾仲 博道    

8 御殿山２丁目 元市民会館前 安庭 定幸 

9 山本野里１丁目 山本４号雨水幹線 宝塚市 

上下水道局 

 

 

・別表１ 災害対策本部の構成（変更箇所抜粋） 

 

 

別表２ 宝塚市消防隊水防計画編成 

（１） 水防活動に係る災害対策本部設置時の部隊編成及び業務分担（消防本部） 

ア略 

イ水防隊の部隊編成  

部 
隊

別 
分  担  区  分 業  務  分  担 

水
防
隊
長 

消
防
長 

― 

隊
長
付
兼
管
理
隊
担
当 

警
防
課
長
隊
長
付
情
報
管

制
課
長
（
シ
ス
テ
ム
担
当
） 管 

 

 

理 

 

 

隊 

管
理
隊 

消
防
次
長 

（
部
隊
指
揮
調
整
担
当
） 

指揮支援班 

（救急救助課長） 

 

指揮支援担当 

（指揮支援担当係長） 

（警防担当係長） 

（高度救助第１・第２隊長） 

１ 情報収集、現場後方等消防活動の指揮支援に

関すること 

２ 非常招集の発令に関すること 

 救急救助担当 １ 救急救助に関すること 

  （救急・救助担当係長） 

（高度救助第１・第２隊長） 

  機械装備担当 １ 機械器具の整備と消防隊機材の 

    運用に関すること    （機械装備担当係長） 

情報管制班 情報管制担当 １ 消防隊の出動指令に関すること 

（情報管制課長） 

（管制司令） 

（管制第１・２部係長） ２ 通信運用及び消防隊の連絡調整に関する   

こと 

   ３ 非常招集職員の把握に関すること 

広報班 情報担当 １ 被害情報の収集に関すること 

（予防課長） （設備担当係長）   

 広報担当 １ 災害の広報に関すること 

  （査察担当係長）  

  調査担当 １ 被害の調査に関すること  

 （危険物担当係長）  

総務班 連絡・調整担当 １ 関係機関との連絡調整に関すること 

 
副本部長補佐 

病院事業 

管理者 

        
           

   救援 

ｻｰﾋﾞｽ部門 

  
災対市立病院部：市立病院班 

     
                  

 副本部長補佐 

教育長 

教育委員会理事 

          
災対教育部：教委管理班､避難所班､文化財対策班 

各学校・幼稚園班            

                 

５ 小浜４丁目５番地先（市立病院東側） 坂西 勘平 

６ 平井７丁目 阪急車庫 尾仲 博道    

７ 御殿山２丁目 元市民会館前 安庭 定幸 

８ 山本野里１丁目 山本４号雨水幹線 宝塚市 

上下水道局 

 

 
 
 

・別表１ 災害対策本部の構成（変更箇所抜粋） 

 

 

別表２ 宝塚市消防隊水防計画編成 

（１） 水防活動に係る災害対策本部設置時の部隊編成及び業務分担（消防本部） 

ア略 

イ水防隊の部隊編成  

部 
隊

別 
分  担  区  分 業  務  分  担 

水
防
隊
長 

消
防
長 
― 

隊
長
付
兼
管
理
隊
担
当 

警
防
課
長 

隊
長
付 

情
報
管
制

課
（
シ
ス
テ
ム
担
当
） 

管 

 

 

理 

 

 

隊 

管
理
隊 

消
防
次
長 

（
部
隊
指
揮
調
整
担
当
） 

指揮支援班 

（救急救助課長） 

 

指揮支援担当 

（指揮支援担当係長） 

（警防担当係長） 

（高度救助第１・第２隊長） 

１ 情報収集、現場後方等消防活動の指揮支援に

関すること 

２ 非常招集の発令に関すること 

 救急救助担当 １ 救急救助に関すること 

  （救急・救助担当係長） 

（高度救助第１・第２隊長） 

  機械装備担当 １ 機械器具の整備と消防隊機材の 

    運用に関すること    （機械担当係長） 

情報管制班 情報管制担当 １ 消防隊の出動指令に関すること 

（情報管制課長） 

 

（管制第１・２部係長） ２ 通信運用及び消防隊の連絡調整に関する

こと 

   ３ 非常招集職員の把握に関すること 

広報班 情報担当 １ 被害情報の収集に関すること 

（予防課長） （設備・違反是正担当係長）   

 広報担当 １ 災害の広報に関すること 

  （査察担当係長）  

  調査担当 １ 被害の調査に関すること  

 （危険物担当係長）  

総務班 連絡・調整・報道担当 １ 関係機関との連絡調整に関すること 

（総務課長） 

（政策推進担当課長） 

（人事担当係長） 

（総務担当係長） 

２ 報道機関への対応に関すること 

 
副本部長補佐 

病院事業 

管理者 

        
           

   救援 

ｻｰﾋﾞｽ部門 

  
災対市立病院部：市立病院班 

     
                  

 副本部長補佐 

教育長 

 

          
災対教育部：教委管理班､避難所班､文化財対策班 

各学校・幼稚園班            

                  



９ 

 

頁 現 計 画（変更前） 新 計 画（変更後） 
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53 

（総務課長） 

（政策推進担当課長） 

（人事担当係長） 

（総務担当係長） 

２ 被害の集計及び記録に関すること 

３ 消防団の活動に関すること 

    

 

 

 

調達担当 

（経理担当係長） 

１ 消防隊の食糧・資材等の補給及び物品の 

  調達に関すること 

 

 

 

・資料２ 宝塚市防災会議委員名簿（変更箇所抜粋） 

区  分 委 員 職 名 

会      長 宝塚市長 

第３条第５項第１号に基づく委員 農林水産省近畿農政局兵庫県拠点地方参事官（兵庫県担当） 

  国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所長 

第３条第５項第８号に基づく委員 （特活）NPO政策研究所専務理事 

第３条第５項第９号に基づく委員 宝塚市自治会ネットワーク会議代表世話役 

  陸上自衛隊第３６普通科連隊第１中隊長 

  一般社団法人宝塚市薬剤師会理事 

  一般社団法人宝塚市医師会会長 

  宝塚市婦人会会長・宝塚市赤十字奉仕団委員長 

  社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会理事長 

  一般社団法人兵庫県建設業協会宝塚支部長 

 宝塚市民生委員・児童委員連合会会長 

 プラザ・コム こむ1会 代表 

 宝塚どないしょネット 代表 

  宝塚市 上下水道事業管理者 

  宝塚市 議会事務局長 

  宝塚市 教員委員会事務局管理部長 

  宝塚市 病院経営統括部長 

 

資料５ 浸水想定区域内の地下街等・要援護者施設・大規模工場等 

（１）略 

（２）要配慮者関連施設 

施設の 

種類 
施 設 名 称 所 在 地 連 絡 先 

連絡先 

FAX番号 

 イ 略 

ロ

及

び

ハ

又

は

オアシス宝塚（JA兵庫六甲小浜ふれあい会

館） 
小浜3丁目12番23号 84-9281 86-5075 

宝塚ちどり 亀井町10番30号 73-0880 73-0890 

ふれあい あさひ 旭町1丁目14番18号 81-8242 81-8242 

デイサービス ことの葉 旭町2丁目3番3号 24-2237 24-2237 

（表中略） 

   

 

 

 

調達・記録担当 

（経理担当係長） 

（政策推進担当係長） 

１ 消防隊の食糧・資材等の補給及び物品の 

  調達に関すること 

２ 被害の集計及び記録に関すること 

 消防団担当 

（消防団担当係長） 

１ 消防団の活動に関すること 

 

 

 

・資料２ 宝塚市防災会議委員名簿（変更箇所抜粋） 

区  分 委 員 職 名 

会      長 宝塚市長 

第３条第５項第１号に基づく委員 農林水産省近畿農政局兵庫県拠点地方参事官（兵庫県担当） 

  国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所長 

 神戸地方気象台次長 

第３条第５項第８号に基づく委員 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究所教授博士（工学） 

第３条第５項第９号に基づく委員 宝塚市自治会ネットワーク会議代表世話役 

  陸上自衛隊第３６普通科連隊第１中隊長 

  一般社団法人宝塚市薬剤師会理事 

  一般社団法人宝塚市医師会会長 

  社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会理事長 

  一般社団法人兵庫県建設業協会宝塚支部長 

 宝塚市民生委員・児童委員連合会会長 

 肢体障碍者 

 宝塚どないしょネット 代表 

  宝塚市 上下水道事業管理者 

  宝塚市 議会事務局長 

  宝塚市 教員委員会事務局管理部長 

  宝塚市 病院経営統括部長 

 

資料５ 浸水想定区域内の地下街等・要援護者施設・大規模工場等 

（１）略 

（２）要配慮者関連施設 

施設の 

種類 
施 設 名 称 所 在 地 連 絡 先 

連絡先 

FAX番号 

 イ 略 

ロ

及

び

ハ

又

は

オアシス宝塚（JA 兵庫六甲小浜ふれあい

会館） 
小浜3丁目12番23号 84-9281 86-5075 

宝塚ちどり 亀井町10番30号 73-0880 73-0890 

ふれあい あさひ 旭町1丁目14番18号 81-8242 81-8242 

（表中略） 

サンシティ宝塚（本館） 宝梅2丁目6番26号 76-5757 72-6671 



１０ 

 

頁 現 計 画（変更前） 新 計 画（変更後） 

ハ

に

準

ず

る

施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンシティ宝塚（本館） 宝梅2丁目6番26号 76-5757 72-6671 

宝塚あくら園（岡本ビル） 安倉南1丁目24番11号 83-1080 83-1085 

近畿中央ヤクルト東宝塚センター 安倉南4丁目1番16号 81-3030 81-3030 

（表中略） 

宝塚育成事業所 86-9283 86-9886 

市立安倉南身体障害者支援センター 安倉南1丁目2番1号 86-1734 86-1641 

NPO法人とことこ 

あいえるせんたー逆瀬 

伊孑志3丁目14番59号 

プリメロイトビル101 
20-1006 20-1006 

（表中略） 

NPO法人あ・ぷり さんきゅう 金井町2丁目2番 84-8840 83-0813 

ＩＬセンター（ハイツ忠実園） 山本南2丁目6番5号 82-2233 82-2233 

宝塚さざんかの家 安倉西3丁目1番5号 84-8700 81-5265 

（表中略） 

特定非営利活動法人ワーク友愛 安倉西3丁目1番8号 86-1335 86-1335 

福祉共同作業所 花工房 小浜3丁目3番13号 86-5602 86-5844 

宝塚すみれ栄光園 ケアハウス宝塚 弥生町2番2号 
85-3656 

85-3706 
85-3562 

フォーユー宝塚 安倉南2丁目10番22号 85-3131 85-3132 

ベストスマイル山本丸橋 山本丸橋1丁目14番1号 88-8822 88-8852 

やさしい手 ライブガーデン宝塚 泉町1番22号 86-5495 86-5494 

樹楽 宝塚売布 売布1丁目10番16号 51-5000 51-5010 

コミュニティ宝塚 美座2丁目14番12号 81-2161 81-2161 

ケアヴィラ宝塚 亀井町10番51号 71-6510 71-6503 

宝塚まどか園 美座2丁目22番2号 83-1175 83-1176 

そんぽの家宝塚山本（アミーユ宝塚山本） 山本丸橋1丁目16番3号 82-5550 82-5560 

ラビアンローズ宝塚 泉町6番6号 85-6097 85-6248 

エイジ・ガーデン宝塚旭町 旭町2丁目12番21号 86-0800 86-0802 

チャームスイート宝塚売布 売布4丁目1番25号 85-3515 85-3516 

（表中略） 

株式会社ＨＭＴ 伊孑志3丁目13番6号 73-9355 73-9350 

二 略 

※網掛け施設については、0.5ｍ以上の浸水が予想される区域に立地している。 

 

（以下略） 

ハ

に

準

ず

る

施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市型保育園ポポラ－宝塚あくら園（岡本

ビル） 
安倉南1丁目24番11号 83-1080 83-1085 

近畿中央ヤクルト東宝塚センター 安倉南4丁目1番16号 81-3030 81-3030 

（表中略） 

宝塚育成事業所 安倉西4丁目1番7号 86-9283 86-9886 

宝塚市立安倉南身体障碍者支援センター・

安倉児童館 
安倉南1丁目2番1号 

(身)86-1734 

(児)86-1762 
86-1641 

NPO法人とことこ 

あいえるせんたー逆瀬 

伊孑志3丁目14番59号 

プリメロイトビル101 
20-1006 20-1006 

（表中略） 

NPO法人あ・ぷり さんきゅう 金井町2丁目2番 84-8840 83-0813 

宝塚さざんかの家 安倉西3丁目1番5号 84-8700 81-5265 

（表中略） 

特定非営利活動法人ワーク友愛 安倉西3丁目1番8号 86-1335 86-1335 

宝塚すみれ栄光園 ケアハウス宝塚 弥生町2番2号 
85-3656 

85-3706 
85-3562 

フォーユー宝塚 安倉南2丁目10番22号 85-3131 85-3132 

ベストスマイル山本丸橋 山本丸橋1丁目14番1号 88-8822 88-8852 

やさしい手 ライブガーデン宝塚 泉町1番22号 86-5495 86-5494 

コミュニティ宝塚 美座2丁目14番12号 81-2161 81-2161 

ケアヴィラ宝塚 亀井町10番51号 71-6510 71-6503 

宝塚まどか園 美座2丁目22番2号 83-1175 83-1176 

そんぽの家宝塚山本（アミーユ宝塚山本） 山本丸橋1丁目16番3号 82-5550 82-5560 

なごみの家 旭町2丁目12番21号 86-0800 86-0802 

チャームスイート宝塚売布 売布4丁目1番25号 85-3515 85-3516 

（表中略） 

株式会社ＨＭＴ 伊孑志3丁目13番6号 73-9355 73-9350 

ななくさ育成園 東洋町3番15号 26-7481 26-7482 

二 略 

※網掛け施設については、0.5ｍ以上の浸水が予想される区域に立地している。 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


